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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 
 
 

新 旧 

目次 目次 

第１編 （略） 第１編 （略） 

第２編 株券等 第２編 株券等 

第１章～第３章 （略） 第１章～第３章 （略） 

第４章 上場管理 第４章 上場管理 

第１節～第３節 （略） 第１節～第３節 （略） 

第４節 企業行動規範 第４節 企業行動規範 

第１款 （略） 第１款 （略） 

第２款 望まれる事項（第４４５条―第

４５２条） 

第２款 望まれる事項（第４４５条―第

４５１条） 

第５章～第７章 （略） 第５章～第７章 （略） 

第３編～第６編 （略） 第３編～第６編 （略） 

  

（定義） （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） ＩＦＲＳ任意適用会社 連結財務諸表

の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭

和５１年大蔵省令第２８号。以下「連結財務

諸表規則」という。）第９３条に規定する指

定国際会計基準により財務諸表等又は四半期

財務諸表等を作成し、内閣総理大臣等に提出

する会社をいう。 

（新設） 

（１）の２ （略） （１） （略） 

（２） （略） （２） （略） 

（３） 親会社等 親会社、財務諸表等規則第

８条第１７項第４号に規定するその他の関係

会社又はその親会社をいう。 

（３） 親会社等 親会社又は財務諸表等規則

第８条第１７項第４号に規定するその他の関

係会社をいう。 

（４）～（２６） （略） （４）～（２６） （略） 

（２７） 企業集団 連結財務諸表規則第４条

第１項第１号に規定する企業集団をいう。 

（２７） 企業集団 連結財務諸表の用語、様

式及び作成方法に関する規則（昭和５１年大

蔵省令第２８号。以下「連結財務諸表規則」
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という。）第４条第１項第１号に規定する企

業集団をいう。 

 （２７）の２ （略） （２７）の２ （略） 

（２８） 基準日等 会社法又は優先出資法の

規定により設けられた基準日及び振替法第１

５１条第１項又は第８項の規定（同法第２３

５条において準用する場合を含む。）に基づ

き同法第２条第２項に規定する振替機関が総

株主通知を行った場合におけるその基準とな

る日をいう。 

（２８） 基準日等 会社法又は優先出資法の

規定により設けられた基準日及び振替法第１

５１条第１項第２号、第３号、第４号又は第

６号の規定（同法第２３５条において準用す

る場合を含む。）に基づき同法第２条第２項

に規定する振替機関が総株主通知を行った場

合におけるその基準となる日をいう。 

（２９）～（３４） （略） （２９）～（３４） （略） 

（３５） 公募 一般募集による株券等又は株

券等に係る権利を表示する預託証券（法第２

条第１項第２０号に掲げる有価証券をいう。）

の発行又は処分をいう。 

（３５） 公募 一般募集による株券等又は株

券等に係る権利を表示する預託証券（法第２

条第１項第２０号に掲げる有価証券をいう。）

の発行をいう。 

（３６）～（８４） （略） （３６）～（８４） （略） 

（８４）の２ 募集株式等 募集株式並びに会

社法第２３８条第１項に規定する募集新株予

約権（処分する自己新株予約権を含む。）及

びこれに相当する外国の法令の規定により割

り当てる新株予約権をいう。 

（８４）の２ 募集株式等 募集株式並びに会

社法第２３８条第１項に規定する募集新株予

約権及びこれに相当する外国の法令の規定に

より割り当てる新株予約権をいう。 

（８５）～（９６） （略） （８５）～（９６） （略） 

  

（新規上場申請に係る提出書類等） （新規上場申請に係る提出書類等） 

第２０４条 （略） 第２０４条 （略） 

２～１０ （略） ２～１０ （略） 

１１ 本則市場へ新規上場申請を行う新規上場申

請者は、当取引所が新規上場申請に係る株券等

の上場を承認した場合には、次の各号に掲げる

書類を提出し、第２号に掲げる書類を上場前及

び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供す

ることに同意するものとする。 

１１ 本則市場へ新規上場申請を行う新規上場申

請者は、当取引所が新規上場申請に係る株券等

の上場を承認した場合には、次の各号に掲げる

書類を提出し、当該書類を上場前及び上場後に

おいて当取引所が公衆の縦覧に供することに同

意するものとする。 

（１） 当取引所所定の「取引所規則の遵守に

関する確認書」 

（１） 施行規則で定める当取引所所定の「適

時開示に係る宣誓書」及び施行規則で定める

添付書類 

（２） （略） （２） （略） 
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１２ （略） １２ （略） 

  

（新規上場申請に係る提出書類等） （新規上場申請に係る提出書類等） 

第２１１条 （略） 第２１１条 （略） 

２～１０ （略） ２～１０ （略） 

１１ マザーズへ新規上場申請を行う新規上場申

請者は、当取引所が新規上場申請に係る株券等

の上場を承認した場合には、次の各号に掲げる

書類を提出し、第２号に掲げる書類を上場前及

び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供す

ることに同意するものとする。 

１１ マザーズへ新規上場申請を行う新規上場申

請者は、当取引所が新規上場申請に係る株券等

の上場を承認した場合には、次の各号に掲げる

書類を提出し、当該書類を上場前及び上場後に

おいて当取引所が公衆の縦覧に供することに同

意するものとする。 

（１） 当取引所所定の「取引所規則の遵守に

関する確認書」 

（１） 施行規則で定める当取引所所定の「適

時開示に係る宣誓書」及び施行規則で定める

添付書類 

（２） （略） （２） （略） 

１２ （略） １２ （略） 

  

（決算短信等） （決算短信等） 

第４０４条 上場会社は、事業年度若しくは四半

期累計期間又は連結会計年度若しくは四半期連

結累計期間に係る決算の内容が定まった場合

は、当取引所所定の「決算短信（サマリー情報）」

又は「四半期決算短信（サマリー情報）」によ

り、直ちにその内容を開示しなければならない。 

第４０４条 上場会社は、事業年度若しくは四半

期累計期間又は連結会計年度若しくは四半期連

結累計期間に係る決算の内容が定まった場合

は、直ちにその内容を開示しなければならない。 

  

（予想値の修正等） （予想値の修正等） 

第４０５条 上場会社は、当該上場会社の属する

企業集団の売上高、営業利益、経常利益又は純

利益（上場会社がＩＦＲＳ任意適用会社である

場合は、売上高、営業利益、税引前利益、当期

利益又は親会社の所有者に帰属する当期利益）

について、公表がされた直近の予想値（当該予

想値がない場合は、公表がされた前連結会計年

度の実績値）に比較して当該上場会社が新たに

算出した予想値又は当連結会計年度の決算にお

いて差異（投資者の投資判断に及ぼす影響が重

第４０５条 上場会社は、当該上場会社の売上高、

営業利益、経常利益若しくは純利益又は当該会

社の属する企業集団の売上高、営業利益、経常

利益若しくは純利益について、公表がされた直

近の予想値（当該予想値がない場合は、公表が

された前事業年度又は前連結会計年度の実績

値）に比較して当該上場会社が新たに算出した

予想値又は当事業年度若しくは当連結会計年度

の決算において差異（投資者の投資判断に及ぼ

す影響が重要なものとして施行規則で定める基



4 

要なものとして施行規則で定める基準に該当す

るものに限る。）が生じた場合は、直ちにその

内容を開示しなければならない。 

準に該当するものに限る。）が生じた場合は、

直ちにその内容を開示しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

３ 上場会社は、法第１６６条第２項第３号に掲

げる事実が生じた場合（前２項に規定する場合

を除く。）又は同条第２項第７号に掲げる事実

が生じた場合は、直ちにその内容を開示しなけ

ればならない。  

３ 上場会社は、その子会社等（施行令第２７条

の２各号に掲げる有価証券の発行者及び連動子

会社に限る。）の売上高、営業利益、経常利益

又は純利益について、公表がされた直近の予想

値（当該予想値がない場合は、公表がされた前

事業年度の実績値）に比較して当該子会社等が

新たに算出した予想値又は当事業年度の決算に

おいて差異（投資者の投資判断に及ぼす影響が

重要なものとして施行規則で定める基準に該当

するものに限る。）が生じた場合は、直ちにそ

の内容を開示しなければならない。 

４ 連結財務諸表を作成すべき会社でない会社に

対する第１項の規定の適用については、同項中

「当該上場会社の属する企業集団」とあるのは

「当該上場会社」と、「連結会計年度」とある

のは「事業年度」とする。 

（新設） 

  

（開示内容の変更又は訂正） （開示内容の変更又は訂正） 

第４１６条 （略） 第４１６条 (略) 

２ 前項の規定にかかわらず、第４０４条の規定

に基づき開示した決算の内容について有価証券

報告書又は四半期報告書の提出前に変更又は訂

正すべき事情が生じた場合（投資者の投資判断

に及ぼす影響が重要なものと当取引所が認める

場合を除く。）の開示については、当該決算に

係る有価証券報告書又は四半期報告書の提出後

遅滞なく行えば足りるものとする。 

２ 前項の規定は、上場会社が第４０２条から第

４１１条の２まで又は前条第２項に基づき開示

した内容と有価証券報告書、四半期報告書、有

価証券届出書又は臨時報告書（これらの訂正報

告書又は訂正届出書を含む。）における当該開

示に係る内容に差異が生じた場合について準用

する。 

３ （略） ３ （略） 

  

 （適時開示に係る宣誓書） 

第４１８条 削除 

 

第４１８条 上場会社は、施行規則で定めるとき

に該当する場合には、速やかに施行規則で定め
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る当取引所所定の「適時開示に係る宣誓書」及

び施行規則で定める添付書類を提出するものと

する。この場合において、当該上場会社は、当

該宣誓書及び添付書類を当取引所が公衆の縦覧

に供することに同意するものとする。 

  

（株式分割の効力発生日等） （株式分割の効力発生日等） 

第４２７条 上場内国会社は、上場内国株券等に

ついて株式分割（優先出資分割を含む。以下同

じ。）又は株式無償割当て（上場内国株券に係

る株式と同一の種類の株式を割り当てるものに

限る。）を行う場合には、当該株式分割又は株

式無償割当てに係る権利を受ける者を確定する

ための基準日等の翌日を当該株式分割又は株式

無償割当ての効力発生日として定めるものとす

る。 

第４２７条 上場内国会社は、上場内国株券等に

ついて株式分割（優先出資分割を含む。以下同

じ。）又は株式無償割当て（上場内国株券に係

る株式と同一の種類の株式を割り当てるものに

限る。）を行う場合には、当該株式分割又は株

式無償割当てに係る権利を受ける者を確定する

ための基準日の翌日を当該株式分割又は株式無

償割当ての効力発生日として定めるものとす

る。 

２ 上場内国会社は、前項に規定する場合におい

て、発行可能株式総数の増加に係る株主総会の

決議を要する等一定の要件を満たす必要がある

ときには、当該株式分割又は株式無償割当てを

行うことが確定する日から起算して５日目（休

業日を除外する。）の日以後の日を、当該株式

分割又は株式無償割当てに係る権利を受ける者

を確定するための基準日等とするものとする。 

２ 上場内国会社は、前項に規定する場合におい

て、発行可能株式総数の増加に係る株主総会の

決議を要する等一定の要件を満たす必要がある

ときには、当該株式分割又は株式無償割当てを

行うことが確定する日から起算して５日目（休

業日を除外する。）の日以後の日を、当該株式

分割又は株式無償割当てに係る権利を受ける者

を確定するための基準日とするものとする。 

  

（独立役員の確保） （独立役員の確保） 

第４３６条の２ 上場内国株券の発行者は、一般

株主保護のため、独立役員（一般株主と利益相

反が生じるおそれのない社外取締役（会社法第

２条第１５号に規定する社外取締役であって、

会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）

第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当

する者をいう。）又は社外監査役（会社法第２

条第１６号に規定する社外監査役であって、会

社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社

外役員に該当する者をいう。）をいう。以下同

第４３６条の２ 上場内国株券の発行者は、一般

株主保護のため、独立役員（一般株主と利益相

反が生じるおそれのない社外取締役（会社法第

２条第１５号に規定する社外取締役をいう。）

又は社外監査役（同条第１６号に規定する社外

監査役をいう。）をいう。以下同じ。）を１名

以上確保しなければならない。 
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じ。）を１名以上確保しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

（ＭＢＯの開示に係る遵守事項） 

第４４１条 上場会社が、公開買付者が公開買付対象

者の役員である公開買付け（公開買付者が公開買付

対象者の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者

であって公開買付対象者の役員と利益を共通にす

る者である公開買付けを含む。）に関して、第４０

２条第１号ｙに定める意見の公表又は株主に対す

る表示を行う場合の適時開示は、必要かつ十分に行

うものとする。 

（ＭＢＯ等の開示に係る遵守事項） 

第４４１条 上場会社が、公開買付者が公開買付対象

者の役員である公開買付け（公開買付者が公開買付

対象者の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者

であって公開買付対象者の役員と利益を共通にす

る者である公開買付けを含む。）又は支配株主によ

る公開買付けに関して、第４０２条第１号ｙに定め

る意見の公表又は株主に対する表示を行う場合の

適時開示は、必要かつ十分に行うものとする。 

  

（支配株主との重要な取引等に係る遵守事項）  

第４４１条の２ 支配株主を有する上場会社は、次

の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する事項

の決定が当該上場会社の少数株主にとって不利益

なものでないことに関し、当該支配株主との間に利

害関係を有しない者による意見の入手を行うもの

とする。 

（新設） 

（１） 当該上場会社の業務執行を決定する機関

が、第４０２条第１号ａ（第三者割当による募集

株式等の割当てを行う場合に限る。）、ｅ、ｉから

ｍまで、ｏからｓまで、ｗからｚまで又はａｐに

掲げる事項（支配株主その他施行規則で定める者

が関連するものに限る。）のいずれかを行うこと

についての決定をする場合（同条の規定に基づき

その内容の開示を要する場合に限る。） 

 

（２） 当該上場会社の子会社等の業務執行を決

定する機関が、第４０３条第１号ａからｅまで、

ｇからｋまで、ｎ、ｏ又はｓに掲げる事項（支配

株主その他施行規則で定める者が関連するもの

に限る。）のいずれかを行うことについての決定

をする場合（同条の規定に基づきその内容の開示

を要する場合に限る。） 

 

２ 上場会社は、前項各号に掲げる場合には、必 
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要かつ十分な適時開示を行うものとする。 

  

（決算内容に関する補足説明資料の公平な提供

） 

 

第４５２条 上場会社は、第４０４条の規定に基

づき開示した決算の内容について補足説明資料

を作成し投資者へ提供する場合には、公平に行

うよう努めるものとする。 

（新設） 

  

（上場内国会社の上場廃止基準） （上場内国会社の上場廃止基準） 

第６０１条 本則市場の上場内国株券等が次の各

号のいずれかに該当する場合には、その上場を

廃止するものとする。この場合における当該各

号の取扱いは施行規則で定める。 

第６０１条 本則市場の上場内国株券等が次の各

号のいずれかに該当する場合には、その上場を

廃止するものとする。この場合における当該各

号の取扱いは施行規則で定める。 

（１）～（１１） （略） （１）～（１１） （略） 

（１２） 上場契約違反等 （１２） 上場契約違反等 

上場会社が上場契約に関する重大な違反を

行ったとして施行規則で定める場合、第２０

４条第１項、第２１１条第１項、第３０１条

第３項、第３０７条第２項若しくは第３１２

条第３項の規定により提出した宣誓書におい

て宣誓した事項について重大な違反を行った

場合又は上場契約の当事者でなくなることと

なった場合 

上場会社が上場契約に関する重大な違反を

行ったとして施行規則で定める場合、第２０

４条第１項、同条第１１項第１号、第２１１

条第１項、同条第１１項第１号、第３０１条

第３項、第３０７条第２項、第３１２条第３

項若しくは第４１８条の規定により提出した

宣誓書において宣誓した事項について重大な

違反を行った場合又は上場契約の当事者でな

くなることとなった場合 

（１３）～（２０） （略） （１３）～（２０） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（上場審査の形式要件） （上場審査の形式要件） 

第８０４条 優先株等の上場審査は、次の各号に

適合するものを対象として行うものとする。こ

の場合における当該各号の取扱いは施行規則で

定める。 

第８０４条 優先株等の上場審査は、次の各号に

適合するものを対象として行うものとする。こ

の場合における当該各号の取扱いは施行規則で

定める。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 新規上場申請銘柄が次のａからｅまで

に適合していること。 

（２） 新規上場申請銘柄が次のａからｅまで

に適合していること。 
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ａ～ｄ （略） ａ～ｄ （略） 

ｅ 第２０５条第９号に適合すること。 ｅ 第２０５条第９号の２に適合すること。 

  

（会社情報の開示） （会社情報の開示） 

第８０６条 （略） 第８０６条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 上場子会社連動配当株の発行者は、次の各号

のいずれかに該当する場合（第１号に規定する

事項及び第２号に規定する事実にあっては、当

該上場子会社連動配当株の投資判断に及ぼす影

響が軽微なものとして施行規則で定める基準に

該当する場合を除く。）は、施行規則で定める

ところにより、直ちにその内容を開示しなけれ

ばならない。この場合において、第３号に該当

する場合にあっては、当取引所所定の「決算短

信（サマリー情報）」又は「四半期決算短信（サ

マリー情報）」により開示するものとする。 

４ 上場子会社連動配当株の発行者は、次の各号

のいずれかに該当する場合（第１号に規定する

事項及び第２号に規定する事実にあっては、当

該上場子会社連動配当株の投資判断に及ぼす影

響が軽微なものとして施行規則で定める基準に

該当する場合を除く。）は、施行規則で定める

ところにより、直ちにその内容を開示しなけれ

ばならない。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 対象子会社の事業年度若しくは四半期

累計期間又は連結会計年度若しくは四半期連

結累計期間に係る決算の内容が定まった場合 

（３） 対象子会社の事業年度若しくは中間会

計期間（当該対象子会社が四半期財務諸表提

出会社である場合には、四半期累計期間）又

は連結会計年度若しくは中間連結会計期間

（当該対象子会社が四半期連結財務諸表提出

会社である場合には、四半期連結累計期間）

に係る決算の内容が定まった場合 

（４）・（５） （略） （４）・（５） （略） 

（削る） 

 

５ 上場子会社連動配当株の発行者は、施行規則

で定めるところにより第１四半期及び第３四半

期における対象子会社の四半期財務・業績の概

況を開示するものとし、当該開示は当該対象子

会社の四半期財務・業績の概況が定まったとき

に直ちに行わなければならない。ただし、当該

対象子会社が四半期財務諸表提出会社又は四半

期連結財務諸表提出会社である場合は、この限

りでない。 

５ （略） ６ （略） 
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６ （略） ７ （略） 

７ （略） ８ （略） 

  

 （適時開示に係る宣誓書） 

第９０８条 削除 第９０８条 上場債券の発行者のうち施行規則で

定める者は、施行規則で定めるときに該当する

場合には、速やかに施行規則で定める当取引所

所定の「適時開示に係る宣誓書」及びその添付

書類を施行規則で定めるところにより提出する

ものとする。この場合において、当該上場債券

の発行者は、当該宣誓書及び添付書類を当取引

所が公衆の縦覧に供することに同意するものと

する。 

  

 （適時開示に係る宣誓書） 

第９３１条 削除 第９３１条 上場交換社債券の発行者（上場会社

を除く。）は、施行規則で定める場合に該当す

るときは、速やかに施行規則で定める当取引所

所定の「適時開示に係る宣誓書」及びその添付

書類を施行規則で定めるところにより提出する

ものとする。この場合において、当該上場交換

社債券の発行者は、当該宣誓書及び添付書類を

当取引所が公衆の縦覧に供することに同意する

ものとする。 

  

（新規上場申請に係る提出書類等） （新規上場申請に係る提出書類等） 

第１１０３条 （略） 第１１０３条 （略） 

２ 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」

には、当取引所所定の「取引所規則の遵守に関

する確認書」その他の施行規則で定める書類を

添付するものとする。 

２ 前項に規定する「有価証券新規上場申請書」

には、「適時開示に係る宣誓書」その他の施行

規則で定める書類を添付するものとする。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

  

（上場ＥＴＦに関する情報の開示） （上場ＥＴＦに関する情報の開示） 

第１１０７条 （略） 第１１０７条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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（削る） ４ 第１項に規定する者は、施行規則で定める場

合に該当するときは、速やかに施行規則で定め

るところにより、当該上場ＥＴＦに係る施行規

則で定める当取引所所定の「適時開示に係る宣

誓書」及びその添付書類を提出するものとする。

この場合において、第１項に規定する者は、当

該「適時開示に係る宣誓書」及び添付書類を当

取引所が公衆の縦覧に供することに同意するも

のとする。 

４ （略） ５ （略） 

５ 第４０１条、第４１１条の２、第４１３条、

第４１４条及び第４１６条の規定は、第２項及

び第３項の規定に基づく開示について、第４１

５条及び第４１７条の規定は、第１項に規定す

る者について準用する。 

６ 第４０１条、第４１１条の２、第４１３条、

第４１４条及び第４１６条の規定は、第２項か

ら第４項までの規定に基づく開示について、第

４１５条及び第４１７条の規定は、第１項に規

定する者について準用する。 

  

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第１１１２条 上場内国ＥＴＦ及び上場内国商品

現物型ＥＴＦは、次の各号のいずれかに該当す

る場合に、その上場を廃止する。この場合にお

ける当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

第１１１２条 上場内国ＥＴＦ及び上場内国商品

現物型ＥＴＦは、次の各号のいずれかに該当す

る場合に、その上場を廃止する。この場合にお

ける当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 上場ＥＴＦの銘柄が、次のａからｋま

で（公社債投資信託以外の証券投資信託の受

益証券に該当する上場内国ＥＴＦにあっては

ｂの（ｃ）、ｂの２からｂの５まで、ｉの２

及びｊの２を除き、投資信託法施行令第１２

条第１号又は第２号に掲げる投資信託の受益

証券に該当する上場内国ＥＴＦにあってはｂ

の（ｈ）、ｂの２からｂの５まで、ｉの２及

びｊの２を除き、上場内国商品現物型ＥＴＦ

にあってはａ、ｂ、ｃ、ｄ及びｊを除く。）

のいずれかに該当する場合 

（３） 上場ＥＴＦの銘柄が、次のａからｋま

で（公社債投資信託以外の証券投資信託の受

益証券に該当する上場内国ＥＴＦにあっては

ｂの（ｃ）、ｂの２からｂの５まで、ｉの２

及びｊの２を除き、投資信託法施行令第１２

条第１号又は第２号に掲げる投資信託の受益

証券に該当する上場内国ＥＴＦにあってはｂ

の（ｈ）、ｂの２からｂの５まで、ｉの２及

びｊの２を除き、上場内国商品現物型ＥＴＦ

にあってはａ、ｂ、ｃ、ｄ及びｊを除く。）

のいずれかに該当する場合 

ａ～ｇ （略） ａ～ｇ （略） 

ｈ 上場ＥＴＦに係る上場契約を締結した者

が上場契約について重大な違反を行った場

ｈ 上場ＥＴＦに係る上場契約を締結した者

が上場契約について重大な違反を行った場
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合として施行規則で定める場合、第１１０

３条第１項の規定により提出した宣誓書に

おいて宣誓した事項について重大な違反を

行った場合又は上場契約を締結すべき者が

上場契約の当事者でなくなることとなった

場合 

合として施行規則で定める場合、第１１０

３条第１項若しくは第２項又は第１１０７

条第４項の規定により提出した宣誓書にお

いて宣誓した事項について重大な違反を行

った場合又は上場契約を締結すべき者が上

場契約の当事者でなくなることとなった場

合 

ｉ～ｋ （略） ｉ～ｋ （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（新規上場申請に係る提出書類等） （新規上場申請に係る提出書類等） 

第１２０４条 （略） 第１２０４条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 不動産投資信託証券の新規上場を申請した者

は、当取引所が当該不動産投資信託証券の上場

を承認した場合には、当取引所所定の「取引所

規則の遵守に関する確認書」を提出するものと

する。 

７ 不動産投資信託証券の新規上場を申請した者

は、当取引所が当該不動産投資信託証券の上場

を承認した場合には、施行規則で定める当取引

所所定の「適時開示に係る宣誓書」及びその添

付書類を提出するものとし、当該書類を上場前

及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供

することに同意するものとする。 

  

（上場不動産投資信託証券に関する情報の開示

） 

（上場不動産投資信託証券に関する情報の開示

） 

第１２１３条 （略） 第１２１３条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（削る） ５ 上場不動産投資信託証券の発行者等は、施行

規則で定める場合に該当するときは、速やかに

施行規則で定めるところにより、当該上場不動

産投資信託証券に係る施行規則で定める当取引

所所定の「適時開示に係る宣誓書」及びその添

付書類を提出するものとする。この場合におい

て、当該発行者等は、当該「適時開示に係る宣

誓書」及び添付書類を当取引所が公衆の縦覧に

供することに同意するものとする。 

５ （略） ６ （略） 

６ （略） ７ （略） 
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（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第１２１８条 上場不動産投資信託証券の発行者

等に係る上場廃止の基準については、次の各号

に掲げる上場不動産投資信託証券の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。この場合

における当該各号の取扱いは施行規則で定め

る。 

第１２１８条 上場不動産投資信託証券の発行者

等に係る上場廃止の基準については、次の各号

に掲げる上場不動産投資信託証券の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。この場合

における当該各号の取扱いは施行規則で定め

る。 

（１） 投資証券 （１） 投資証券 

次のａ又はｂに定めるところによる。 次のａ又はｂに定めるところによる。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 上場不動産投資信託証券の発行者である

投資法人の資産の運用に係る業務の委託を

受けた資産運用会社が次の（ａ）から（ｅ）

までのいずれかに該当する場合は、当該上

場不動産投資信託証券の上場を廃止する。

ただし、当該資産の運用に係る業務の委託

を受けた資産運用会社が行っていた業務が

他の資産運用会社に引き継がれ、かつ、当

該他の資産運用会社が「不動産投資信託証

券上場契約書」及び第１２０４条第７項に

規定する「取引所規則の遵守に関する確認

書」を提出するほか、当該上場不動産投資

信託証券が第１２０６条第１項各号に適合

する場合は、この限りでない。 

ｂ 上場不動産投資信託証券の発行者である

投資法人の資産の運用に係る業務の委託を

受けた資産運用会社が次の（ａ）から（ｅ）

までのいずれかに該当する場合は、当該上

場不動産投資信託証券の上場を廃止する。

ただし、当該資産の運用に係る業務の委託

を受けた資産運用会社が行っていた業務が

他の資産運用会社に引き継がれ、かつ、当

該他の資産運用会社が「不動産投資信託証

券上場契約書」及び第１２１３条第５項に

規定する「適時開示に係る宣誓書」及び添

付書類を提出し、当該「適時開示に係る宣

誓書」及び添付書類を当取引所が公衆の縦

覧に供することに同意するほか、当該上場

不動産投資信託証券が第１２０６条第１項

各号に適合する場合は、この限りでない。 

（ａ）～（ｅ） （略） （ａ）～（ｅ） （略） 

（２） 委託者指図型投資信託の受益証券 （２） 委託者指図型投資信託の受益証券 

次のａ又はｂに定めるところによる。 次のａ又はｂに定めるところによる。 

ａ 上場不動産投資信託証券に係る投資信託

の委託者である投資信託委託会社が次の

（ａ）から（ｄ）までのいずれかに該当す

る場合は、当該上場不動産投資信託証券の

上場を廃止する。ただし、当該不動産投資

信託証券に係る投資信託の委託者である投

ａ 上場不動産投資信託証券に係る投資信託

の委託者である投資信託委託会社が次の

（ａ）から（ｄ）までのいずれかに該当す

る場合は、当該上場不動産投資信託証券の

上場を廃止する。ただし、当該不動産投資

信託上場証券に係る投資信託の委託者であ
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資信託委託会社が行っていた業務が他の投

資信託委託会社に引き継がれ、かつ、当該

他の投資信託委託会社が「不動産投資信託

証券上場契約書」及び第１２０４条第７項

に規定する「取引所規則の遵守に関する確

認書」を提出するほか、当該上場不動産投

資信託証券が第１２０６条第１項各号に適

合する場合は、この限りでない。 

る投資信託委託会社が行っていた業務が他

の投資信託委託会社に引き継がれ、かつ、

当該他の投資信託委託会社が「不動産投資

信託証券上場契約書」並びに第１２１３条

第５項に規定する「適時開示に係る宣誓書」

及び添付書類を提出し、当該「適時開示に

係る宣誓書」及び添付書類を当取引所が公

衆の縦覧に供することに同意するほか、当

該上場不動産投資信託証券が第１２０６条

第１項各号に適合する場合は、この限りで

ない。 

（ａ）～（ｄ） （略） （ａ）～（ｄ） （略） 

ｂ 上場不動産投資信託証券に係る投資信託

の受託者である信託会社等が営業の免許又

は信託業務を営むことについての認可を取

り消された場合は、当該上場不動産投資信

託証券の上場を廃止する。ただし、当該上

場不動産投資信託証券に係る投資信託の受

託者である信託会社等が行っていた業務が

他の信託会社等に引き継がれ、かつ、当該

他の信託会社等が「不動産投資信託証券上

場契約書」及び第１２０４条第７項に規定

する「取引所規則の遵守に関する確認書」

を提出するほか、当該上場不動産投資信託

証券が第１２０６条第１項各号に適合する

場合は、この限りでない。 

ｂ 上場不動産投資信託証券に係る投資信託

の受託者である信託会社等が営業の免許又

は信託業務を営むことについての認可を取

り消された場合は、当該上場不動産投資信

託証券の上場を廃止する。ただし、当該上

場不動産投資信託証券に係る投資信託の受

託者である信託会社等が行っていた業務が

他の信託会社等に引き継がれ、かつ、当該

他の信託会社等が「不動産投資信託証券上

場契約書」並びに第１２１３条第５項に規

定する「適時開示に係る宣誓書」及び添付

書類を提出し、当該「適時開示に係る宣誓

書」及び添付書類を当取引所が公衆の縦覧

に供することに同意するほか、当該上場不

動産投資信託証券が第１２０６条第１項各

号に適合する場合は、この限りでない。 

（３） 委託者非指図型投資信託の受益証券 （３） 委託者非指図型投資信託の受益証券 

上場不動産投資信託証券に係る投資信託の

受託者である信託会社等が次のａからｃまで

のいずれかに該当する場合は、当該上場不動

産投資信託証券の上場を廃止する。ただし、

当該上場不動産投資信託証券に係る投資信託

の受託者である信託会社等が行っていた業務

が他の信託会社等に引き継がれ、かつ、当該

上場不動産投資信託証券に係る投資信託の

受託者である信託会社等が次のａからｃまで

のいずれかに該当する場合は、当該上場不動

産投資信託証券の上場を廃止する。ただし、

当該上場不動産投資信託証券に係る投資信託

の受託者である信託会社等が行っていた業務

が他の信託会社等に引き継がれ、かつ、当該
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他の信託会社等が「不動産投資信託証券上場

契約書」及び第１２０４条第７項に規定する

「取引所規則の遵守に関する確認書」を提出

するほか、当該上場不動産投資信託証券が第

１２０６条第１項各号に適合する場合は、こ

の限りでない。 

他の信託会社等が「不動産投資信託証券上場

契約書」並びに第１２１３条第５項に規定す

る「適時開示に係る宣誓書」及び添付書類を

提出し、当該「適時開示に係る宣誓書」及び

添付書類を当取引所が公衆の縦覧に供するこ

とに同意するほか、当該上場不動産投資信託

証券が第１２０６条第１項各号に適合する場

合は、この限りでない。 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

２ 上場不動産投資信託証券の銘柄が、次の各号

のいずれかに該当する場合には、その上場を廃

止する。この場合における当該各号の取扱いは

施行規則で定める。 

２ 上場不動産投資信託証券の銘柄が、次の各号

のいずれかに該当する場合には、その上場を廃

止する。この場合における当該各号の取扱いは

施行規則で定める。 

（１）～（９） （略） （１）～（９） （略） 

（１０） 上場不動産投資信託証券に係る上場

契約を締結した者が上場契約に関する重大な

違反を行った場合として施行規則で定める場

合、第１２０４条第１項の規定により提出し

た宣誓書において宣誓した事項について重大

な違反を行った場合又は上場契約を締結すべ

き者が上場契約の当事者でなくなることとな

った場合。ただし、当該者（投資法人を除く。）

が、第１項第１号ｂただし書、同項第２号ａ

ただし書、同号ｂただし書又は同項第３号た

だし書のいずれかに該当する場合は、この限

りでない。 

（１０） 上場不動産投資信託証券に係る上場

契約を締結した者が上場契約に関する重大な

違反を行った場合として施行規則で定める場

合、第１２０４条第１項、同条第７項若しく

は第１２１３条第５項の規定により提出した

宣誓書において宣誓した事項について重大な

違反を行った場合又は上場契約を締結すべき

者が上場契約の当事者でなくなることとなっ

た場合。ただし、当該者（投資法人を除く。）

が、第１項第１号ｂただし書、同項第２号ａ

ただし書、同号ｂただし書又は同項第３号た

だし書のいずれかに該当する場合は、この限

りでない。 

（１１）～（１７） （略） （１１）～（１７） （略） 

（１８） 上場不動産投資信託証券の発行者等

が反社会的勢力の関与を受けているものとし

て施行規則で定める関係を有している事実が

判明した場合において、その実態が当取引所

の市場に対する投資主又は受益者及び投資者

の信頼を著しく毀損したと当取引所が認める

とき 

（１８） 上場不動産投資信託証券の発行者等

が反社会的勢力の関与を受けているものとし

て施行規則で定める関係を有している事実が

判明した場合において、その実態が当取引所

の市場に対する株主及び投資者の信頼を著し

く毀損したと当取引所が認めるとき 

（１９） （略） （１９） （略） 
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３ （略） ３ （略） 

  

（新規上場申請に係る提出書類） （適時開示に係る宣誓書等） 

第１３０３条 当取引所は、東証グループが第２

０４条第１１項第２号の規定により当取引所に

提出した書類の写しを、提出後遅滞なく金融庁

長官に提出するものとする。 

第１３０３条 当取引所は、東証グループが第２

０４条第１１項の規定により当取引所に提出し

た書類の写しを、提出後遅滞なく金融庁長官に

提出するものとする。 

  

（上場管理等） （上場管理等） 

第１３０４条 当取引所は、東証グループが第４

０２条から第４０５条まで、第４０８条から第

４１１条の２まで、第４１５条及び第４１６条

（第８０６条第８項において準用する場合を含

む。）及び第８０６条の規定による会社情報の

開示を行った場合には、遅滞なく金融庁長官に

その内容を報告するものとする。 

第１３０４条 当取引所は、東証グループが次の

各号に掲げる行為を行った場合には、遅滞なく

金融庁長官にその内容を報告するものとする。 

（削る） （１） 第４０２条から第４０５条まで、第４

０８条から第４１１条の２まで、第４１５条

及び第４１６条（第８０６条第８項において

準用する場合を含む。）及び第８０６条の規

定による会社情報の開示 

（削る） （２） 第４１８条の規定による当取引所への

書類の提出 

２ （略） ２ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、平成２２年６月３０日から

施行する。 

２ 改正前の第２０４条第１１項、第２１１条第

１１項、第４１８条、第９０３条第２項、第９

０８条、第９２８条第２項、第９３１条、第１

１０３条第２項、第１１０７条第４項、第１２

０４条第７項、第１２１３条第５項又は第１２

１８条に基づき当取引所所定の「適時開示に係

る宣誓書」を提出した者は、当該宣誓書に署名

 



16 

を行った代表者の異動について決議又は決定を

行った場合は、当取引所所定の「取引所規則の

遵守に関する確認書」を異動後直ちに提出する

ものとする。 

３ 改正後の第４１６条第２項の規定は、この改

正規定施行の日（以下「施行日」という。）以

後最初に終了する事業年度若しくは四半期累計

期間又は連結会計年度若しくは四半期連結累計

期間に係る決算の内容が定まった場合の開示か

ら適用する。 

４ 四半期累計期間又は四半期連結累計期間に係

る決算の内容が定まった場合の開示について

は、改正後の第４０４条及び第８０６条の規定

は、施行日以後最初に終了する四半期累計期間

又は四半期連結累計期間に係る決算の内容が定

まった場合の開示から適用する。 

５ 事業年度又は連結会計年度に係る決算の内容

が定まった場合の開示については、改正後の第

４０４条及び第８０６条の規定は、平成２３年

３月１日以後最初に終了する事業年度又は連結

会計年度に係る決算の内容が定まった場合の開

示から適用する。 
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 

（定義） （定義） 

第２条 この施行規則において「ＩＦＲＳ任意適用会

社」、「１単位」、「親会社」、「親会社等」、「外

国」、「外国会社」、「外国株券」、「外国株券等」、

「外国株券等実質株主」、「外国株信託受益証券」、

「外国株預託証券」、「外国株預託証券等」、「外

国金融商品取引所等」、「外国持株会社」、「開示

府令」、「会社」、「株券等」、「株式事務代行機

関」、「関係会社」、「監査証明」、「監査証明に

相当する証明」、「監査証明府令」、「幹事取引参

加者」、「関連会社」、「企業グループ」、「企業

集団」、「議決権付株式」、「基準日等」、「協同

組織金融機関」、「金融商品取引業者」、「交換社

債券」、「公認会計士」、「公認会計士等」、「公

募」、「子会社」、「子会社連動配当株」、「債券」、

「財務諸表等」、「財務書類」、「自己株式」、「指

定振替機関」、「支配株主」、「四半期財務諸表等」、

「上場外国会社」、「上場外国株券」、「上場外国

株券等」、「上場外国株信託受益証券」、「上場外

国株預託証券等」、「上場会社」、「上場株券等」、

「上場議決権付株式」、「上場交換社債券」、「上

場債券」、「上場市場変更申請者」、「上場転換社

債型新株予約権付社債券」、「上場内国会社」、「上

場内国株券」、「上場内国株券等」、「上場無議決

権株式」、「上場有価証券」、「上場優先株等」、

「上場優先出資証券」、「新株予約権証券」、「新

規上場」、「新規上場申請者」、「人的分割」、「数

量制限付分売」、「施行令」、「第三者割当」、「立

会外分売」、「単元株式数」、「中間財務諸表等」、

「重複上場」、「直前事業年度の末日等」、「テク

ニカル上場規定」、「転換」、「転換社債型新株予

約権付社債券」、「特定事業会社」、「内閣総理大

臣等」、「内国会社」、「内国株券」、「内国株券

第２条 この施行規則において「１単位」、「親会社」、

「親会社等」、「外国」、「外国会社」、「外国株

券」、「外国株券等」、「外国株券等実質株主」、

「外国株信託受益証券」、「外国株預託証券」、「外

国株預託証券等」、「外国金融商品取引所等」、「外

国持株会社」、「開示府令」、「会社」、「株券等」、

「株式事務代行機関」、「関係会社」、「監査証明」、

「監査証明に相当する証明」、「監査証明府令」、

「幹事取引参加者」、「関連会社」、「企業グルー

プ」、「企業集団」、「議決権付株式」、「基準日

等」、「協同組織金融機関」、「金融商品取引業者」、

「交換社債券」、「公認会計士」、「公認会計士等」、

「公募」、「子会社」、「子会社連動配当株」、「債

券」、「財務諸表等」、「財務書類」、「自己株式」、

「指定振替機関」、「支配株主」、「四半期財務諸

表等」、「上場外国会社」、「上場外国株券」、「上

場外国株券等」、「上場外国株信託受益証券」、「上

場外国株預託証券等」、「上場会社」、「上場株券

等」、「上場議決権付株式」、「上場交換社債券」、

「上場債券」、「上場市場変更申請者」、「上場転

換社債型新株予約権付社債券」、「上場内国会社」、

「上場内国株券」、「上場内国株券等」、「上場無

議決権株式」、「上場有価証券」、「上場優先株等」、

「上場優先出資証券」、「新株予約権証券」、「新

規上場」、「新規上場申請者」、「人的分割」、「数

量制限付分売」、「施行令」、「第三者割当」、「立

会外分売」、「単元株式数」、「中間財務諸表等」、

「重複上場」、「直前事業年度の末日等」、「テク

ニカル上場規定」、「転換」、「転換社債型新株予

約権付社債券」、「特定事業会社」、「内閣総理大

臣等」、「内国会社」、「内国株券」、「内国株券

等」、「買収防衛策」、「発行者」、「非参加型優
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等」、「買収防衛策」、「発行者」、「非参加型優

先株」、「振替法」、「法」、「募集株式」、「募

集株式等」、「本国」、「本国等」、「無議決権株

式」、「有価証券」、「有価証券報告書等」、「優

先株等」、「優先出資」、「優先出資証券」、「優

先出資法」、「預託機関等」、「預託契約等」及び

「流通株式」とは、それぞれ規程第２条に規定する

ＩＦＲＳ任意適用会社、１単位、親会社、親会社等、

外国、外国会社、外国株券、外国株券等、外国株券

等実質株主、外国株信託受益証券、外国株預託証券、

外国株預託証券等、外国金融商品取引所等、外国持

株会社、開示府令、会社、株券等、株式事務代行機

関、関係会社、監査証明、監査証明に相当する証明、

監査証明府令、幹事取引参加者、関連会社、企業グ

ループ、企業集団、議決権付株式、基準日等、協同

組織金融機関、金融商品取引業者、交換社債券、公

認会計士、公認会計士等、公募、子会社、子会社連

動配当株、債券、財務諸表等、財務書類、自己株式、

指定振替機関、支配株主、四半期財務諸表等、上場

外国会社、上場外国株券、上場外国株券等、上場外

国株信託受益証券、上場外国株預託証券等、上場会

社、上場株券等、上場議決権付株式、上場交換社債

券、上場債券、上場市場変更申請者、上場転換社債

型新株予約権付社債券、上場内国会社、上場内国株

券、上場内国株券等、上場無議決権株式、上場有価

証券、上場優先株等、上場優先出資証券、新株予約

権証券、新規上場、新規上場申請者、人的分割、数

量制限付分売、施行令、第三者割当、立会外分売、

単元株式数、中間財務諸表等、重複上場、直前事業

年度の末日等、テクニカル上場規定、転換、転換社

債型新株予約権付社債券、特定事業会社、内閣総理

大臣等、内国会社、内国株券、内国株券等、買収防

衛策、発行者、非参加型優先株、振替法、法、募集

株式、募集株式等、本国、本国等、無議決権株式、

有価証券、有価証券報告書等、優先株等、優先出資、

優先出資証券、優先出資法、預託機関等、預託契約

先株」、「振替法」、「法」、「募集株式」、「募

集株式等」、「本国」、「本国等」、「無議決権株

式」、「有価証券」、「有価証券報告書等」、「優

先株等」、「優先出資」、「優先出資証券」、「優

先出資法」、「預託機関等」、「預託契約等」及び

「流通株式」とは、それぞれ規程第２条に規定する

１単位、親会社、親会社等、外国、外国会社、外国

株券、外国株券等、外国株券等実質株主、外国株信

託受益証券、外国株預託証券、外国株預託証券等、

外国金融商品取引所等、外国持株会社、開示府令、

会社、株券等、株式事務代行機関、関係会社、監査

証明、監査証明に相当する証明、監査証明府令、幹

事取引参加者、関連会社、企業グループ、企業集団、

議決権付株式、基準日等、協同組織金融機関、金融

商品取引業者、交換社債券、公認会計士、公認会計

士等、公募、子会社、子会社連動配当株、債券、財

務諸表等、財務書類、自己株式、指定振替機関、支

配株主、四半期財務諸表等、上場外国会社、上場外

国株券、上場外国株券等、上場外国株信託受益証券、

上場外国株預託証券等、上場会社、上場株券等、上

場議決権付株式、上場交換社債券、上場債券、上場

市場変更申請者、上場転換社債型新株予約権付社債

券、上場内国会社、上場内国株券、上場内国株券等、

上場無議決権株式、上場有価証券、上場優先株等、

上場優先出資証券、新株予約権証券、新規上場、新

規上場申請者、人的分割、数量制限付分売、施行令、

第三者割当、立会外分売、単元株式数、中間財務諸

表等、重複上場、直前事業年度の末日等、テクニカ

ル上場規定、転換、転換社債型新株予約権付社債券、

特定事業会社、内閣総理大臣等、内国会社、内国株

券、内国株券等、買収防衛策、発行者、非参加型優

先株、振替法、法、募集株式、募集株式等、本国、

本国等、無議決権株式、有価証券、有価証券報告書

等、優先株等、優先出資、優先出資証券、優先出資

法、預託機関等、預託契約等及び流通株式をいう。 
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等及び流通株式をいう。 

２ この施行規則において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

 （１）～（２１）の２ （略） 

 （２１）の３ 取引規制府令 規程第４０２条第２  

号ｂに規定する取引規制府令をいう。 

 （２２）～（３５） （略） 

３ （略） 

２ この施行規則において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

 （１）～（２１）の２ （略） 

 （新設） 

 

（２２）～（３５） （略） 

３ （略） 

  

（有価証券新規上場申請書の添付書類） （有価証券新規上場申請書の添付書類） 

第２０４条 新規上場申請者が内国会社である場合の

規程第２０４条第２項に規定する施行規則で定める

書類は、次の各号に掲げる書類とする。 

第２０４条 新規上場申請者が内国会社である場合の

規程第２０４条第２項に規定する施行規則で定める

書類は、次の各号に掲げる書類とする。 

（１）～（７） （略） （１）～（７） （略） 

（削る） （８） 新規上場申請者が、上場後において、規程

第４４５条に規定する投資単位の水準への移行

及びその維持に努める旨を確約した書面 

（８） （略） （９） （略） 

（９） （略） （１０） （略） 

（１０） （略） （１１） （略） 

（１１） （略） （１２） （略） 

（１２） （略） （１３） （略） 

（１３） （略） （１４） （略） 

（１４） （略） （１５） （略） 

（１５） （略） （１６） （略） 

（１６） （略） （１７） （略） 

（１７） （略） （１８） （略） 

（１８） （略） （１９） （略） 

（１９） （略） （２０） （略） 

（２０） （略） （２１） （略） 

（２１） （略） （２２） （略） 

（２２） （略） （２３） （略） 

（２３） （略） （２４） （略） 

（２４） （略） （２５） （略） 

（２５） （略） （２６） （略） 

（２６） （略） （２７） （略） 
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（２７） （略） （２８） （略） 

（２８） （略） （２９） （略） 

（２９） 新規上場申請者の親会社等（親会社等が

複数ある場合には、新規上場申請者に与える影響

が最も大きいと認められる会社をいうものとし、

その影響が同等であると認められるときは、いず

れか一つの会社をいうものとする。）が発行する

株券等が国内の金融商品取引所に上場されてい

る場合（外国金融商品取引所等において上場又は

継続的に取引されており、かつ、当該親会社等の

本国等における企業内容の開示の状況が著しく

投資者保護に欠けると認められない場合を含

む。）以外の場合であって、かつ、当該親会社等

が継続開示会社である場合（当該親会社等の企業

内容が本国等において継続的に開示されており、

かつ、その状況が著しく投資者保護に欠けると認

められない場合を含む。）以外の場合は、当該親

会社等が有価証券報告書に準じて作成した当取

引所が適当と認める書類 

（３０） 新規上場申請者の親会社等（親会社等が

複数ある場合には、新規上場申請者に与える影響

が最も大きいと認められる会社をいうものとし、

その影響が同等であると認められるときは、いず

れか一つの会社をいうものとする。）が発行する

株券等が国内の金融商品取引所に上場されてい

る場合（外国金融商品取引所等において上場又は

継続的に取引されており、かつ、当該親会社等の

本国等における企業内容の開示の状況が著しく

投資者保護に欠けると認められない場合を含

む。）以外の場合であって、かつ、当該親会社等

が継続開示会社でない場合は、当該親会社等が有

価証券報告書に準じて作成した当取引所が適当

と認める書類 

（３０） （略） （３１） （略） 

（３１） （略） （３２） （略） 

２ 新規上場申請者が外国会社である場合の規程第２

０４条第２項に規定する施行規則で定める書類は、

次の各号に掲げる書類とする。 

（１）～（２）（略） 

（３） 新規上場申請者の商号又は名称、その属す

る企業集団及びその経理の状況その他事業の内

容に関する重要な事項その他の当取引所が定め

る事項を記載した「新規上場申請のための有価証

券報告書」 ２部 

この場合において、「新規上場申請のための有

価証券報告書」は、Ⅰの部及び当取引所が上場審

査のため適当と認める書類から成るものとし、次

のａからｅまでに定めるところによるものとす

る。 

ａ～ｃ （略） 

２ 新規上場申請者が外国会社である場合の規程第２

０４条第２項に規定する施行規則で定める書類は、

次の各号に掲げる書類とする。 

（１）～（２）（略） 

（３） 新規上場申請者の商号又は名称、その属す

る企業集団及びその経理の状況その他事業の内

容に関する重要な事項その他の当取引所が定め

る事項を記載した「新規上場申請のための有価証

券報告書」 ２部 

この場合において、「新規上場申請のための有

価証券報告書」は、Ⅰの部及び当取引所が上場審

査のため適当と認める書類から成るものとし、次

のａからｅまでに定めるところによるものとす

る。 

ａ～ｃ （略） 
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ｄ ａの規定により作成する「新規上場申請のた

めの有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載する財

務書類は、継続開示会社である外国会社を除き、

財務諸表等規則第１２９条に定める作成基準に

準じて作成するものとする。 

ｅ （略） 

（４）～（１１） （略） 

ｄ ａの規定により作成する「新規上場申請のた

めの有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載する財

務書類は、継続開示会社である外国会社を除き、

財務諸表等規則第１２７条に定める作成基準に

準じて作成するものとする。 

ｅ （略） 

（４）～（１１） （略）  

３ （略） ３ （略） 

  

（監査報告書等） 

第２０７条 （略） 

２ （略） 

（監査報告書等） 

第２０７条 （略） 

２ （略） 

３ 規程第２０４条第６項ただし書に規定する施行規

則で定める外国会社とは、次の各号に該当する外国

会社をいい、当該外国会社は、第２号に規定する証

明に係る監査報告書で訳文を付したものを提出する

ものとする。この場合において、当該監査報告書で

訳文を付したものについては、前項の規定を準用し

て、その写しを提出することができる。 

（１） 第１項第１号に掲げる財務書類が、第２０

４条第２項第３号ｄの規定に基づき財務諸表等規

則第１２９条に定める作成基準に準じて作成され

ていること。 

（２） （略） 

３ 規程第２０４条第６項ただし書に規定する施行規

則で定める外国会社とは、次の各号に該当する外国

会社をいい、当該外国会社は、第２号に規定する証

明に係る監査報告書で訳文を付したものを提出する

ものとする。この場合において、当該監査報告書で

訳文を付したものについては、前項の規定を準用し

て、その写しを提出することができる。 

（１） 第１項第１号に掲げる財務書類が、第２０

４条第２項第３号ｄの規定に基づき財務諸表等規

則第１２７条に定める作成基準に準じて作成され

ていること。 

（２） （略） 

  

（財務計算に関する書類） （財務計算に関する書類） 

第２０９条 規程第２０４条第８項に規定する施行規

則で定める財務計算に関する書類とは、次の各号に

掲げる書類をいい、当該各号に定める書面を添付す

るものとする。 

第２０９条 規程第２０４条第８項に規定する施行規

則で定める財務計算に関する書類とは、次の各号に

掲げる書類をいい、当該各号に定める書面を添付す

るものとする。 

（１） 第２０４条第１項第４号ｄに規定する書類、

「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの

部）」に記載される財務諸表等のうち第２０４条

第１項第４号ｅ（同条第２項第３号ｃにおいて準

用する場合を含む。）に規定する合併による解散

会社若しくは持株会社若しくは外国持株会社に

（１） 第２０４条第１項第４号ｄに規定する書類、

「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの

部）」に記載される財務諸表等のうち第２０４条

第１項第４号ｅ（同条第２項第３号ｃにおいて準

用する場合を含む。）に規定する合併による解散

会社若しくは持株会社若しくは外国持株会社に
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なった日の子会社のうち主体会社でないものに

係るもの又は第２０４条第１項第１３号若しく

は第１９号に規定する書類（第１９号に規定する

書類にあっては、合併主体会社の財務諸表等に限

る。） 

なった日の子会社のうち主体会社でないものに

係るもの又は第２０４条第１項第１４号若しく

は第２０号に規定する書類（第２０号に規定する

書類にあっては、合併主体会社の財務諸表等に限

る。） 

法第１９３条の２の規定に準じた監査に基づ

く監査報告書。ただし、当取引所が適当と認める

場合には、財務数値等に係る意見を記載した書面 

法第１９３条の２の規定に準じた監査に基づ

く監査報告書。ただし、当取引所が適当と認める

場合には、財務数値等に係る意見を記載した書面 

この場合において、当該意見は、別添２「被合

併会社等の財務諸表等に対する意見表明に係る

基準」その他の合理的と認められる手続によるも

のであることを要するものとする。 

この場合において、当該意見は、別添２「被合

併会社等の財務諸表等に対する意見表明に係る

基準」その他の合理的と認められる手続によるも

のであることを要するものとする。 

（２） 第２０４条第１項第１４号に規定する書類 （２） 第２０４条第１項第１５号に規定する書類 

一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠した監査に基づく監査報告書又は別添３「結合

財務情報に関する書類に対する意見表明に係る

基準」その他の合理的と認められる手続きに基づ

く結合財務情報に対する意見表明のための報告

書 

一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠した監査に基づく監査報告書又は別添３「結合

財務情報に関する書類に対する意見表明に係る

基準」その他の合理的と認められる手続きに基づ

く結合財務情報に対する意見表明のための報告

書 

（３） 第２０４条第１項第１５号及び第２０５条

第１号ａの（ｅ）に規定する書類 

（３） 第２０４条第１項第１６号及び第２０５条

第１号ａの（ｅ）に規定する書類 

一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠した監査に基づく監査報告書又は別添４「会社

分割により承継される事業に係る財務計算に関

する書類に対する意見表明に係る基準」その他の

合理的と認められる手続きに基づく部門財務情

報に対する意見表明のための報告書 

一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠した監査に基づく監査報告書又は別添４「会社

分割により承継される事業に係る財務計算に関

する書類に対する意見表明に係る基準」その他の

合理的と認められる手続きに基づく部門財務情

報に対する意見表明のための報告書 

（４） 第２０４条第１項第１６号及び第１８号に

規定する書類 

（４） 第２０４条第１項第１７号及び第１９号に

規定する書類 

法第１９３条の２の規定に準じた監査に基づ

く監査報告書 

法第１９３条の２の規定に準じた監査に基づ

く監査報告書 

（５） 第２０４条第１項第１７号又は第２０号ｂ

の（ａ）若しくは同号ｄの（ａ）に規定する書類 

（５） 第２０４条第１項第１８号又は第２１号ｂ

の（ａ）若しくは同号ｄの（ａ）に規定する書類 

一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠した監査に基づく監査報告書又は別添４「会社

分割により承継される事業に係る財務計算に関

一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠した監査に基づく監査報告書又は別添４「会社

分割により承継される事業に係る財務計算に関
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する書類に対する意見表明に係る基準」若しくは

別添５「譲受け又は譲渡の対象となる部門に係る

財務計算に関する書類に対する意見表明に係る

基準」その他の合理的と認められる手続に基づく

「部門財務情報に対する意見表明のための報告

書」 

する書類に対する意見表明に係る基準」若しくは

別添５「譲受け又は譲渡の対象となる部門に係る

財務計算に関する書類に対する意見表明に係る

基準」その他の合理的と認められる手続に基づく

「部門財務情報に対する意見表明のための報告

書」 

  

（新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧） （新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧） 

第２１０条 （略） 第２１０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 規程第２０４条第１０項に規定する新規上場申請

者がこの条の規定により提出した書類のうち施行規

則で定める書類とは、次の各号に掲げるものをいう

ものとする。 

３ 規程第２０４条第１０項に規定する新規上場申請

者がこの条の規定により提出した書類のうち施行規

則で定める書類とは、次の各号に掲げるものをいう

ものとする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 第２０４条第１項第１３号から第２０号ま

で及び同条第２項第７号に規定する書類（前条の

規定により添付される書類を含む。） 

（４） 第２０４条第１項第１４号から第２１号ま

で及び同条第２項第７号に規定する書類（前条の

規定により添付される書類を含む。） 

（５） 第２０４条第１項第２７号ｂ及び第２９号

に規定する書類 

（５） 第２０４条第１項第２８号ｂ及び第３０号

に規定する書類 

（６）～（８） （略） （６）～（８） （略） 

  

（上場承認時の提出書類） （上場承認時の提出書類） 

（削る） 第２１１条 規程第２０４条第１１項第１号に規定す

る「適時開示に係る宣誓書」は、内国会社にあって

は別記第１―８号様式に、外国会社にあっては別記

第１―９号様式にそれぞれよるものとする。 

第２１１条 規程第２０４条第１１項第２号に規定す

る書面には、新規上場申請者の代表者による署名を

要するものとする。 

２ 規程第２０４条第１１項第１号に規定する「適時

開示に係る宣誓書」及び同項第２号に規定する書面

には、新規上場申請者の代表者による署名を要する

ものとする。 

（削る） ３ 規程第２０４条第１１項第１号に規定する施行規

則で定める添付書類とは、新規上場申請者の会社情

報の適時開示に係る社内体制の状況を記載した書面

をいう。 

２ 規程第２０４条第１１項第２号に規定する施行規４ 規程第２０４条第１１項第２号に規定する施行規
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則で定める書類とは、第２０４条第１項第４号及び

同条第２項第３号に規定する「新規上場申請のため

の有価証券報告書」（Ⅰの部に限る。）並びに第２

０４条第１項第９号及び第２０６条第９号に規定す

る「新規上場申請のための四半期報告書」をいう。 

則で定める書類とは、第２０４条第１項第４号及び

同条第２項第３号に規定する「新規上場申請のため

の有価証券報告書」（Ⅰの部に限る。）並びに第２

０４条第１項第１０号及び第２０６条第９号に規定

する「新規上場申請のための四半期報告書」をいう。 

３ （略） ５ （略） 

４ （略） ６ （略） 

  

（内国会社の形式要件の取扱い） （内国会社の形式要件の取扱い） 

第２１２条 （略） 第２１２条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 規程第２０５条第５号の規定については、次の各

号のとおり取り扱うものとする。 

５ 規程第２０５条第５号の規定については、次の各

号のとおり取り扱うものとする。 

（１） 規程第２０５条第５号に規定する純資産の

額とは、連結貸借対照表に基づいて算定される純

資産の額（連結財務諸表規則の規定により作成さ

れた連結貸借対照表の純資産の部の合計額に、同

規則第４５条の２第１項に規定する準備金等を

加えて得た額から、当該純資産の部に掲記される

新株予約権及び少数株主持分を控除して得た額

をいう。以下この項において同じ。）をいう。た

だし、新規上場申請者がＩＦＲＳ任意適用会社で

ある場合は、連結貸借対照表に基づいて算定され

る純資産の額に相当する額をいうものとする。 

（１） 規程第２０５条第５号に規定する純資産の

額とは、連結貸借対照表に基づいて算定される純

資産の額（連結財務諸表規則の規定により作成さ

れた連結貸借対照表の純資産の部の合計額に、同

規則第４５条の２第１項に規定する準備金等を

加えて得た額から、当該純資産の部に掲記される

新株予約権及び少数株主持分を控除して得た額

をいう。以下この項において同じ。）をいう。た

だし、新規上場申請者が同規則第９３条の規定の

適用を受ける場合は、連結貸借対照表に基づいて

算定される純資産の額に相当する額をいうもの

とする。 

（２） （略） （２） （略） 

（３） 前２号の規定にかかわらず、新規上場申請

者が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合

の規程第２０５条第５号に規定する純資産の額

とは、貸借対照表に基づいて算定される純資産の

額をいうものとする。ただし、当該新規上場申請

者がＩＦＲＳ任意適用会社である場合は、貸借対

照表に基づいて算定される純資産の額に相当す

る額をいうものとする。 

（３） 前２号の規定にかかわらず、新規上場申請

者が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合

の規程第２０５条第５号に規定する純資産の額

とは、貸借対照表に基づいて算定される純資産の

額をいうものとする。 

（４）～（６） （略） （４）～（６） （略） 

（７） 規程第２０５条第５号において、新規上場 （７） 規程第２０５条第５号において、新規上場
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申請者が、会社分割等により他の会社の事業を承

継する又は譲り受ける会社（当該他の会社から承

継する又は譲り受ける事業が新規上場申請者の

事業の主体となる場合に限る。）であって、新規

上場申請日の直前事業年度の末日においてその

事業を承継していない又は譲り受けていない場

合には、第２０４条第１項第１５号又は第１７号

の規定により提出される書類に記載される当該

他の会社から承継する又は譲り受ける事業に係

る純資産の額に相当する額について審査対象と

するものとする。 

申請者が、会社分割等により他の会社の事業を承

継する又は譲り受ける会社（当該他の会社から承

継する又は譲り受ける事業が新規上場申請者の

事業の主体となる場合に限る。）であって、新規

上場申請日の直前事業年度の末日においてその

事業を承継していない又は譲り受けていない場

合には、第２０４条第１項第１６号又は第１８号

の規定により提出される書類に記載される当該

他の会社から承継する又は譲り受ける事業に係

る純資産の額に相当する額について審査対象と

するものとする。 

（８）～（１０） （略） （８）～（１０） （略） 

６ 規程第２０５条第６号の規定については、次の各

号のとおり取り扱うものとする。 

６ 規程第２０５条第６号の規定については、次の各

号のとおり取り扱うものとする。 

（１） 規程第２０５条第６号に規定する利益の額

とは、連結損益計算書に基づいて算定される利益

の額（連結財務諸表規則第６１条により記載され

る「経常利益金額」又は「経常損失金額」と同規

則第６４条により記載される「税金等調整前当期

純利益金額」又は「税金等調整前当期純損失金額」

（同規則第６７条により掲記される特別法上の

準備金等の繰入額又は取崩額及び債務免除益の

金額を除外した額）とのいずれか低い額に同規則

第６５条第３項により記載される金額を加減し

た金額をいう。以下同じ。）をいう。ただし、新

規上場申請者がＩＦＲＳ任意適用会社である場

合は、連結損益計算書に基づいて算定される利益

の額に相当する額をいうものとする。 

（１） 規程第２０５条第６号に規定する利益の額

とは、連結損益計算書に基づいて算定される利益

の額（連結財務諸表規則第６１条により記載され

る「経常利益金額」又は「経常損失金額」と同規

則第６４条により記載される「税金等調整前当期

純利益金額」又は「税金等調整前当期純損失金額」

（同規則第６７条により掲記される特別法上の

準備金等の繰入額又は取崩額及び債務免除益の

金額を除外した額）とのいずれか低い額に同規則

第６５条第１項第３号により記載される金額を

加減した金額をいう。以下同じ。）をいう。ただ

し、新規上場申請者が同規則第９３条の規定の適

用を受ける場合は、連結損益計算書に基づいて算

定される利益の額に相当する額（連結損益計算書

上の経常利益金額又は経常損失金額に相当する

額（営業利益相当額又は営業損失相当額に営業外

収益相当額及び営業外費用相当額を加減した額

から少数株主持分を控除した額）と税金等調整前

当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金

額に相当する額（経常利益金額又は経常損失金額

に相当する額に特別損益項目に相当する項目に

計上された額を加減した額）とのいずれか低い額
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をいう。）をいうものとする。 

（２） 前号の規定にかかわらず、審査対象期間に

おいて新規上場申請者が連結財務諸表を作成す

べき会社でない期間がある場合は、当該期間に係

る規程第２０５条第６号に規定する利益の額と

は、損益計算書に基づいて算定される利益の額

（財務諸表等規則第９５条により表示される「経

常利益金額」又は「経常損失金額」と同規則第９

５条の４により表示される「税引前当期純利益金

額」又は「税引前当期純損失金額」（同規則第９

８条の２により掲記される特別法上の準備金等

の繰入額又は取崩額及び債務免除益の金額を除

外した額）のいずれか低い額をいう。以下同じ。）

をいう。ただし、当該新規上場申請者がＩＦＲＳ

任意適用会社である場合は、損益計算書に基づい

て算定される利益の額に相当する額をいうもの

とする。 

（２） 前号の規定にかかわらず、審査対象期間に

おいて新規上場申請者が連結財務諸表を作成す

べき会社でない期間がある場合は、当該期間に係

る規程第２０５条第６号に規定する利益の額と

は、損益計算書に基づいて算定される利益の額

（財務諸表等規則第９５条により表示される「経

常利益金額」又は「経常損失金額」と同規則第９

５条の４により表示される「税引前当期純利益金

額」又は「税引前当期純損失金額」（同規則第９

８条の２により掲記される特別法上の準備金等

の繰入額又は取崩額及び債務免除益の金額を除

外した額）のいずれか低い額をいう。以下同じ。）

をいう。  

（３）～（１０） （略） （３）～（１０） （略） 

（１１） 規程第２０５条第６号において、新規上

場申請者（新規上場申請者が第９号の規定の適用

を受ける場合にあっては、合併主体会社）が、会

社分割等により他の会社の事業を承継する又は

譲り受ける会社（当該他の会社から承継する又は

譲り受ける事業が新規上場申請者の事業の主体

となる場合に限る。）であって、審査対象期間に

その事業の承継又は譲受け前の期間が含まれる

場合には、その承継又は譲受け前の期間について

は、第２０４条第１項第１５号又は第１７号の規

定により提出される書類に記載される当該他の

会社から承継する又は譲り受ける事業に係る利

益の額に相当する額及び当該事業に係る売上高

について審査対象とするものとする。ただし、新

規上場申請者が規程第２０５条第６号ｂの規定

の適用を受ける場合の最近３年間のうち最初の

１年間（事業の承継又は譲受け前の期間に限る。）

については、直接に賦課できない費用の当該事業

（１１） 規程第２０５条第６号において、新規上

場申請者（新規上場申請者が第９号の規定の適用

を受ける場合にあっては、合併主体会社）が、会

社分割等により他の会社の事業を承継する又は

譲り受ける会社（当該他の会社から承継する又は

譲り受ける事業が新規上場申請者の事業の主体

となる場合に限る。）であって、審査対象期間に

その事業の承継又は譲受け前の期間が含まれる

場合には、その承継又は譲受け前の期間について

は、第２０４条第１項第１６号又は第１８号の規

定により提出される書類に記載される当該他の

会社から承継する又は譲り受ける事業に係る利

益の額に相当する額及び当該事業に係る売上高

について審査対象とするものとする。ただし、新

規上場申請者が規程第２０５条第６号ｂの規定

の適用を受ける場合の最近３年間のうち最初の

１年間（事業の承継又は譲受け前の期間に限る。）

については、直接に賦課できない費用の当該事業
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部門及びそれ以外の事業部門への配賦を事業部

門ごとの売上高、従業員構成の割合等に応じて按

分して行うなど、合理的な方法により算定された

承継される又は譲渡される事業に係る損益計算

書に相当するものに基づいて算定される利益の

額に相当する額及び当該事業に係る損益計算書

に相当するものに掲記される売上高について審

査対象とする。 

部門及びそれ以外の事業部門への配賦を事業部

門ごとの売上高、従業員構成の割合等に応じて按

分して行うなど、合理的な方法により算定された

承継される又は譲渡される事業に係る損益計算

書に相当するものに基づいて算定される利益の

額に相当する額及び当該事業に係る損益計算書

に相当するものに掲記される売上高について審

査対象とする。 

（１２）～（１５） （略） （１２）～（１５） （略） 

７・８ （略） ７・８ （略） 

９ 規程第２０５条第９号に規定する施行規則で定め

る場合とは、新規上場申請者が、規程第２０４条第

２項の規定に従い第２０４条第１項第８号に定める

書面を当取引所に提出し、かつ、当取引所がやむを

得ないと認める場合をいう。 

９ 規程第２０５条第９号に規定する施行規則で定め

る場合とは、新規上場申請者が、規程第２０４条第

２項の規定に従い第２０４条第１項第９号に定める

書面を当取引所に提出し、かつ、当取引所がやむを

得ないと認める場合をいう。 

１０・１１ （略） １０・１１ （略） 

  

（有価証券新規上場申請書の添付書類） （有価証券新規上場申請書の添付書類） 

第２１９条 新規上場申請者が内国会社である場合の

規程第２１１条第２項に規定する施行規則で定める

書類は、次の各号に掲げる書類とする。 

第２１９条 新規上場申請者が内国会社である場合の

規程第２１１条第２項に規定する施行規則で定める

書類は、次の各号に掲げる書類とする。 

（１） 第２０４条第１項第１号から第３号まで、

第５号、第６号、第８号、第１０号から第１２号

まで、第１５号、第２１号から第２４号まで、第

２６号から第３１号までに掲げる書類 

（１） 第２０４条第１項第１号から第３号まで、

第５号、第６号、第８号、第９号、第１１号から

第１３号まで、第１６号、第２２号から第２５号

まで、第２７号から第３２号までに掲げる書類 

（２）～（７） （略） （２）～（７） （略） 

２ 新規上場申請者が外国会社である場合の規程第２

１１条第２項に規定する施行規則で定める書類は、

次の各号に掲げる書類とする。 

２ 新規上場申請者が外国会社である場合の規程第２

１１条第２項に規定する施行規則で定める書類は、

次の各号に掲げる書類とする。 

（１） 第２０４条第１項第３号、第６号、第１２

号、第２２号及び第２９号に掲げる書類。ただし、

重複上場の場合には同項第２２号に掲げる書類

の添付を要しない。 

（１） 第２０４条第１項第３号、第６号、第１３

号、第２３号及び第３０号に掲げる書類。ただし、

重複上場の場合には同項第２３号に掲げる書類

の添付を要しない。 

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略） 

  

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申請書 （テクニカル上場の場合の有価証券新規上場申請書
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の添付書類） の添付書類） 

第２２０条 規程第２１１条第３項に規定する施行規

則で定める書類とは、次の各号に掲げる新規上場申

請者の区分に従い、当該各号に掲げる書類をいう。 

第２２０条 規程第２１１条第３項に規定する施行規

則で定める書類とは、次の各号に掲げる新規上場申

請者の区分に従い、当該各号に掲げる書類をいう。 

（１） 規程第２１５条第１号、第３号又は第５号

に該当する新規上場申請者 

（１） 規程第２１５条第１号、第３号又は第５号

に該当する新規上場申請者 

ａ 内国会社 ａ 内国会社 

（ａ） 第２０４条第１項第１号から第３号ま

で、第５号、第６号、第８号、第１０号、第

２３号、第２４号、第３０号及び第３１号に

掲げる書類 

（ａ） 第２０４条第１項第１号から第３号ま

で、第５号、第６号、第９号、第１１号、第

２４号、第２５号、第３１号及び第３２号に

掲げる書類 

（ｂ）～（ｆ） （略） （ｂ）～（ｆ） （略） 

ｂ （略） ｂ （略） 

（２） （略） （２） （略） 

  

（監査報告書等） 

第２２２条 （略） 

２ （略） 

３ 規程第２１１条第６項ただし書に規定する施行規

則で定める外国会社とは、次の各号に該当する外国

会社をいうものとし、当該外国会社は、第２号に規

定する証明に係る監査報告書で訳文を付したものを

提出するものとする。この場合において、当該監査

報告書で訳文を付したものについては、前項の規定

を準用して、その写しを提出することができる。 

（１） 第１項第１号に掲げる財務書類が、第２０

４条第２項第３号ｄの規定に基づき財務諸表等規

則第１２９条第１項又は第２項に定める作成基準

に準じて作成されていること。 

（２） （略） 

（監査報告書等） 

第２２２条 （略） 

２ （略） 

３ 規程第２１１条第６項ただし書に規定する施行規

則で定める外国会社とは、次の各号に該当する外国

会社をいうものとし、当該外国会社は、第２号に規

定する証明に係る監査報告書で訳文を付したものを

提出するものとする。この場合において、当該監査

報告書で訳文を付したものについては、前項の規定

を準用して、その写しを提出することができる。 

（１） 第１項第１号に掲げる財務書類が、第２０

４条第２項第３号ｄの規定に基づき財務諸表等規

則第１２７条第１項又は第２項に定める作成基準

に準じて作成されていること。 

（２） （略） 

  

（財務計算に関する書類） （財務計算に関する書類） 

第２２４条 規程第２１１条第８項に規定する施行規

則で定める財務計算に関する書類とは、第２０４条

第１項第１５号及び第２２０条第１号ａの（ｅ）に

規定する書類をいい、一般に公正妥当と認められる

第２２４条 規程第２１１条第８項に規定する施行規

則で定める財務計算に関する書類とは、第２０４条

第１項第１６号及び第２２０条第１号ａの（ｅ）に

規定する書類をいい、一般に公正妥当と認められる



 

29 

監査の基準に準拠した監査に基づく監査報告書又は

別添４「会社分割により承継される事業に係る財務

計算に関する書類に対する意見表明に係る基準」そ

の他の合理的と認められる手続きに基づく「部門財

務情報に対する意見表明のための報告書」を添付す

るものとする。 

監査の基準に準拠した監査に基づく監査報告書又は

別添４「会社分割により承継される事業に係る財務

計算に関する書類に対する意見表明に係る基準」そ

の他の合理的と認められる手続きに基づく「部門財

務情報に対する意見表明のための報告書」を添付す

るものとする。 

  

（新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧） （新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧） 

第２２５条 （略） 第２２５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 規程第２１１条第１０項に規定する新規上場申請

者がこの条の規定により提出した書類のうち施行規

則で定める書類とは、次の各号に掲げるものをいう

ものとする。 

３ 規程第２１１条第１０項に規定する新規上場申請

者がこの条の規定により提出した書類のうち施行規

則で定める書類とは、次の各号に掲げるものをいう

ものとする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 第２０４条第１項第１５号に規定する書類

（前条の規定により添付される書類を含む。） 

（４） 第２０４条第１項第１６号に規定する書類

（前条の規定により添付される書類を含む。） 

（５） 第２０４条第１項第２７号ｂ及び第２９号

に規定する書類 

（５） 第２０４条第１項第２８号ｂ及び第３０号

に規定する書類 

（６）～（８） （略） （６）～（８） （略） 

  

（上場承認時の提出書類） （上場承認時の提出書類） 

（削る） 第２２６条 規程第２１１条第１１項第１号に規定す

る「適時開示に係る宣誓書」は、内国会社にあって

は別記第１―８号様式に、外国会社にあっては別記

第１―９号様式にそれぞれよるものとする。 

第２２６条 規程第２１１条第１１項第２号に規定す

る書面には、新規上場申請者の代表者による署名を

要するものとする。 

２ 規程第２１１条第１１項第１号に規定する「適時

開示に係る宣誓書」及び同項第２号に規定する書面

には、新規上場申請者の代表者による署名を要する

ものとする。 

（削る） ３ 規程第２１１条第１１項第１号に規定する施行規

則で定める添付書類とは、新規上場申請者の会社情

報の適時開示に係る社内体制の状況を記載した書面

をいう。 

２ （略） ４ （略） 

３ （略） ５ （略） 
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４ （略） ６ （略） 

  

（新株予約権証券の上場基準） 

第３０６条 規程第３０４条第１項に規定する施行規

則で定める基準とは、次の各号に定める基準（当該

新株予約権証券が外国会社が発行するものである場

合には、当該基準に準ずる基準）のいずれにも適合

していることとし、その上場期間は、当該新株予約

権の行使期間満了の日前の日であって、当取引所が

定める日までとする。 

（１） （略） 

（２） 行使期間満了の日が割当てに係る基準日等

後２か月以内に到来するものであること。 

（３）～（５） （略） 

２ （略） 

（新株予約権証券の上場基準） 

第３０６条 規程第３０４条第１項に規定する施行規

則で定める基準とは、次の各号に定める基準（当該

新株予約権証券が外国会社が発行するものである場

合には、当該基準に準ずる基準）のいずれにも適合

していることとし、その上場期間は、当該新株予約

権の行使期間満了の日前の日であって、当取引所が

定める日までとする。 

（１） （略） 

（２） 行使期間満了の日が割当てに係る基準日後

２か月以内に到来するものであること。 

（３）～（５） （略） 

２ （略） 

  

（一部指定の申請に係る提出書類） （一部指定の申請に係る提出書類） 

第３０９条 （略） 第３０９条 （略） 

２ 規程第３０７条第３項に規定する施行規則で定め

る書類とは、次の各号に掲げる上場会社の区分に従

い、当該各号に定める書類をいう。 

２ 規程第３０７条第３項に規定する施行規則で定め

る書類とは、次の各号に掲げる上場会社の区分に従

い、当該各号に定める書類をいう。 

（１） 内国会社 （１） 内国会社 

次のａからｈまでに掲げる書類 次のａからｈまでに掲げる書類 

ａ～ｅ （略） ａ～ｅ （略） 

ｆ 第２０４条第１項第１０号及び第１２号に

規定する書類 

ｆ 第２０４条第１項第１１号及び第１３号に

規定する書類 

ｇ・ｈ （略） ｇ・ｈ （略） 

（２） 外国会社 （２） 外国会社 

次のａ及びｂに掲げる書類 次のａ及びｂに掲げる書類 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 前号ａ、ｂ及びｆからｈまでに掲げる書類

（同号ｆ中第２０４条第１項第１０号に規定

する書類を除く。） 

ｂ 前号ａ、ｂ及びｆからｈまでに掲げる書類

（同号ｆ中第２０４条第１項第１１号に規定

する書類を除く。） 

  

（指定替えの要件及び時期） （指定替えの要件及び時期） 

第３１１条 （略） 第３１１条 （略） 
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２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 規程第３１１条第１項第５号に規定する債務超過

の取扱い及び市場第一部銘柄が同号に該当する場合

の指定替えの時期は次の各号に定めるところによ

る。 

５ 規程第３１１条第１項第５号に規定する債務超過

の取扱い及び市場第一部銘柄が同号に該当する場合

の指定替えの時期は次の各号に定めるところによ

る。 

（１） 債務超過の取扱い （１） 債務超過の取扱い 

ａ 規程第３１１条第１項第５号に規定する債

務超過の状態とは、第２１２条第５項第１号に

規定する連結貸借対照表に基づいて算定され

る純資産の額（上場会社が連結財務諸表を作成

すべき会社でない場合は同項第２号に規定す

る貸借対照表に基づいて算定される純資産の

額）が負である場合をいう。ただし、上場会社

がＩＦＲＳ任意適用会社である場合は、当該連

結貸借対照表に基づいて算定される純資産の

額（上場会社が連結財務諸表を作成すべき会社

でない場合は当該貸借対照表に基づいて算定

される純資産の額）に相当する額（会計基準の

差異による影響額（当取引所が必要と認めるも

のに限る。）を除外した額をいう。）が負であ

る場合をいう。 

ａ 規程第３１１条第１項第５号に規定する債

務超過の状態とは、第２１２条第５項第１号に

規定する連結貸借対照表に基づいて算定され

る純資産の額（上場会社が連結財務諸表を作成

すべき会社でない場合は同項第２号に規定す

る貸借対照表に基づいて算定される純資産の

額とし、連結財務諸表規則第９３条の規定の適

用を受ける会社にあってはこれに相当する額

とする。）が負である場合をいう。 

  ｂ～ｄ （略） ｂ～ｄ （略） 

（２） （略） （２） （略） 

  

（上場市場の変更申請の取扱い） （上場市場の変更申請の取扱い） 

第３１３条 （略） 第３１３条 （略） 

２ 規程第３１２条第４項に規定する施行規則で定め

る書類とは、次の各号に掲げる上場会社の区分に従

い、当該各号に定める書類をいう。 

２ 規程第３１２条第４項に規定する施行規則で定め

る書類とは、次の各号に掲げる上場会社の区分に従

い、当該各号に定める書類をいう。 

（１） 内国会社 （１） 内国会社 

次のａ及びｂに掲げる書類 次のａ及びｂに掲げる書類 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 第２０４条第１項第１号、第６号、第７号、

第１０号、第１２号から第１９号まで、第２２

号、第２８号及び第２９号に掲げる書類に準ず

る書類 

ｂ 第２０４条第１項第１号、第６号から第８号

まで、第１１号、第１３号から第２０号まで、

第２３号、第２９号及び第３０号に掲げる書類

に準ずる書類 
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（２） 外国会社 （２） 外国会社 

次のａ及びｂに掲げる書類 次のａ及びｂに掲げる書類 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 第２０４条第１項第１号、第６号、第７号、

第１２号、第２２号及び第２９号並びに同条第

２項第４号から第８号までに掲げる書類に準

ずる書類 

ｂ 第２０４条第１項第１号、第６号、第７号、

第１３号、第２３号及び第３０号並びに同条第

２項第４号から第８号までに掲げる書類に準

ずる書類 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

（決定事実に係る軽微基準） （決定事実に係る軽微基準） 

第４０１条 規程第４０２条に規定する施行規則で定

める基準のうち同条第１号に掲げる事項に係るもの

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定め

ることとする。ただし、ＩＦＲＳ任意適用会社につ

いては、連結経常利益に係る基準は適用しない。 

第４０１条 規程第４０２条に規定する施行規則で定

める基準のうち同条第１号に掲げる事項に係るもの

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定め

ることとする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 規程第４０２条第１号ｍに掲げる事項 （２） 規程第４０２条第１号ｍに掲げる事項 

ａ 事業の一部を譲渡する場合 ａ 事業の一部を譲渡する場合 

次の（ａ）から（ｅ）までに掲げるもののい

ずれにも該当すること。 

次の（ａ）から（ｄ）までに掲げるもののい

ずれにも該当すること。 

（ａ） 直前連結会計年度の末日における当該

事業の譲渡に係る資産の帳簿価額が同日に

おける連結純資産額（連結財務諸表における

純資産額をいう。以下第４０４条までにおい

て同じ。）の１００分の３０に相当する額未

満であること。 

（ａ） 直前事業年度の末日における当該事業

の譲渡に係る資産の帳簿価額が同日におけ

る純資産額（資産の総額から負債の総額を控

除して得た額（控除してなお控除しきれない

金額がある場合には、当該控除しきれない金

額はないものとする。）をいう。以下第４０

３条までにおいて同じ。）の１００分の３０

に相当する額未満であること。 

（ｂ） 当該事業の譲渡の予定日の属する連結

会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計

年度においていずれも当該事業の譲渡によ

る連結会社（上場会社を連結財務諸表提出会

社とする連結会社をいう。以下第４０４条ま

でにおいて同じ。）の売上高の減少額が直前

連結会計年度の売上高の１００分の１０に

相当する額未満であると見込まれること。 

（ｂ） 当該事業の譲渡の予定日の属する事業

年度及び翌事業年度の各事業年度において

いずれも当該事業の譲渡による売上高の減

少額が直前事業年度の売上高の１００分の

１０に相当する額未満であると見込まれる

こと。 
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（ｃ） 当該事業の譲渡の予定日の属する連結

会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計

年度においていずれも当該事業の譲渡によ

る連結経常利益の増加額又は減少額が直前

連結会計年度の連結経常利益金額の１００

分の３０に相当する額未満であると見込ま

れること。 

（ｃ） 当該事業の譲渡の予定日の属する事業

年度及び翌事業年度の各事業年度において

いずれも当該事業の譲渡による経常利益の

増加額又は減少額が直前事業年度の経常利

益金額の１００分の３０に相当する額未満

であると見込まれること。 

（ｄ） 当該事業の譲渡の予定日の属する連結

会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計

年度においていずれも当該事業の譲渡によ

る連結当期純利益（ＩＦＲＳ任意適用会社で

ある場合は、親会社の所有者に帰属する当期

利益。以下第４０４条までにおいて同じ。）

の増加額又は減少額が直前連結会計年度の

連結当期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれること。 

（ｄ） 当該事業の譲渡の予定日の属する事業

年度及び翌事業年度の各事業年度において

いずれも当該事業の譲渡による当期純利益

の増加額又は減少額が直前事業年度の当期

純利益金額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。 

（ｅ） 取引規制府令第４９条第８号イに掲げ

る事項 

（新設） 

ｂ 事業の全部又は一部を譲り受ける場合 ｂ 事業の全部又は一部を譲り受ける場合 

次の（ａ）から（ｅ）までに掲げるもののい

ずれにも該当すること。 

次の（ａ）から（ｄ）までに掲げるもののい

ずれにも該当すること。 

（ａ） 当該事業の譲受けによる資産の増加額

が直前連結会計年度の末日における連結純

資産額の１００分の３０に相当する額未満

であると見込まれること。 

（ａ） 当該事業の譲受けによる資産の増加額

が直前事業年度の末日における純資産額の

１００分の３０に相当する額未満であると

見込まれること。 

（ｂ） 当該事業の譲受けの予定日の属する連

結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会

計年度においていずれも当該事業の譲受け

による連結会社の売上高の増加額が直前連

結会計年度の売上高の１００分の１０に相

当する額未満であると見込まれること。 

（ｂ） 当該事業の譲受けの予定日の属する事

業年度及び翌事業年度の各事業年度におい

ていずれも当該事業の譲受けによる売上高

の増加額が直前事業年度の売上高の１００

分の１０に相当する額未満であると見込ま

れること。 

（ｃ） 当該事業の譲受けの予定日の属する連

結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会

計年度においていずれも当該事業の譲受け

による連結経常利益の増加額又は減少額が

直前連結会計年度の連結経常利益金額の１

（ｃ） 当該事業の譲受けの予定日の属する事

業年度及び翌事業年度の各事業年度におい

ていずれも当該事業の譲受けによる経常利

益の増加額又は減少額が直前事業年度の経

常利益金額の１００分の３０に相当する額



 

34 

００分の３０に相当する額未満であると見

込まれること。 

未満であると見込まれること。 

（ｄ） 当該事業の譲受けの予定日の属する連

結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会

計年度においていずれも当該事業の譲受け

による連結当期純利益の増加額又は減少額

が直前連結会計年度の連結当期純利益金額

の１００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。 

（ｄ） 当該事業の譲受けの予定日の属する事

業年度及び翌事業年度の各事業年度におい

ていずれも当該事業の譲受けによる当期純

利益の増加額又は減少額が直前事業年度の

当期純利益金額の１００分の３０に相当す

る額未満であると見込まれること。 

（ｅ） 取引規制府令第４９条第８号ロ又はハ

に掲げる事項 

（新設） 

（３） 規程第４０２条第１号ｏに掲げる事項 （３） 規程第４０２条第１号ｏに掲げる事項 

次のａ及びｂに掲げるもののいずれにも該当

すること。 

ａ 新製品の販売又は新技術を利用する事業の

開始予定日の属する連結会計年度開始の日か

ら３年以内に開始する各連結会計年度におい

ていずれも当該新製品又は新技術の企業化に

よる連結会社の売上高の増加額が直前連結会

計年度の売上高の１００分の１０に相当する

額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の

販売又は新技術を利用する事業の開始のため

に特別に支出する額の合計額が直前連結会計

年度の末日における連結会社の固定資産の帳

簿価額の１００分の１０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

ｂ 取引規制府令第４９条第９号に定める事項 

新製品の販売又は新技術を利用する事業の開

始予定日の属する事業年度開始の日から３年以

内に開始する各事業年度においていずれも当該

新製品又は新技術の企業化による売上高の増加

額が直前事業年度の売上高の１００分の１０に

相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新

製品の販売又は新技術を利用する事業の開始の

ために特別に支出する額の合計額が直前事業年

度の末日における固定資産の帳簿価額の１００

分の１０に相当する額未満であると見込まれる

こと。 

（４） 規程第４０２条第１号ｐに掲げる事項 （４） 規程第４０２条第１号ｐに掲げる事項 

ａ 業務上の提携を行う場合 ａ 業務上の提携を行う場合 

次の（ａ）及び（ｂ）に掲げるもののいずれに

も該当すること。 

（ａ） 当該業務上の提携の予定日の属する連

結会計年度開始の日から３年以内に開始す

る各連結会計年度においていずれも当該業

務上の提携による連結会社の売上高の増加

額が直前連結会計年度の売上高の１００分

当該業務上の提携の予定日の属する事業年

度開始の日から３年以内に開始する各事業年

度においていずれも当該業務上の提携による

売上高の増加額が直前事業年度の売上高の１

００分の１０に相当する額未満であると見込

まれ、かつ、次の（ａ）又は（ｂ）に掲げる場

合においては、当該（ａ）又は（ｂ）のそれぞ
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の１０に相当する額未満であると見込まれ、

かつ、次のイ又はロに掲げる場合において

は、当該イ又はロのそれぞれに定める基準に

該当すること。 

イ 資本提携を伴う業務上の提携を行う場

合 

当該資本提携につき、相手方の会社の株

式又は持分を新たに取得する場合にあっ

ては、新たに取得する株式又は持分の取得

価額が上場会社の直前連結会計年度の末

日における連結純資産額と連結資本金額

（連結財務諸表における資本金の額をい

う。以下この条及び第４０３条において同

じ。）とのいずれか少なくない金額の１０

０分の１０に相当する額未満であると見

込まれ、相手方に株式を新たに取得される

場合にあっては、新たに取得される株式の

数が上場会社の直前連結会計年度の末日

における発行済株式の総数の１００分の

５以下であると見込まれること。 

ロ 業務上の提携により他の会社と共同し

て新会社を設立する場合（当該新会社の設

立が子会社等の設立に該当する場合を除

く。） 

新会社の設立の予定日から３年以内に

開始する当該新会社の各事業年度の末日

における総資産の帳簿価額に新会社設立

時の出資比率（所有する株式の数又は持分

の価額を発行済株式の総数又は出資の総

額で除して得た数値をいう。以下この条及

び第４０３条において同じ。）を乗じて得

たものがいずれも上場会社の直前連結会

計年度の末日における連結純資産額の１

００分の３０に相当する額未満であると

見込まれ、かつ、当該新会社の当該各事業

年度における売上高に出資比率を乗じて

れに定める基準に該当すること。 

（ａ） 資本提携を伴う業務上の提携を行う場

合 

当該資本提携につき、相手方の会社の株式

又は持分を新たに取得する場合にあっては、

新たに取得する株式又は持分の取得価額が

上場会社の直前事業年度の末日における純

資産額と資本金の額とのいずれか少なくな

い金額の１００分の１０に相当する額未満

であると見込まれ、相手方に株式を新たに取

得される場合にあっては、新たに取得される

株式の数が上場会社の直前事業年度の末日

における発行済株式の総数の１００分の５

以下であると見込まれること。 

（ｂ） 業務上の提携により他の会社と共同し

て新会社を設立する場合（当該新会社の設立

が子会社等の設立に該当する場合を除く。） 

新会社の設立の予定日から３年以内に開

始する当該新会社の各事業年度の末日にお

ける総資産の帳簿価額に新会社設立時の出

資比率（所有する株式の数又は持分の価額を

発行済株式の総数又は出資の総額で除して

得た数値をいう。以下この条及び第４０３条

において同じ。）を乗じて得たものがいずれ

も上場会社の直前事業年度の末日における

純資産額の１００分の３０に相当する額未

満であると見込まれ、かつ、当該新会社の当

該各事業年度における売上高に出資比率を

乗じて得たものがいずれも上場会社の直前

事業年度の売上高の１００分の１０に相当

する額未満であると見込まれること。 
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得たものがいずれも直前連結会計年度の

連結会社の売上高の１００分の１０に相

当する額未満であると見込まれること。 

（ｂ） 取引規制府令第４９条第１０号イに掲

げる事項 

 

ｂ 業務上の提携の解消を行う場合 ｂ 業務上の提携の解消を行う場合 

次の（ａ）及び（ｂ）に掲げるもののいずれに

も該当すること。 

（ａ） 当該業務上の提携の解消の予定日の属

する連結会計年度開始の日から３年以内に

開始する各連結会計年度においていずれも

当該業務上の提携の解消による連結会社の

売上高の減少額が直前連結会計年度の売上

高の１００分の１０に相当する額未満であ

ると見込まれ、かつ、次のイ又はロに掲げる

場合においては、当該イ又はロのそれぞれに

定める基準に該当すること。 

イ 資本提携を伴う業務上の提携を解消す

る場合 

当該資本提携の解消につき、相手方の会

社の株式又は持分を取得している場合に

あっては、取得している株式又は持分の帳

簿価額が上場会社の直前連結会計年度の

末日における連結純資産額と連結資本金

額とのいずれか少なくない金額の１００

分の１０に相当する額未満であり、相手方

に株式を取得されている場合にあっては、

取得されている株式の数が上場会社の直

前事業年度の末日における発行済株式の

総数の１００分の５以下であること。 

ロ 他の会社と共同して新会社を設立して

行っている業務上の提携を解消する場合 

新会社の直前事業年度の末日における

当該新会社の総資産の帳簿価額に出資比

率を乗じて得たものが上場会社の直前連

結会計年度の末日における連結純資産額

当該業務上の提携の解消の予定日の属する

事業年度開始の日から３年以内に開始する各

事業年度においていずれも当該業務上の提携

の解消による売上高の減少額が直前事業年度

の売上高の１００分の１０に相当する額未満

であると見込まれ、かつ、次の（ａ）又は（ｂ）

に掲げる場合においては、当該（ａ）又は（ｂ）

のそれぞれに定める基準に該当すること。 

（ａ） 資本提携を伴う業務上の提携を解消す

る場合 

当該資本提携の解消につき、相手方の会社

の株式又は持分を取得している場合にあっ

ては、取得している株式又は持分の帳簿価額

が上場会社の直前事業年度の末日における

純資産額と資本金の額とのいずれか少なく

ない金額の１００分の１０に相当する額未

満であり、相手方に株式を取得されている場

合にあっては、取得されている株式の数が上

場会社の直前事業年度の末日における発行

済株式の総数の１００分の５以下であるこ

と。 

（ｂ） 他の会社と共同して新会社を設立して

行っている業務上の提携を解消する場合 

新会社の直前事業年度の末日における当

該新会社の総資産の帳簿価額に出資比率を

乗じて得たものが上場会社の直前事業年度

の末日における純資産額の１００分の３０

に相当する額未満であり、かつ、当該新会社

の直前事業年度の売上高に出資比率を乗じ

て得たものが上場会社の直前事業年度の売
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の１００分の３０に相当する額未満であ

り、かつ、当該新会社の直前事業年度の売

上高に出資比率を乗じて得たものが直前

連結会計年度の連結会社の売上高の１０

０分の１０に相当する額未満であること。 

上高の１００分の１０に相当する額未満で

あること。 

（ｂ） 取引規制府令第４９条第１０号ロに掲

げる事項 

 

（５） 規程第４０２条第１号ｑに掲げる事項 （５） 規程第４０２条第１号ｑに掲げる事項 

次のａからｈまでに掲げるもののいずれにも

該当する子会社等（連動子会社を除く。）の異動

を伴うものであること。 

次のａからｇまでに掲げるもののいずれにも

該当する子会社等（連動子会社を除く。）の異動

を伴うものであること。 

ａ 子会社等又は新たに子会社等となる会社の

直前事業年度の末日における総資産の帳簿価

額（新たに子会社等を設立する場合には、子会

社等の設立の予定日から３年以内に開始する

当該子会社等の各事業年度の末日における総

資産の帳簿価額の見込額）が上場会社の直前連

結会計年度の末日における連結純資産額の１

００分の３０に相当する額未満であること。 

ａ 子会社等又は新たに子会社等となる会社の

直前事業年度の末日における総資産の帳簿価

額（新たに子会社等を設立する場合には、子会

社等の設立の予定日から３年以内に開始する

当該子会社等の各事業年度の末日における総

資産の帳簿価額の見込額）が上場会社の直前事

業年度の末日における純資産額の１００分の

３０に相当する額未満であること。 

ｂ 子会社等又は新たに子会社等となる会社の

直前事業年度の売上高（新たに子会社等を設立

する場合には、子会社等の設立の予定日から３

年以内に開始する当該子会社等の各事業年度

の売上高の見込額）が直前連結会計年度の連結

会社の売上高の１００分の１０に相当する額

未満であること。 

ｂ 子会社等又は新たに子会社等となる会社の

直前事業年度の売上高（新たに子会社等を設立

する場合には、子会社等の設立の予定日から３

年以内に開始する当該子会社等の各事業年度

の売上高の見込額）が上場会社の直前事業年度

の売上高の１００分の１０に相当する額未満

であること。 

ｃ 子会社等又は新たに子会社等となる会社の

直前事業年度の経常利益金額（新たに子会社等

を設立する場合には、子会社等の設立の予定日

から３年以内に開始する当該子会社等の各事

業年度の経常利益金額の見込額）が上場会社の

直前連結会計年度の連結経常利益金額の１０

０分の３０に相当する額未満であること。 

ｃ 子会社等又は新たに子会社等となる会社の

直前事業年度の経常利益金額（新たに子会社等

を設立する場合には、子会社等の設立の予定日

から３年以内に開始する当該子会社等の各事

業年度の経常利益金額の見込額）が上場会社の

直前事業年度の経常利益金額の１００分の３

０に相当する額未満であること。 

ｄ 子会社等又は新たに子会社等となる会社の

直前事業年度の当期純利益金額（新たに子会社

等を設立する場合には、子会社等の設立の予定

ｄ 子会社等又は新たに子会社等となる会社の

直前事業年度の当期純利益金額（新たに子会社

等を設立する場合には、子会社等の設立の予定



 

38 

日から３年以内に開始する当該子会社等の各

事業年度の当期純利益金額の見込額）が上場会

社の直前連結会計年度の連結当期純利益金額

の１００分の３０に相当する額未満であるこ

と。 

日から３年以内に開始する当該子会社等の各

事業年度の当期純利益金額の見込額）が上場会

社の直前事業年度の当期純利益金額の１００

分の３０に相当する額未満であること。 

ｅ～ｇ （略） ｅ～ｇ （略） 

ｈ 取引規制府令第４９条第１１号に定める事

項 

（新設） 

（６） 規程第４０２条第１号ｒに掲げる事項 （６） 規程第４０２条第１号ｒに掲げる事項 

ａ 固定資産を譲渡する場合 ａ 固定資産を譲渡する場合 

次の（ａ）から（ｄ）までに掲げるもののい

ずれにも該当すること。 

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げるもののい

ずれにも該当すること。 

（ａ） 上場会社の直前連結会計年度の末日に

おける当該固定資産の帳簿価額が同日にお

ける連結純資産額の１００分の３０に相当

する額未満であること。 

（ａ） 上場会社の直前事業年度の末日におけ

る当該固定資産の帳簿価額が同日における

純資産額の１００分の３０に相当する額未

満であること。 

（ｂ） 当該固定資産の譲渡の予定日の属する

連結会計年度において当該固定資産の譲渡

による連結経常利益の増加額又は減少額が

上場会社の直前連結会計年度の連結経常利

益金額の１００分の３０に相当する額未満

であると見込まれること。 

（ｂ） 当該固定資産の譲渡の予定日の属する

事業年度において当該固定資産の譲渡によ

る経常利益の増加額又は減少額が上場会社

の直前事業年度の経常利益金額の１００分

の３０に相当する額未満であると見込まれ

ること。 

（ｃ） 当該固定資産の譲渡の予定日の属する

連結会計年度において当該固定資産の譲渡

による連結当期純利益の増加額又は減少額

が上場会社の直前連結会計年度の連結当期

純利益金額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。 

（ｃ） 当該固定資産の譲渡の予定日の属する

事業年度において当該固定資産の譲渡によ

る当期純利益の増加額又は減少額が上場会

社の直前事業年度の当期純利益金額の１０

０分の３０に相当する額未満であると見込

まれること。 

（ｄ） 取引規制府令第４９条第１２号イに掲

げる事項 

（新設） 

ｂ 固定資産を取得する場合 ｂ 固定資産を取得する場合 

次の（ａ）及び（ｂ）に掲げるもののいずれ

にも該当すること。 

（ａ） 当該固定資産の取得価額が上場会社の

直前連結会計年度の末日における連結純資

産額の１００分の３０に相当する額未満で

当該固定資産の取得価額が上場会社の直前

事業年度の末日における純資産額の１００分

の３０に相当する額未満であると見込まれる

こと。 
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あると見込まれること。 

（ｂ） 取引規制府令第４９条第１２号ロに掲

げる事項 

（７） 規程第４０２条第１号ｓに掲げる事項 （７） 規程第４０２条第１号ｓに掲げる事項 

ａ リースによる固定資産の賃貸を行う場合 ａ リースによる固定資産の賃貸を行う場合 

上場会社の直前連結会計年度の末日におけ

る当該固定資産の帳簿価額が、同日における連

結純資産額の１００分の３０に相当する額未

満であること。 

上場会社の直前事業年度の末日における当

該固定資産の帳簿価額が、同日における純資産

額の１００分の３０に相当する額未満である

こと。 

ｂ リースによる固定資産の賃借を行う場合 ｂ リースによる固定資産の賃借を行う場合 

当該固定資産のリース金額の総額が上場会

社の直前連結会計年度の末日における連結純

資産額の１００分の３０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

当該固定資産のリース金額の総額が上場会

社の直前事業年度の末日における純資産額の

１００分の３０に相当する額未満であると見

込まれること。 

（８） 規程第４０２条第１号ｔに掲げる事項 （８） 規程第４０２条第１号ｔに掲げる事項 

次のａからｄまでに掲げるもののいずれにも

該当すること。 

次のａからｃまでに掲げるもののいずれにも

該当すること。 

ａ 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定

日の属する連結会計年度開始の日から３年以

内に開始する各連結会計年度においていずれ

も当該休止又は廃止による連結会社の売上高

の減少額が直前連結会計年度の売上高の１０

０分の１０に相当する額未満であると見込ま

れること。 

ａ 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定

日の属する事業年度開始の日から３年以内に

開始する各事業年度においていずれも当該休

止又は廃止による売上高の減少額が直前事業

年度の売上高の１００分の１０に相当する額

未満であると見込まれること。 

ｂ 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定

日の属する連結会計年度開始の日から３年以

内に開始する各連結会計年度においていずれ

も当該休止又は廃止による連結経常利益の増

加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経

常利益金額の１００分の３０に相当する額未

満であると見込まれること。 

ｂ 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定

日の属する事業年度開始の日から３年以内に

開始する各事業年度においていずれも当該休

止又は廃止による経常利益の増加額又は減少

額が直前事業年度の経常利益金額の１００分

の３０に相当する額未満であると見込まれる

こと。 

ｃ 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定

日の属する連結会計年度開始の日から３年以

内に開始する各連結会計年度においていずれ

も当該休止又は廃止による連結当期純利益の

増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結

ｃ 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定

日の属する事業年度開始の日から３年以内に

開始する各事業年度においていずれも当該休

止又は廃止による当期純利益の増加額又は減

少額が直前事業年度の当期純利益金額の１０
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当期純利益金額の１００分の３０に相当する

額未満であると見込まれること。 

０分の３０に相当する額未満であると見込ま

れること。 

ｄ 取引規制府令第４９条第１３号に定める事

項 

（新設） 

（９） 規程第４０２条第１号ｗに掲げる事項 （９） 規程第４０２条第１号ｗに掲げる事項 

次のａ及びｂに掲げるもののいずれにも該当

すること。 

ａ 新たな事業の開始（新商品の販売又は新たな

役務の提供の企業化を含む。以下同じ。）の予

定日の属する連結会計年度開始の日から３年

以内に開始する各連結会計年度においていず

れも当該新たな事業の開始による連結会社の

売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高

の１００分の１０に相当する額未満であると

見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のため

に特別に支出する額の合計額が直前連結会計

年度の末日における連結会社の固定資産の帳

簿価額の１００分の１０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

ｂ 取引規制府令第４９条第１４号に定める事

項 

新たな事業の開始（新商品の販売又は新たな役

務の提供の企業化を含む。以下同じ。）の予定日

の属する事業年度開始の日から３年以内に開始

する各事業年度においていずれも当該新たな事

業の開始による売上高の増加額が直前事業年度

の売上高の１００分の１０に相当する額未満で

あると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始の

ために特別に支出する額の合計額が直前事業年

度の末日における固定資産の帳簿価額の１００

分の１０に相当する額未満であると見込まれる

こと。 

 

（１０） 規程第４０２条第１号ａｂに掲げる事項 （１０） 規程第４０２条第１号ａｂに掲げる事項 

次のａからｃまでに掲げるもののいずれにも

該当すること。 

次のａからｃまでに掲げるもののいずれにも

該当すること。 

ａ 合理化の実施の予定日の属する連結会計年

度開始の日から３年以内に開始する各連結会

計年度においていずれも当該合理化の実施に

よる連結会社の売上高の減少額が直前連結会

計年度の売上高の１００分の１０に相当する

額未満であると見込まれること。 

ａ 合理化の実施の予定日の属する事業年度開

始の日から３年以内に開始する各事業年度に

おいていずれも当該合理化の実施による売上

高の減少額が直前事業年度の売上高の１００

分の１０に相当する額未満であると見込まれ

ること。 

ｂ 合理化の実施の予定日の属する連結会計年

度開始の日から３年以内に開始する各連結会

計年度においていずれも当該合理化の実施に

よる連結経常利益の増加額又は減少額が直前

連結会計年度の連結経常利益金額の１００分

の３０に相当する額未満であると見込まれる

ｂ 合理化の実施の予定日の属する事業年度開

始の日から３年以内に開始する各事業年度に

おいていずれも当該合理化の実施による経常

利益の増加額又は減少額が直前事業年度の経

常利益金額の１００分の３０に相当する額未

満であると見込まれること。 
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こと。 

ｃ 合理化の実施の予定日の属する連結会計年

度開始の日から３年以内に開始する各連結会

計年度においていずれも当該合理化の実施に

よる連結当期純利益の増加額又は減少額が直

前連結会計年度の連結当期純利益金額の１０

０分の３０に相当する額未満であると見込ま

れること。 

ｃ 合理化の実施の予定日の属する事業年度開

始の日から３年以内に開始する各事業年度に

おいていずれも当該合理化の実施による当期

純利益の増加額又は減少額が直前事業年度の

当期純利益金額の１００分の３０に相当する

額未満であると見込まれること。 

（１１） 規程第４０２条第１号ａｇに掲げる事項 （１１） 規程第４０２条第１号ａｇに掲げる事項 

上場会社の希望する調停条項において調停の

対象となる金銭債務の総額が、直前連結会計年度

の末日における連結会社の債務の総額の１００

分の１０に相当する額未満であること。 

上場会社の希望する調停条項において調停の

対象となる金銭債務の総額が、直前事業年度の末

日における債務の総額の１００分の１０に相当

する額未満であること。 

（１２） （略） （１２） （略） 

２ 連結財務諸表を作成すべき会社でない会社に対す

る前項の規定の適用については、「連結経常利益」

とあるのは「経常利益」と、「連結会計年度」とあ

るのは「事業年度」と、「連結純資産額（連結財務

諸表における純資産額をいう。以下第４０４条まで

において同じ。）」とあるのは「純資産額（資産の

総額から負債の総額を控除して得た額（控除してな

お控除しきれない金額がある場合には、当該控除し

きれない金額はないものとする。）をいう。以下こ

の項において同じ。）」と、「連結会社（上場会社

を連結財務諸表提出会社とする連結会社をいう。以

下第４０４条までにおいて同じ。）の売上高」とあ

るのは「売上高」と、「連結当期純利益」とあるの

は「当期純利益」と、「連結純資産額」とあるのは

「純資産額」と、「連結会社の売上高」とあるのは

「売上高」と、「連結会社の固定資産」とあるのは

「固定資産」と、「連結資本金額（連結財務諸表に

おける資本金の額をいう。以下この条及び第４０３

条において同じ。）」とあるのは「資本金の額」と、

「連結資本金額」とあるのは「資本金の額」と、「連

結会社の債務」とあるのは「債務」とする。 

（新設） 
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（発生事実に係る軽微基準） （発生事実に係る軽微基準） 

第４０２条 規程第４０２条に規定する施行規則で定

める基準のうち同条第２号に掲げる事実に係るもの

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定め

ることとする。ただし、ＩＦＲＳ任意適用会社につ

いては、連結経常利益に係る基準は適用しない。 

第４０２条 規程第４０２条に規定する施行規則で定

める基準のうち同条第２号に掲げる事実に係るもの

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定め

ることとする。 

（１） 規程第４０２条第２号ａに掲げる事実 （１） 規程第４０２条第２号ａに掲げる事実 

次のａからｄまでに掲げるもののいずれにも

該当すること。 

次のａからｃまでに掲げるもののいずれにも

該当すること。 

ａ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で

生じた損害の額が直前連結会計年度の末日に

おける連結純資産額の１００分の３に相当す

る額未満であると見込まれること。 

ａ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で

生じた損害の額が直前事業年度の末日におけ

る純資産額の１００分の３に相当する額未満

であると見込まれること。 

ｂ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で

生じた損害の額が直前連結会計年度の連結経

常利益金額の１００分の３０に相当する額未

満であると見込まれること。 

ｂ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で

生じた損害の額が直前事業年度の経常利益金

額の１００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。 

ｃ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で

生じた損害の額が直前連結会計年度の連結当

期純利益金額の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。 

ｃ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で

生じた損害の額が直前事業年度の当期純利益

金額の１００分の３０に相当する額未満であ

ると見込まれること。 

ｄ 取引規制府令第５０条第１号に定める事項 （新設） 

（２） 規程第４０２条第２号ｄに掲げる事実 （２） 規程第４０２条第２号ｄに掲げる事実 

ａ 訴えが提起された場合 ａ 訴えが提起された場合 

訴訟の目的の価額が直前連結会計年度の末

日における連結純資産額の１００分の１５に

相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該

訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて

敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日

の属する連結会計年度開始の日から３年以内

に開始する各連結会計年度においていずれも

当該敗訴による連結会社の売上高の減少額が

直前連結会計年度の売上高の１００分の１０

に相当する額未満であると見込まれること。 

訴訟の目的の価額が直前事業年度の末日に

おける純資産額の１００分の１５に相当する

額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提

起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴した

とした場合、当該訴えの提起された日の属する

事業年度開始の日から３年以内に開始する各

事業年度においていずれも当該敗訴による売

上高の減少額が直前事業年度の売上高の１０

０分の１０に相当する額未満であると見込ま

れること。 

ｂ 訴えについて判決があった場合又は訴えに

係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらず

ｂ 訴えについて判決があった場合又は訴えに

係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらず
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に完結した場合 に完結した場合 

前ａに掲げる基準に該当する訴えの提起に

係る判決等（訴えについて判決があったこと又

は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判

によらずに完結したことをいう。以下この条及

び第４０４条において同じ。）の場合又は前ａ

に掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る

訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合で

あって、次の（ａ）から（ｅ）までのいずれに

も該当すること。 

前ａに掲げる基準に該当する訴えの提起に

係る判決等（訴えについて判決があったこと又

は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判

によらずに完結したことをいう。以下この条及

び第４０４条において同じ。）の場合又は前ａ

に掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る

訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合で

あって、次の（ａ）から（ｄ）までのいずれに

も該当すること。 

（ａ） 判決等により上場会社の給付する財産

の額が直前連結会計年度の末日における連

結純資産額の１００分の３に相当する額未

満であると見込まれること。 

（ａ） 判決等により上場会社の給付する財産

の額が直前事業年度の末日における純資産

額の１００分の３に相当する額未満である

と見込まれること。 

（ｂ） 判決等の日の属する連結会計年度開始

の日から３年以内に開始する各連結会計年

度においていずれも当該判決等による連結

会社の売上高の減少額が直前連結会計年度

の売上高の１００分の１０に相当する額未

満であると見込まれること。 

（ｂ） 判決等の日の属する事業年度開始の日

から３年以内に開始する各事業年度におい

ていずれも当該判決等による売上高の減少

額が直前事業年度の売上高の１００分の１

０に相当する額未満であると見込まれるこ

と。 

（ｃ） 判決等の日の属する連結会計年度開始

の日から３年以内に開始する各連結会計年

度においていずれも当該判決等による連結

経常利益の減少額が直前連結会計年度の連

結経常利益金額の１００分の３０に相当す

る額未満であると見込まれること。 

（ｃ） 判決等の日の属する事業年度開始の日

から３年以内に開始する各事業年度におい

ていずれも当該判決等による経常利益の減

少額が直前事業年度の経常利益金額の１０

０分の３０に相当する額未満であると見込

まれること。 

（ｄ） 判決等の日の属する連結会計年度開始

の日から３年以内に開始する各連結会計年

度においていずれも当該判決等による連結

当期純利益の減少額が直前連結会計年度の

連結当期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれること。 

（ｄ） 判決等の日の属する事業年度開始の日

から３年以内に開始する各事業年度におい

ていずれも当該判決等による当期純利益の

減少額が直前事業年度の当期純利益金額の

１００分の３０に相当する額未満であると

見込まれること。 

（ｅ） 取引規制府令第５０条第３号イ又はロ

に掲げる事項 

（新設） 

（３） 規程第４０２条第２号ｅに掲げる事実 （３） 規程第４０２条第２号ｅに掲げる事実 

ａ 仮処分命令の申立てがなされた場合 ａ 仮処分命令の申立てがなされた場合 
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次の（ａ）及び（ｂ）に掲げるもののいずれ

にも該当すること。 

（ａ） 当該仮処分命令が当該申立て後直ちに

申立てのとおり発せられたとした場合、当該

申立ての日の属する連結会計年度開始の日

から３年以内に開始する各連結会計年度に

おいていずれも当該仮処分命令による連結

会社の売上高の減少額が直前連結会計年度

の売上高の１００分の１０に相当する額未

満であると見込まれること。 

当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立

てのとおり発せられたとした場合、当該申立て

の日の属する事業年度開始の日から３年以内

に開始する各事業年度においていずれも当該

仮処分命令による売上高の減少額が直前事業

年度の売上高の１００分の１０に相当する額

未満であると見込まれること。 

（ｂ） 取引規制府令第５０条第４号イに掲げ

る事項 

 

ｂ 仮処分命令の申立てについての裁判があっ

た場合又は当該申立てに係る手続の全部若し

くは一部が裁判によらずに完結した場合 

ｂ 仮処分命令の申立てについての裁判があっ

た場合又は当該申立てに係る手続の全部若し

くは一部が裁判によらずに完結した場合 

前ａの（ａ）に掲げる基準に該当する申立て

についての裁判等（申立てについて裁判があっ

たこと又は当該申立てに係る手続の全部若し

くは一部が裁判によらずに完結したことをい

う。以下この条及び第４０４条において同じ。）

の場合又は前ａの（ａ）に掲げる基準に該当し

ない申立てに係る手続の一部が裁判によらず

に完結した場合であって、次の（ａ）から（ｄ）

までのいずれにも該当すること。 

前ａに掲げる基準に該当する申立てについ

ての裁判等（申立てについて裁判があったこと

又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一

部が裁判によらずに完結したことをいう。以下

この条及び第４０４条において同じ。）の場合

又は前ａに掲げる基準に該当しない申立てに

係る手続の一部が裁判によらずに完結した場

合であって、次の（ａ）から（ｃ）までのいず

れにも該当すること。 

（ａ） 裁判等の日の属する連結会計年度開始

の日から３年以内に開始する各連結会計年

度においていずれも当該裁判等による連結

会社の売上高の減少額が直前連結会計年度

の売上高の１００分の１０に相当する額未

満であると見込まれること。 

（ａ） 裁判等の日の属する事業年度開始の日

から３年以内に開始する各事業年度におい

ていずれも当該裁判等による売上高の減少

額が直前事業年度の売上高の１００分の１

０に相当する額未満であると見込まれるこ

と。 

（ｂ） 裁判等の日の属する連結会計年度開始

の日から３年以内に開始する各連結会計年

度においていずれも当該裁判等による連結

経常利益の減少額が直前連結会計年度の連

結経常利益金額の１００分の３０に相当す

る額未満であると見込まれること。 

（ｂ） 裁判等の日の属する事業年度開始の日

から３年以内に開始する各事業年度におい

ていずれも当該裁判等による経常利益の減

少額が直前事業年度の経常利益金額の１０

０分の３０に相当する額未満であると見込

まれること。 
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（ｃ） 裁判等の日の属する連結会計年度開始

の日から３年以内に開始する各連結会計年

度においていずれも当該裁判等による連結

当期純利益の減少額が直前連結会計年度の

連結当期純利益金額の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれること。 

（ｃ） 裁判等の日の属する事業年度開始の日

から３年以内に開始する各事業年度において

いずれも当該裁判等による当期純利益の減

少額が直前事業年度の当期純利益金額の１

００分の３０に相当する額未満であると見

込まれること。 

（ｄ） 取引規制府令第５０条第４号ロに掲げ

る事項 

（新設） 

（４） 規程第４０２条第２号ｆに掲げる事実 （４） 規程第４０２条第２号ｆに掲げる事実 

ａ 法令に基づく処分を受けた場合 ａ 法令に基づく処分を受けた場合 

次の（ａ）及び（ｂ）に掲げるもののいずれ

にも該当すること。 

（ａ） 法令に基づく処分を受けた日の属する

連結会計年度開始の日から３年以内に開始す

る各連結会計年度においていずれも当該処分

による連結会社の売上高の減少額が直前連結

会計年度の売上高の１００分の１０に相当す

る額未満であると見込まれること。 

法令に基づく処分を受けた日の属する事業

年度開始の日から３年以内に開始する各事業

年度においていずれも当該処分による売上高

の減少額が直前事業年度の売上高の１００分

の１０に相当する額未満であると見込まれる

こと。 

（ｂ） 取引規制府令第５０条第５号に定める

事項 

 

ｂ 法令違反に係る告発がなされた場合 ｂ 法令違反に係る告発がなされた場合 

行政庁により法令違反に係る告発がなされ

た事業部門等の直前連結会計年度の売上高が

当該連結会計年度の連結会社の売上高の１０

０分の１０に相当する額未満であること。 

行政庁により法令違反に係る告発がなされ

た事業部門等の直前事業年度の売上高が上場

会社の当該事業年度の売上高の１００分の１

０に相当する額未満であること。 

（５） 規程第４０２条第２号ｋに掲げる事実 （５） 規程第４０２条第２号ｋに掲げる事実 

次のａからｄまでに掲げるもののいずれにも

該当すること。 

次のａからｃまでに掲げるもののいずれにも

該当すること。 

ａ 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権につ

いて当該債務の不履行のおそれのある額が直

前連結会計年度の末日における連結純資産額

の１００分の３に相当する額未満であると見

込まれること。 

ａ 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権につ

いて当該債務の不履行のおそれのある額が直

前事業年度の末日における純資産額の１００

分の３に相当する額未満であると見込まれる

こと。 

ｂ 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権につ

いて当該債務の不履行のおそれのある額が直

前連結会計年度の連結経常利益金額の１００

ｂ 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権につ

いて当該債務の不履行のおそれのある額が直

前事業年度の経常利益金額の１００分の３０
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分の３０に相当する額未満であると見込まれ

ること。 

に相当する額未満であると見込まれること。 

ｃ 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権につ

いて当該債務の不履行のおそれのある額が直

前連結会計年度の連結当期純利益金額の１０

０分の３０に相当する額未満であると見込ま

れること。 

ｃ 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権につ

いて当該債務の不履行のおそれのある額が直

前事業年度の当期純利益金額の１００分の３

０に相当する額未満であると見込まれること。 

ｄ 取引規制府令第５０条第６号に定める事項 （新設） 

（６） 規程第４０２条第２号１に掲げる事実 （６） 規程第４０２条第２号１に掲げる事実 

次のａ及びｂに掲げるもののいずれにも該当

すること。 

ａ 取引先との取引の停止の日の属する連結会

計年度開始の日から３年以内に開始する各連

結会計年度においていずれも当該取引の停止

による連結会社の売上高の減少額が直前連結

会計年度の売上高の１００分の１０に相当す

る額未満であると見込まれること。 

取引先との取引の停止の日の属する事業年度

開始の日から３年以内に開始する各事業年度に

おいていずれも当該取引の停止による売上高の

減少額が直前事業年度の売上高の１００分の１

０に相当する額未満であると見込まれること。 

ｂ 取引規制府令第５０条第７号に定める事項  

（７） 規程第４０２条第２号ｍに掲げる事実 （７） 規程第４０２条第２号ｍに掲げる事実 

次のａからｄまでに掲げるもののいずれにも

該当すること。 

次のａからｃまでに掲げるもののいずれにも

該当すること。 

ａ 債務の免除の額又は債務の引受け若しくは

弁済の額（債務の返済期限の延長の場合には、

当該債務の額）が直前連結会計年度の末日にお

ける連結会社の債務の総額の１００分の１０

に相当する額未満であること。 

ａ 債務の免除の額又は債務の引受け若しくは

弁済の額（債務の返済期限の延長の場合には、

当該債務の額）が直前事業年度の末日における

債務の総額の１００分の１０に相当する額未

満であること。 

ｂ 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長

又は債務の引受け若しくは弁済による連結経

常利益の増加額が直前連結会計年度の連結経

常利益金額の１００分の３０に相当する額未

満であると見込まれること。 

ｂ 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長

又は債務の引受け若しくは弁済による経常利

益の増加額が直前事業年度の経常利益金額の

１００分の３０に相当する額未満であると見

込まれること。 

ｃ 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長

又は債務の引受け若しくは弁済による連結当

期純利益の増加額が直前連結会計年度の連結

当期純利益金額の１００分の３０に相当する

額未満であると見込まれること。 

ｃ 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長

又は債務の引受け若しくは弁済による当期純

利益の増加額が直前事業年度の当期純利益金

額の１００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。 
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ｄ 取引規制府令第５０条第８号に定める事項 （新設） 

（８） 規程第４０２条第２号ｎに掲げる事実 （８） 規程第４０２条第２号ｎに掲げる事実 

次のａ及びｂに掲げるもののいずれにも該当

すること。 

ａ 発見された資源の採掘又は採取を開始する

連結会計年度開始の日から３年以内に開始す

る各連結会計年度においていずれも当該資源

を利用する事業による連結会社の売上高の増

加額が直前連結会計年度の売上高の１００分

の１０に相当する額未満であると見込まれる

こと。 

発見された資源の採掘又は採取を開始する事

業年度開始の日から３年以内に開始する各事業

年度においていずれも当該資源を利用する事業

による売上高の増加額が直前事業年度の売上高

の１００分の１０に相当する額未満であると見

込まれること。 

ｂ 取引規制府令第５０条第９号に定める事項  

（９） 規程第４０２条第２号ｑに掲げる事実 （９） 規程第４０２条第２号ｑに掲げる事実 

次のａ及びｂに掲げるもののいずれにも該当

すること。 

次のａ及びｂに掲げるもののいずれにも該当

すること。 

ａ 各有価証券について時価額が帳簿価額を下

回っている金額を合計した額が、直前連結会計

年度の連結経常利益金額の１００分の３０に

相当する額未満であること。 

ａ 各有価証券について時価額が帳簿価額を下

回っている金額を合計した額が、直前事業年度

の経常利益金額の１００分の３０に相当する

額未満であること。 

ｂ 各有価証券について時価額が帳簿価額を下

回っている金額を合計した額が、直前連結会計

年度の連結当期純利益金額の１００分の３０

に相当する額未満であること。 

ｂ 各有価証券について時価額が帳簿価額を下

回っている金額を合計した額が、直前事業年度

の当期純利益金額の１００分の３０に相当す

る額未満であること。 

２ 連結財務諸表を作成すべき会社でない会社に対す

る前項の規定の適用については、「連結経常利益」

とあるのは「経常利益」と、「連結会計年度」とあ

るのは「事業年度」と、「連結純資産額」とあるの

は「純資産額（資産の総額から負債の総額を控除し

て得た額（控除してなお控除しきれない金額がある

場合には、当該控除しきれない金額はないものとす

る。）をいう。以下この項において同じ。）」と、

「連結当期純利益」とあるのは「当期純利益」と、

「連結会社の売上高」とあるのは「売上高」と、「連

結会社の債務」とあるのは「債務」とする。 

（新設） 

  

（会社情報の開示の取扱い） （会社情報の開示の取扱い） 
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第４０２条の２ （略） 第４０２条の２ （略） 

２ 規程第４０２条第１号ａに該当する場合で、第三

者割当による募集株式等の割当てを行うときの開示

は、次の各号に掲げる内容を含めるものとする。 

（１）～（３） （略） 

（削る） 

２ 規程第４０２条第１号ａに該当する場合で、第三

者割当による募集株式等の割当てを行うときの開示

は、次の各号に掲げる内容を含めるものとする。 

（１）～（３） （略） 

（４） その他当取引所が投資判断上重要と認める

事項 

  

（子会社等の決定事実に係る軽微基準） （子会社等の決定事実に係る軽微基準） 

第４０３条 規程第４０３条に規定する施行規則で定

める基準のうち同条第１号に掲げる事項に係るもの

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定め

ることとする。ただし、規程第４０２条第１号ｑに

規定する上場外国会社（当取引所が必要と認める者

に限る。）については、当取引所が定めるところに

よるものとし、ＩＦＲＳ任意適用会社については、

連結経常利益に係る基準は適用しない。 

第４０３条 規程第４０３条に規定する施行規則で定

める基準のうち同条第１号に掲げる事項に係るもの

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定め

ることとする。ただし、規程第４０２条第１号ｑに

規定する上場外国会社（当取引所が必要と認める者

に限る。）については、当取引所が定めるところに

よる。 

（１） 規程第４０３条第１号ａに掲げる事項 

次のａからｄまでに掲げるもののいずれにも

該当すること。 

（１） 規程第４０３条第１号ａに掲げる事項 

次のａからｄまでに掲げるもののいずれにも

該当すること。 

ａ 当該株式交換による連結会社の資産の額の減

少額又は増加額が直前連結会計年度の末日に

おける連結純資産額の１００分の３０に相当

する額未満であると見込まれること。 

ａ 当該株式交換による連結会社（上場会社を連

結財務諸表提出会社とする連結会社をいう。以

下この条及び次条において同じ。）の資産の額

の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末

日における連結純資産額（連結財務諸表におけ

る純資産額をいう。以下この条及び次条におい

て同じ。）の１００分の３０に相当する額未満

であると見込まれること。 

ｂ～ｄ （略） ｂ～ｄ （略） 

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

（６） 規程第４０３条第１号ｇに掲げる事項 （６） 規程第４０３条第１号ｇに掲げる事項 

新製品の販売又は新技術を利用する事業の開

始予定日の属する連結会計年度開始の日から３

年以内に開始する各連結会計年度においていず

れも当該新製品又は新技術の企業化による連結

会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売

新製品の販売又は新技術を利用する事業の開

始予定日の属する連結会計年度開始の日から３

年以内に開始する各連結会計年度においていず

れも当該新製品又は新技術の企業化による売上

高の増加額が直前連結会計年度の売上高の１０
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上高の１００分の１０に相当する額未満である

と見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術

を利用する事業の開始のために特別に支出する

額の合計額が連結会社の直前連結会計年度の末

日における固定資産の帳簿価額の１００分の１

０に相当する額未満であると見込まれること。 

０分の１０に相当する額未満であると見込まれ、

かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事

業の開始のために特別に支出する額の合計額が

連結会社の直前連結会計年度の末日における固

定資産の帳簿価額の１００分の１０に相当する

額未満であると見込まれること。 

（７） 規程第４０３条第１号ｈに掲げる事項 （７） 規程第４０３条第１号ｈに掲げる事項 

ａ 業務上の提携を行う場合 ａ 業務上の提携を行う場合 

当該業務上の提携の予定日の属する連結会

計年度開始の日から３年以内に開始する各連

結会計年度においていずれも当該業務上の提

携による連結会社の売上高の増加額が直前連

結会計年度の売上高の１００分の１０に相当

する額未満であると見込まれ、かつ、次の（ａ）

又は（ｂ）に掲げる場合においては、当該（ａ）

又は（ｂ）のそれぞれに定める基準に該当する

こと。 

当該業務上の提携の予定日の属する連結会

計年度開始の日から３年以内に開始する各連

結会計年度においていずれも当該業務上の提

携による連結会社の売上高の増加額が直前連

結会計年度の売上高の１００分の１０に相当

する額未満であると見込まれ、かつ、次の（ａ）

又は（ｂ）に掲げる場合においては、当該（ａ）

又は（ｂ）のそれぞれに定める基準に該当する

こと。 

（ａ） 資本提携を伴う業務上の提携を行う場

合 

（ａ） 資本提携を伴う業務上の提携を行う場

合 

当該資本提携につき、相手方の会社の株式

又は持分を新たに取得する場合にあっては、

新たに取得する株式又は持分の取得価額が

連結会社の直前連結会計年度の末日におけ

る連結純資産額と連結資本金額とのいずれ

か少なくない金額の１００分の１０に相当

する額未満であると見込まれ、相手方に株式

を新たに取得される場合にあっては、新たに

取得される株式の数が当該子会社等の直前

事業年度の末日における発行済株式の総数

の１００分の５以下であると見込まれるこ

と。 

当該資本提携につき、相手方の会社の株式

又は持分を新たに取得する場合にあっては、

新たに取得する株式又は持分の取得価額が

連結会社の直前連結会計年度の末日におけ

る連結純資産額と連結財務諸表における資

本金の額（以下この条において「連結資本金

額」という。）とのいずれか少なくない金額

の１００分の１０に相当する額未満である

と見込まれ、相手方に株式を新たに取得され

る場合にあっては、新たに取得される株式の

数が当該子会社等の直前事業年度の末日に

おける発行済株式の総数の１００分の５以

下であると見込まれること。 

（ｂ） （略） （ｂ） （略） 

 ｂ （略） ｂ （略） 

（８）～（１０） （略） （８）～（１０） （略） 

（１１） 規程第４０３条第１号１に掲げる事項 （１１） 規程第４０３条第１号１に掲げる事項 
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次のａからｃまでに掲げるもののいずれにも

該当すること。 

次のａからｃまでに掲げるもののいずれにも

該当すること。 

ａ 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定

日の属する連結会計年度開始の日から３年以

内に開始する各連結会計年度においていずれ

も当該休止又は廃止による連結会社の売上高

の減少額が直前連結会計年度の売上高の１０

０分の１０に相当する額未満であると見込ま

れること。 

ａ 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定

日の属する連結会計年度開始の日から３年以

内に開始する各連結会計年度においていずれ

も当該休止又は廃止による売上高の減少額が

直前連結会計年度の売上高の１００分の１０

に相当する額未満であると見込まれること。 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

（１２） 規程第４０３条第１号ｎに掲げる事項 （１２） 規程第４０３条第１号ｎに掲げる事項 

新たな事業の開始の予定日の属する連結会計

年度開始の日から３年以内に開始する各連結会

計年度においていずれも当該新たな事業の開始

による連結会社の売上高の増加額が直前連結会

計年度の売上高の１００分の１０に相当する額

未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の

開始のために特別に支出する額の合計額が直前

連結会計年度の末日における連結会社の固定資

産の帳簿価額の１００分の１０に相当する額未

満であると見込まれること。 

新たな事業の開始の予定日の属する連結会計

年度開始の日から３年以内に開始する各連結会

計年度においていずれも当該新たな事業の開始

による売上高の増加額が直前連結会計年度の売

上高の１００分の１０に相当する額未満である

と見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のため

に特別に支出する額の合計額が直前連結会計年

度の末日における固定資産の帳簿価額の１００

分の１０に相当する額未満であると見込まれる

こと。 

（１３）・（１４） （略） （１３）・（１４） （略） 

  

（子会社等の発生事実に係る軽微基準） （子会社等の発生事実に係る軽微基準） 

第４０４条 規程第４０３条に規定する施行規則で定

める基準のうち同条第２号に掲げる事実に係るもの

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定め

ることとする。ただし、規程第４０２条第１号ｑに

規定する上場外国会社（当取引所が必要と認める者

に限る。）については、当取引所が定めるところに

よるものとし、ＩＦＲＳ任意適用会社については、

連結経常利益に係る基準は適用しない。 

第４０４条 規程第４０３条に規定する施行規則で定

める基準のうち同条第２号に掲げる事実に係るもの

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定め

ることとする。ただし、規程第４０２条第１号ｑに

規定する上場外国会社（当取引所が必要と認める者

に限る。）については、当取引所が定めるところに

よる。 

（１） （略） （１） 規程第４０３条第２号ａに掲げる事実 

（２） 規程第４０３条第２号ｂに掲げる事実 （２） 規程第４０３条第２号ｂに掲げる事実 

ａ 訴えが提起された場合 ａ 訴えが提起された場合 

訴訟の目的の価額が連結会社に係る直前連 訴訟の目的の価額が連結会社に係る直前連
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結会計年度の末日における連結純資産額の１

００分の１５に相当する額未満であり、かつ、

当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのと

おり認められて敗訴したとした場合、当該訴え

の提起された日の属する連結会計年度開始の

日から３年以内に開始する各連結会計年度に

おいていずれも当該敗訴による連結会社の売

上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の

１００分の１０に相当する額未満であると見

込まれること。 

結会計年度の末日における連結純資産額の１

００分の１５に相当する額未満であり、かつ、

当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのと

おり認められて敗訴したとした場合、当該訴え

の提起された日の属する連結会計年度開始の

日から３年以内に開始する各連結会計年度に

おいていずれも当該敗訴による売上高の減少

額が直前連結会計年度の売上高の１００分の

１０に相当する額未満であると見込まれるこ

と。 

ｂ 訴えについて判決があった場合又は訴えに

係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらず

に完結した場合 

ｂ 訴えについて判決があった場合又は訴えに

係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらず

に完結した場合 

前ａに掲げる基準に該当する訴えの提起に

係る判決等の場合又は前ａに掲げる基準に該

当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判

によらずに完結した場合であって、次の（ａ）

から（ｄ）までのいずれにも該当すること。 

前ａに掲げる基準に該当する訴えの提起に

係る判決等の場合又は前ａに掲げる基準に該

当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判

によらずに完結した場合であって、次の（ａ）

から（ｄ）までのいずれにも該当すること。 

（ａ） （略） （ａ） （略） 

（ｂ） 判決等の日の属する連結会計年度開始

の日から３年以内に開始する各連結会計年

度においていずれも当該判決等による連結

会社の売上高の減少額が直前連結会計年度

の売上高の１００分の１０に相当する額未

満であると見込まれること。 

（ｂ） 判決等の日の属する連結会計年度開始

の日から３年以内に開始する各連結会計年

度においていずれも当該判決等による売上

高の減少額が直前連結会計年度の売上高の

１００分の１０に相当する額未満であると

見込まれること。 

（ｃ）・（ｄ） （略） （ｃ）・（ｄ） （略） 

（３） 規程第４０３条第２号ｃに掲げる事実 （３） 規程第４０３条第２号ｃに掲げる事実 

ａ 仮処分命令の申立てがなされた場合 ａ 仮処分命令の申立てがなされた場合 

当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立

てのとおり発せられたとした場合、当該申立て

の日の属する連結会計年度開始の日から３年

以内に開始する各連結会計年度においていず

れも当該仮処分命令による連結会社の売上高

の減少額が直前連結会計年度の売上高の１０

０分の１０に相当する額未満であると見込ま

れること。 

当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立

てのとおり発せられたとした場合、当該申立て

の日の属する連結会計年度開始の日から３年

以内に開始する各連結会計年度においていず

れも当該仮処分命令による売上高の減少額が

直前連結会計年度の売上高の１００分の１０

に相当する額未満であると見込まれること。 
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ｂ 仮処分命令の申立てについての裁判があっ

た場合又は当該申立てに係る手続の全部若し

くは一部が裁判によらずに完結した場合 

ｂ 仮処分命令の申立てについての裁判があっ

た場合又は当該申立てに係る手続の全部若し

くは一部が裁判によらずに完結した場合 

前ａに掲げる基準に該当する申立てについ

ての裁判等の場合又は前ａに掲げる基準に該

当しない申立てに係る手続の一部が裁判によ

らずに完結した場合であって、次の（ａ）から

（ｃ）までのいずれにも該当すること。 

前ａに掲げる基準に該当する申立てについ

ての裁判等の場合又は前ａに掲げる基準に該

当しない申立てに係る手続の一部が裁判によ

らずに完結した場合であって、次の（ａ）から

（ｃ）までのいずれにも該当すること。 

（ａ） 裁判等の日の属する連結会計年度開始

の日から３年以内に開始する各連結会計年

度においていずれも当該裁判等による連結

会社の売上高の減少額が直前連結会計年度

の売上高の１００分の１０に相当する額未

満であると見込まれること。 

（ａ） 裁判等の日の属する連結会計年度開始

の日から３年以内に開始する各連結会計年

度においていずれも当該裁判等による売上

高の減少額が直前連結会計年度の売上高の

１００分の１０に相当する額未満であると

見込まれること。 

（ｂ）・（ｃ） （略） （ｂ）・（ｃ） （略） 

（４） 規程第４０３条第２号ｄに掲げる事実 （４） 規程第４０３条第２号ｄに掲げる事実 

ａ 法令に基づく処分を受けた場合 ａ 法令に基づく処分を受けた場合 

法令に基づく処分を受けた日の属する連結

会計年度開始の日から３年以内に開始する各

連結会計年度においていずれも当該処分によ

る連結会社の売上高の減少額が直前連結会計

年度の売上高の１００分の１０に相当する額

未満であると見込まれること。 

法令に基づく処分を受けた日の属する連結

会計年度開始の日から３年以内に開始する各

連結会計年度においていずれも当該処分によ

る売上高の減少額が直前連結会計年度の売上

高の１００分の１０に相当する額未満である

と見込まれること。 

ｂ 法令違反に係る告発がなされた場合 ｂ 法令違反に係る告発がなされた場合 

行政庁により法令違反に係る告発がなされ

た事業部門等の直前連結会計年度の売上高が

当該連結会計年度の連結会社の売上高の１０

０分の１０に相当する額未満であること。 

行政庁により法令違反に係る告発がなされ

た事業部門等の直前連結会計年度の売上高が

連結会社の当該連結会計年度の売上高の１０

０分の１０に相当する額未満であること。 

（５） （略） （５） （略） 

（６） 規程第４０３条第２号ｉに掲げる事実 （６） 規程第４０３条第２号ｉに掲げる事実 

取引先との取引の停止の日の属する連結会計

年度開始の日から３年以内に開始する各連結会

計年度においていずれも当該取引の停止による

連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度

の売上高の１００分の１０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

取引先との取引の停止の日の属する連結会計

年度開始の日から３年以内に開始する各連結会

計年度においていずれも当該取引の停止による

売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の

１００分の１０に相当する額未満であると見込

まれること。 
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（７） 規程第４０３条第２号ｊに掲げる事実 （７） 規程第４０３条第２号ｊに掲げる事実 

次のａからｃまでに掲げるもののいずれにも

該当すること。 

次のａからｃまでに掲げるもののいずれにも

該当すること。 

ａ 債務の免除の額又は債務の引受け若しくは

弁済の額（債務の返済期限の延長の場合には、

当該債務の額）が直前連結会計年度の末日にお

ける連結会社の債務の総額の１００分の１０

に相当する額未満であること。 

ａ 債務の免除の額又は債務の引受け若しくは

弁済の額（債務の返済期限の延長の場合には、

当該債務の額）が直前連結会計年度の末日にお

ける債務の総額の１００分の１０に相当する

額未満であること。 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

（８） 規程第４０３条第２号ｋに掲げる事実 （８） 規程第４０３条第２号ｋに掲げる事実 

発見された資源の採掘又は採取を開始する連

結会計年度開始の日から３年以内に開始する各

連結会計年度においていずれも当該資源を利用

する事業による連結会社の売上高の増加額が直

前連結会計年度の売上高の１００分の１０に相

当する額未満であると見込まれること。 

発見された資源の採掘又は採取を開始する連

結会計年度開始の日から３年以内に開始する各

連結会計年度においていずれも当該資源を利用

する事業による売上高の増加額が直前連結会計

年度の売上高の１００分の１０に相当する額未

満であると見込まれること。 

  

（上場会社の予想値の修正） （上場会社の予想値の修正） 

第４０７条 規程第４０５条第１項に規定する投資者

の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして施行規

則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に従い、

当該各号に定めることとする。 

第４０７条 規程第４０５条第１項に規定する投資者

の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして施行規

則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に従い、

当該各号に定めることとする。 

（削る） （１） 売上高 

 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算

における数値を公表がされた直近の予想値（当該

予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の

実績値）で除して得た数値が１．１以上又は０．

９以下であること。 

（削る） （２） 営業利益 

 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算

における数値を公表がされた直近の予想値（当該

予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の

実績値）で除して得た数値が１．３以上又は０．

７以下（公表がされた直近の予想値又は当該予想

値がない場合における公表がされた前事業年度

の実績値がゼロの場合はすべてこの基準に該当
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することとする。）であること。 

（削る） （３） 経常利益 

 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算

における数値を公表がされた直近の予想値（当該

予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の

実績値）で除して得た数値が１．３以上又は０．

７以下（公表がされた直近の予想値又は当該予想

値がない場合における公表がされた前事業年度

の実績値がゼロの場合はすべてこの基準に該当

することとする。）であること。 

（削る） （４） 純利益 

 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算

における数値を公表がされた直近の予想値（当該

予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の

実績値）で除して得た数値が１．３以上又は０．

７以下（公表がされた直近の予想値又は当該予想

値がない場合における公表がされた前事業年度

の実績値がゼロの場合はすべてこの基準に該当

することとする。）であること。 

（１） （略） （５） （略） 

（２） （略） （６） （略） 

（３） 企業集団の経常利益（上場会社がＩＦＲＳ

任意適用会社である場合は、税引前利益） 

新たに算出した予想値又は当連結会計年度の

決算における数値を公表がされた直近の予想値

（当該予想値がない場合は、公表がされた前連結

会計年度の実績値）で除して得た数値が１．３以

上又は０．７以下（公表がされた直近の予想値又

は当該予想値がない場合における公表がされた

前連結会計年度の実績値がゼロの場合はすべて

この基準に該当することとする。）であること。 

（７） 企業集団の経常利益  

 

新たに算出した予想値又は当連結会計年度の

決算における数値を公表がされた直近の予想値

（当該予想値がない場合は、公表がされた前連結

会計年度の実績値）で除して得た数値が１．３以

上又は０．７以下（公表がされた直近の予想値又

は当該予想値がない場合における公表がされた

前連結会計年度の実績値がゼロの場合はすべて

この基準に該当することとする。）であること。 

（４） 企業集団の純利益（上場会社がＩＦＲＳ任

意適用会社である場合は、当期利益及び親会社の

所有者に帰属する当期利益） 

  新たに算出した予想値又は当連結会計年度の決

算における数値を公表がされた直近の予想値（当

（８） 企業集団の純利益 

   

 

新たに算出した予想値又は当連結会計年度の

決算における数値を公表がされた直近の予想値
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該予想値がない場合は、公表がされた前連結会計

年度の実績値）で除して得た数値が１．３以上又

は０．７以下（公表がされた直近の予想値又は当

該予想値がない場合における公表がされた前連

結会計年度の実績値がゼロの場合はすべてこの

基準に該当することとする。）であること。 

（当該予想値がない場合は、公表がされた前連結

会計年度の実績値）で除して得た数値が１．３以

上又は０．７以下（公表がされた直近の予想値又

は当該予想値がない場合における公表がされた

前連結会計年度の実績値がゼロの場合はすべて

この基準に該当することとする。）であること。 

２ 連結財務諸表を作成すべき会社でない会社に対す

る前項の規定の適用については、同項中「企業集団」

とあるのは「上場会社」と、「連結会計年度」とあ

るのは「事業年度」とする。 

（新設） 

  

 （子会社等の予想値の修正） 

第４０８条 削除 第４０８条 規程第４０５条第３項に規定する投資者

の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして施行規

則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に従い、

当該各号に定めることとする。 

 （１） 売上高 

 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算

における数値を公表がされた直近の予想値（当該

予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の

実績値）で除して得た数値が１．１以上又は０．

９以下であること。 

 （２） 営業利益 

 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算

における数値を公表がされた直近の予想値（当該

予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の

実績値）で除して得た数値が１．３以上又は０．

７以下（公表がされた直近の予想値又は当該予想

値がない場合における公表がされた前事業年度

の実績値がゼロの場合はすべてこの基準に該当

することとする。）であること。 

 （３） 経常利益 

 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算

における数値を公表がされた直近の予想値（当該

予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の

実績値）で除して得た数値が１．３以上又は０．
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７以下（公表がされた直近の予想値又は当該予想

値がない場合における公表がされた前事業年度

の実績値がゼロの場合はすべてこの基準に該当

することとする。）であること。 

 （４） 純利益 

 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算

における数値を公表がされた直近の予想値（当該

予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の

実績値）で除して得た数値が１．３以上又は０．

７以下（公表がされた直近の予想値又は当該予想

値がない場合における公表がされた前事業年度

の実績値がゼロの場合はすべてこの基準に該当

することとする。）であること。 

  

（支配株主等に関する事項の開示の取扱い） （支配株主等に関する事項の開示の取扱い） 

第４１２条 規程第４１１条第１項に規定する施行規

則で定める支配株主等に関する事項とは、次の各号

に定める事項をいう。 

第４１２条 規程第４１１条第１項に規定する施行規

則で定める支配株主等に関する事項とは、次の各号

に定める事項をいう。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（６） 第２１１条第４項第１号又は第２２６条第

４項第１号に規定する指針（規程第４１９条第１

項の規定により当該指針に変更があった場合に

は、当該変更後の指針を含む。）に定める方策の

履行状況 

（６） 第２１１条第６項第１号又は第２２６条第

６項第１号に規定する指針（規程第４１９条第１

項の規定により当該指針に変更があった場合に

は、当該変更後の指針を含む。）に定める方策の

履行状況 

  

 （適時開示に係る宣誓書の取扱い） 

第４１４条 削除 第４１４条 規程第４１８条に規定する施行規則で定

めるときとは、次の各号のいずれかに該当するとき

をいうものとする。 

 （１） 規程第４１８条に規定する宣誓書（規程第

２０４条第１１項第１号及び規程第２１１条第

１１項第１号に規定する宣誓書を含む。次号にお

いて同じ。）に署名を行った代表者の異動があっ

たとき。 

 （２） 過去５年間において、規程第４１８条に規

定する宣誓書を提出していないこととなったと
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き。 

 ２ 規程第４１８条に規定する宣誓書は、内国会社に

あっては別記第１―８号様式に、外国会社にあって

は別記第１―９号様式にそれぞれよるものとし、か

つ、上場会社の代表者による署名を要するものとす

る。 

 ３ 規程第４１８条に規定する施行規則で定める添付

書類とは、上場会社の会社情報の適時開示に係る社

内体制の状況を記載した書面をいう。 

 ４ 前項に規定する書面（第２１１条第３項及び第２

２６条第３項に規定する書面を含む。）に記載した

事項に変更が生じた場合には、当該書面を新たに作

成し、当取引所に提出することができるものとする。 

  

（コーポレート・ガバナンスに関する報告書の取扱

い） 

（コーポレート・ガバナンスに関する報告書の取扱

い） 

第４１５条 規程第４１９条第２項に規定する施行規

則で定める事項とは、第２１１条第４項第１号及び

第２２６条第４項第１号に掲げる事項のうち資本構

成及び企業属性に関する事項をいう。 

第４１５条 規程第４１９条第２項に規定する施行規

則で定める事項とは、第２１１条第６項第１号及び

第２２６条第６項第１号に掲げる事項のうち資本構

成及び企業属性に関する事項をいう。 

  

（開示を要する決定事実に係る書類の提出） （開示を要する決定事実に係る書類の提出） 

第４１７条 上場会社は、規程第４０２条第１号に掲

げる事項のうち次の各号に掲げる事項について決議

又は決定（取締役会で決議したこと（代表取締役の

専決事項である場合にあっては、代表取締役が所要

の手続に従い決定したことをいい、委員会設置会社

にあっては、執行役が決定したことを含む。）をい

う。以下この条及び次条において同じ。）を行った

場合には、当該各号に定めるところに従い、当取引

所に書類の提出を行うものとする。 

第４１７条 上場会社は、規程第４０２条第１号に掲

げる事項のうち次の各号に掲げる事項について決議

又は決定（取締役会で決議したこと（代表取締役の

専決事項である場合にあっては、代表取締役が所要

の手続に従い決定したことをいい、委員会設置会社

にあっては、執行役が決定したことを含む。）をい

う。以下この条及び次条において同じ。）を行った

場合には、当該各号に定めるところに従い、当取引

所に書類の提出を行うものとする。 

（１） 規程第４０２条第１号ａに掲げる事項 （１） 規程第４０２条第１号ａに掲げる事項 

次のａからｇまでに掲げる書類。ただし、規程

第４０２条の規定により開示を行う場合には、ａ

に掲げる書類の提出を要しないものとし、電子開

示手続（法第２７条の３０の２に規定する電子開

次のａからｇまでに掲げる書類。ただし、規程

第４０２条の規定により開示を行う場合には、ａ

に掲げる書類の提出を要しないものとし、電子開

示手続（法第２７条の３０の２に規定する電子開
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示手続をいう。以下同じ。）により有価証券届出

書及び訂正届出書を内閣総理大臣等に対し提出

した場合には、ｄに掲げる書類の提出を要しない

ものとし、上場外国会社である場合には、当該事

項の内容を記載した有価証券変更上場申請書の

提出をもってａに掲げる書類の提出に代えるこ

とができる。 

示手続をいう。以下同じ。）により有価証券届出

書及び訂正届出書を内閣総理大臣等に対し提出

した場合には、ｄに掲げる書類の提出を要しない

ものとし、上場外国会社である場合には、当該事

項の内容を記載した有価証券変更上場申請書の

提出をもってａに掲げる書類の提出に代えるこ

とができる。 

ａ～ｆ （略） ａ～ｆ （略） 

ｇ 上場会社が第三者割当による募集株式等の

割当てを行う場合（割当てを受ける者の全てが

上場会社又は当取引所の取引参加者その他の

当取引所が適当と認める者である場合を除

く。）には、当取引所所定の「割当てを受ける

者と反社会的勢力との関係がないことを示す

確認書」 作成後直ちに 

ｇ 上場会社が第三者割当による募集株式等の

割当てを行う場合（割当てを受ける者の全てが

上場会社又は当取引所の取引参加者である場

合を除く。）には、当取引所所定の「割当てを

受ける者と反社会的勢力との関係がないこと

を示す確認書」 作成後直ちに 

（２）～（９） （略） （２）～（９） （略） 

（１０） 規程第４０２条第１号ｍに掲げる事項の

うち非上場会社からの事業の全部若しくは一部

の譲受け又は他の者への事業の全部若しくは一

部の譲渡（第４０１条第１項第２号に規定する基

準に該当する場合を除く。） 

（１０） 規程第４０２条第１号ｍに掲げる事項の

うち非上場会社からの事業の全部若しくは一部

の譲受け又は他の者への事業の全部若しくは一

部の譲渡（第４０１条第２号に規定する基準に該

当する場合を除く。） 

当取引所所定の「事業の譲受け（譲渡）概要書」 

決議又は決定後速やかに 

当取引所所定の「事業の譲受け（譲渡）概要書」 

決議又は決定後速やかに 

この場合において、上場会社は、当該書類を当

取引所が公衆の縦覧に供することに同意するも

のとする。 

この場合において、上場会社は、当該書類を当

取引所が公衆の縦覧に供することに同意するも

のとする。 

（１１） 規程第４０２条第１号ｑに掲げる事項（第

４０１条第１項第５号に規定する基準に該当す

る場合を除く。） 

（１１） 規程第４０２条第１号ｑに掲げる事項（第

４０１条第５号に規定する基準に該当する場合

を除く。） 

当取引所所定の「異動子会社に関する概要書」 

子会社の異動後速やかに 

当取引所所定の「異動子会社に関する概要書」 

子会社の異動後速やかに 

この場合において、上場会社は、当該書類を当

取引所が公衆の縦覧に供することに同意するも

のとする。 

この場合において、上場会社は、当該書類を当

取引所が公衆の縦覧に供することに同意するも

のとする。 

（１２） 規程第４０２条第１号ｒに掲げる事項（第

４０１条第１項第６号に規定する基準に該当す

（１２） 規程第４０２条第１号ｒに掲げる事項（第

４０１条第６号に規定する基準に該当する場合
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る場合を除く。） を除く。） 

非上場会社からの事業上の固定資産の譲受け

を行う場合又は他の者への事業上の固定資産の

譲渡を行う場合 

非上場会社からの事業上の固定資産の譲受け

を行う場合又は他の者への事業上の固定資産の

譲渡を行う場合 

当取引所所定の「事業上の固定資産の譲受け

（譲渡）概要書」 決議又は決定後速やかに 

当取引所所定の「事業上の固定資産の譲受け

（譲渡）概要書」 決議又は決定後速やかに 

この場合において、上場会社は、当該書類を当

取引所が公衆の縦覧に供することに同意するも

のとする。 

この場合において、上場会社は、当該書類を当

取引所が公衆の縦覧に供することに同意するも

のとする。 

（１３）・（１４） （略） （１３）・（１４）  （略） 

（１４）の２ 規程第４０２条第１号ａａに掲げる

事項（当取引所所定の「取引所規則の遵守に関す

る確認書」を提出した代表取締役又は代表執行役

（協同組織金融機関を代表すべき役員を含む。）

の異動の場合に限る。） 

（新設） 

当取引所所定の「取引所規則の遵守に関する確

認書」 異動後直ちに 

 

（１５）～（１７） （略） （１５）～（１７） （略） 

  

（開示を要しない決定事実に係る書類の提出） （開示を要しない決定事実に係る書類の提出） 

第４１８条 上場会社は、次の各号に掲げる事項につ

いて決議又は決定を行った場合（決議又は決定によ

らずに当該事項が発生した場合を含む。）には、次

の各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提

出を行うものとする。 

第４１８条 上場会社は、次の各号に掲げる事項につ

いて決議又は決定を行った場合（決議又は決定によ

らずに当該事項が発生した場合を含む。）には、次

の各号に定めるところに従い、当取引所に書類の提

出を行うものとする。 

（１）～（２１） （略） （１）～（２１） （略） 

（削る） （２２） 規程第２０４条第１１項第１号、規程第

２１１条第１１項第１号、規程第４１８条、規程

第９０８条又は規程第９３１条に規定する宣誓

書に署名を行った代表者の異動 

 取締役会決議通知書又は決定通知書 決議又

は決定後直ちに 

（２２） （略） （２３） （略） 

（２３） （略） （２４） （略） 

（２４） （略） （２５） （略） 
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（発生事実に係る書類の提出） （発生事実に係る書類の提出） 

第４１９条 上場会社は、次の各号に掲げる場合には、

次の各号に定めるところに従い、当取引所に書類の

提出を行うものとする。 

第４１９条 上場会社は、次の各号に掲げる場合には、

次の各号に定めるところに従い、当取引所に書類の

提出を行うものとする。 

（１） 規程第４０２条第２号ｍに規定する債権者

による債務の免除又は第三者による債務の引受

若しくは弁済に関する合意が当該債権者又は第

三者となされた場合（第４０２条第１項第７号に

規定する基準に該当する場合を除く。） 

（１） 規程第４０２条第２号ｍに規定する債権者

による債務の免除又は第三者による債務の引受

若しくは弁済に関する合意が当該債権者又は第

三者となされた場合（第４０２条第７号に規定す

る基準に該当する場合を除く。） 

直前事業年度の末日における債務の総額、債務

の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額及

び当該債務の総額に対する債務の免除の額又は

債務の引受若しくは弁済の額の割合を記載した

合意に関する書面 当該合意後直ちに 

直前事業年度の末日における債務の総額、債務

の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額及

び当該債務の総額に対する債務の免除の額又は

債務の引受若しくは弁済の額の割合を記載した

合意に関する書面 当該合意後直ちに 

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

  

（支配株主との重要な取引等に関する取扱い）  

第４３６条の３ 規程第４４１条の２に規定する施行

規則で定める者とは、次の各号に掲げる者をいう。 

（新設） 

（１） 上場会社と同一の親会社をもつ会社等（当

該上場会社及びその子会社等を除く。） 

 

（２） 上場会社の親会社の役員及びその近親者  

（３） 上場会社の支配株主（当該上場会社の親会

社を除く。）の近親者 

 

（４） 上場会社の支配株主（当該上場会社の親会社を

除く。）及び前号に掲げる者が議決権の過半数を自己の

計算において所有している会社等及び当該会社等の子

会社（当該上場会社及びその子会社等を除く。） 

 

  

（反社会的勢力の関与） （反社会的勢力の関与） 

第４３６条の４ （略） 第４３６条の３ （略） 

  

（議決権行使を容易にするための環境整備の取扱い

） 

（議決権行使を容易にするための環境整備の取扱い

） 

第４３７条 規程第４４６条に規定する施行規則で定

める事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。 

第４３７条 規程第４４６条に規定する施行規則で定

める事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。 
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（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 株主（当該株主が他人のために株式を有す

る者である場合には、当該株主に対して議決権の

行使に係る指図権その他これに相当する権利を

有する実質的な株主を含む。次号において同じ。）

が電磁的方法により議決権（議決権の行使に係る

指図権その他これに相当する権利を含む。次号に

おいて同じ。）の行使を行うことができる状態に

置くこと。 

（５） 電磁的方法により議決権の行使を行うこと

ができる状態に置くこと。 

（６） その他株主の株主総会における議決権の行

使を容易にするための環境整備に向けた事項 

（６） その他株主総会における議決権行使を容易

にするための環境整備に向けた事項 

  

（上場内国会社の上場廃止基準の取扱い） （上場内国会社の上場廃止基準の取扱い） 

第６０１条 （略） 第６０１条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 規程第６０１条第１項第５号に規定する債務超過

の取扱いは次の各号に定めるところによる。 

４ 規程第６０１条第１項第５号に規定する債務超過

の取扱いは次の各号に定めるところによる。 

（１） 規程第６０１条第１項第５号に規定する債

務超過の状態とは、第２１２条第５項第１号に規

定する連結貸借対照表に基づいて算定される純資

産の額（上場会社が連結財務諸表を作成すべき会

社でない場合は同項第２号に規定する貸借対照表

に基づいて算定される純資産の額）が負である場

合をいう。ただし、上場会社がＩＦＲＳ任意適用

会社である場合は、当該連結貸借対照表に基づい

て算定される純資産の額（上場会社が連結財務諸

表を作成すべき会社でない場合は当該貸借対照表

に基づいて算定される純資産の額）に相当する額

（会計基準の差異による影響額（当取引所が必要

と認めるものに限る。）を除外した額をいう。）

が負である場合をいう。 

（１） 規程第６０１条第１項第５号に規定する債

務超過の状態とは、第２１２条第５項第１号に規

定する連結貸借対照表に基づいて算定される純資

産の額（上場会社が連結財務諸表を作成すべき会

社でない場合は同項第２号に規定する貸借対照表

に基づいて算定される純資産の額とし、連結財務

諸表規則第９３条の規定の適用を受ける会社にあ

ってはこれに相当する額とする。）が負であるこ

とをいう。 

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略） 

５～７ （略） ５～７ （略） 

８ 規程第６０１条第１項第９号に規定する不適当な

合併等の取扱いは次の各号に定めるところによる。 

８ 規程第６０１条第１項第９号に規定する不適当な

合併等の取扱いは次の各号に定めるところによる。 

（１） （略） （１） （略） 
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（２） 次のａからｅまでのいずれかに該当する場

合は、規程第６０１条第１項第９号ａ及びｂに規

定する上場会社が実質的な存続会社でないと当

取引所が認めた場合には該当しないものとして

取り扱う。 

（２） 次のａからｅまでのいずれかに該当する場

合は、規程第６０１条第１項第９号ａ及びｂに規

定する上場会社が実質的な存続会社でないと当

取引所が認めた場合には該当しないものとして

取り扱う。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 当該上場会社が非上場会社の吸収合併又は

非上場会社を完全子会社とする株式交換（非上

場会社との間の規程第２０８条第１号又は第

３号に規定する行為を含む。）その他これらと

同等の効果をもたらすと認められる行為を行

う場合において、次の（ａ）から（ｄ）までの

いずれにも該当すること。 

ｂ 当該上場会社が非上場会社の吸収合併又は

非上場会社を完全子会社とする株式交換（非上

場会社との間の規程第２０８条第１号又は第

３号に規定する行為を含む。）その他これらと

同等の効果をもたらすと認められる行為を行

う場合において、次の（ａ）から（ｄ）までの

いずれにも該当すること。 

（ａ）～（ｃ） （略） （ａ）～（ｃ） （略） 

（ｄ） 非上場会社連結会社の直前連結会計年

度の連結経常利益金額（当該非上場会社が連

結財務諸表提出会社でない場合は、当該非上

場会社の直前事業年度の経常利益金額とし、

当該非上場会社がＩＦＲＳ任意適用会社で

ある場合は、親会社の所有者に帰属する当期

利益金額とする。）が連結会社の直前連結会

計年度の連結経常利益金額（上場会社が連結

財務諸表提出会社でない場合は、上場会社の

直前事業年度の経常利益金額とし、上場会社

がＩＦＲＳ任意適用会社である場合は、親会

社の所有者に帰属する当期利益金額とす

る。）未満であること。 

（ｄ） 非上場会社連結会社の直前連結会計年

度の連結経常利益金額（当該非上場会社が連

結財務諸表提出会社でない場合は、当該非上

場会社の直前事業年度の経常利益金額）が連

結会社の直前連結会計年度の連結経常利益

金額（上場会社が連結財務諸表提出会社でな

い場合は、上場会社の直前事業年度の経常利

益金額）未満であること。 

ｃ 非上場会社から会社分割による事業の承継

又は非上場会社から事業の譲受けその他これ

らと同等の効果をもたらすと認められる行為

を行う場合において、次の（ａ）から（ｄ）ま

でのいずれにも該当すること。 

ｃ 非上場会社から会社分割による事業の承継

又は非上場会社から事業の譲受けその他これ

らと同等の効果をもたらすと認められる行為

を行う場合において、次の（ａ）から（ｄ）ま

でのいずれにも該当すること。 

（ａ）～（ｃ） （略） （ａ）～（ｃ） （略） 

（ｄ） 事業の承継又は譲受けの対象となった

部門等における経常利益金額に相当すると

認められる額が連結会社の直前連結会計年

（ｄ） 事業の承継又は譲受けの対象となった

部門等における経常利益金額に相当すると

認められる額が連結会社の直前連結会計年
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度の連結経常利益金額（上場会社が連結財務

諸表提出会社でない場合は、上場会社の直前

事業年度の経常利益金額とし、上場会社がＩ

ＦＲＳ任意適用会社である場合は、親会社の

所有者に帰属する当期利益金額とする。）未

満であること。 

度の連結経常利益金額（上場会社が連結財務

諸表提出会社でない場合は、上場会社の直前

事業年度の経常利益金額）未満であること。 

ｄ （略） ｄ （略） 

ｅ 当該上場会社が非上場会社との間で規程第

２０８条第５号に規定する行為（吸収分割に限

る。）を行う場合において、次の（ａ）から（ｄ）

までのいずれにも該当すること。 

ｅ 当該上場会社が非上場会社との間で規程第

２０８条第５号に規定する行為（吸収分割に限

る。）を行う場合において、次の（ａ）から（ｄ）

までのいずれにも該当すること。 

（ａ）～（ｃ） （略） （ａ）～（ｃ） （略） 

（ｄ） 非上場会社連結会社の直前連結会計年

度の連結経常利益金額（当該非上場会社が連

結財務諸表等提出会社でない場合は、当該非

上場会社の直前事業年度の経常利益金額と

し、当該非上場会社がＩＦＲＳ任意適用会社

である場合は、親会社の所有者に帰属する当

期利益金額とする。）が当該上場会社からの

事業の承継の対象となった部門等における

経常利益金額に相当すると認められる額未

満であること。 

（ｄ） 非上場会社連結会社の直前連結会計年

度の連結経常利益金額（当該非上場会社が連

結財務諸表等提出会社でない場合は、当該非

上場会社の直前事業年度の経常利益金額）が

当該上場会社からの事業の承継の対象とな

った部門等における経常利益金額に相当す

ると認められる額未満であること。 

（３）～（７） （略） （３）～（７） （略） 

９～１５ （略） ９～１５ （略） 

  

（監理銘柄の指定の取扱い） （監理銘柄の指定の取扱い） 

第６０５条 当取引所は、上場株券等が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、当該上場株券等を規程第

６１０条に規定する監理銘柄に指定することができ

る。この場合において、第１２号の２、第１２号の

３、第１４号、第１５号、第２１号の２又は第２２

号に該当する場合は監理銘柄（審査中）に指定し、

それ以外の場合は監理銘柄（確認中）に指定する。 

第６０５条 当取引所は、上場株券等が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、当該上場株券等を規程第

６１０条に規定する監理銘柄に指定することができ

る。この場合において、第１２号の２、第１４号、

第１５号、第２１号の２又は第２２号に該当する場

合は監理銘柄（審査中）に指定し、それ以外の場合

は監理銘柄（確認中）に指定する。 

（１）～（１１） （略） （１）～（１１） （略） 

（１２） 第６０１条第８項第５号に定める猶予期

間の最終日までに、同項第６号に定める基準に適

（１２） 第６０１条第８項第５号に定める猶予期

間の最終日までに、同項第６号に定める基準に適
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合することが確認できない場合（次号に掲げると

きを除く。） 

合することが確認できない場合 

（１２）の２ 第６０１条第８項第５号に定める猶

予期間の最終日までに、同項第６号に定める基準

に適合することが確認できない場合であって、当

該基準に適合しないかどうかの審査を行ってい

るとき 

（新設） 

（１２）の３ 規程第６０１条第１項第９号の２（規

程第６０２条第１項第１号、同条第２項第３号、

規程第６０３条第１項第６号、規程第６０４条第

１項第２号又は同条第２項第１号による場合を

含む。）に該当するおそれがあると当取引所が認

める場合 

（１２）の２ 規程第６０１条第１項第９号の２（規

程第６０２条第１項第１号、同条第２項第３号、

規程第６０３条第１項第６号、規程第６０４条第

１項第２号又は同条第２項第１号による場合を

含む。）に該当するおそれがあると当取引所が認

める場合 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の場合における監理銘柄への指定期間は、

次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日

から当取引所が当該上場株券等を上場廃止するかど

うかを認定した日までとする。ただし、第１項第２

２号の場合において、第５号に定める日から１年を

超えることとなるときは、当該日から１年を経過し

た日以降の日でその都度当取引所が定める日までと

する。 

３ 前２項の場合における監理銘柄への指定期間は、

次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日

から当取引所が当該上場株券等を上場廃止するかど

うかを認定した日までとする。ただし、第１項第２

２号の場合において、第５号に定める日から１年を

超えることとなるときは、当該日から１年を経過し

た日以降の日でその都度当取引所が定める日までと

する。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 第１項第４号、第５号、第７号、第１０号、

第１２号の２、第１２号の３、第１４号から第１

６号まで及び第１９号から第２５号までの場合 

（５） 第１項第４号、第５号、第７号、第１０号、

第１４号から第１６号まで及び第１９号から第

２５号までの場合 

当取引所が必要と認めた日 当取引所が必要と認めた日 

（５）の２・（６） （略） （５）の２・（６） （略） 

４ （略） ４ （略） 

  

（整理銘柄の指定の取扱い） （整理銘柄の指定の取扱い） 

第６０６条 当取引所は、上場株券等の上場廃止が決

定された場合には、規程第６１１条の規定に基づき、

当取引所が当該株券等の上場廃止を決定した日から

上場廃止日の前日までの間、当該株券等を整理銘柄

に指定することができる。ただし、規程第２０８条

第６０６条 当取引所は、上場株券等の上場廃止が決

定された場合には、規程第６１１条の規定に基づき、

当取引所が当該株券等の上場廃止を決定した日から

上場廃止日の前日までの間、当該株券等を整理銘柄

に指定することができる。ただし、規程第２０８条
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第２号若しくは第４号、規程第２１５条第２号若し

くは第４号、第６０１条第７項第２号ａ若しくは第

１２項第１号又は第６０４条第４号、第６号若しく

は第７号の規定の適用を受ける場合は、この限りで

ない。 

第２号若しくは第４号、規程第２１５条第２号若し

くは第４号、第６０１条第７項第２号ａ若しくは第

１１項第１号又は第６０４条第４号、第６号若しく

は第７号の規定の適用を受ける場合は、この限りで

ない。 

  

（新株券等の発行等に係る料金） （新株券等の発行等に係る料金） 

第７１０条 上場会社（当取引所以外を主たる市場と

する上場外国会社を除く。以下この条において同

じ。）は、新株券等の発行等に係る料金として、次

の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定め

る金額を、当該新株券等の発行等を行った日の属す

る月の翌月末日まで（上場外国会社にあっては、当

該新株券等の発行等を行った日の属する月の翌々月

の末日まで）に支払うものとする。 

第７１０条 上場会社（当取引所以外を主たる市場と

する上場外国会社を除く。以下この条において同

じ。）は、新株券等の発行等に係る料金として、次

の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定め

る金額を、当該新株券等の発行等を行った日の属す

る月の翌月末日まで（上場外国会社にあっては、当

該新株券等の発行等を行った日の属する月の翌々月

の末日まで）に支払うものとする。 

（１） 上場株券等（他の種類の株式への転換によ

り上場株券等の交付が行われる新株券等を含む。）

の発行又は処分（会社法第１９９条第１項に規定

する募集によるもの（外国会社にあってはこれに

相当するもの）に限る。） 

（１） 新たな上場株券等（他の種類の株式への転

換により上場株券等の交付が行われる新株券等を

含む。）の発行（会社法第１９９条第１項に規定

する募集によるもの（外国会社にあってはこれに

相当するもの）に限る。） 

１株券等当たりの払込金額に発行又は処分する

株券等の数を乗じて得た金額の万分の１に相当す

る金額 

１株券等当たりの発行価格に新たに発行する株

券等の数を乗じて得た金額の万分の１に相当する

金額 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（新株予約権証券の新規上場料） （新株予約権証券の新規上場料） 

第７１４条 新規上場申請に係る新株予約権証券の発

行者は、新規上場料として、次の各号に掲げる場合

の区分に従い、当該各号に定める金額を、当該新規

上場申請に係る新株予約権証券の上場日の属する月

の翌月末日までに支払うものとする。ただし、第７

１０条第１項第２号により得た金額及び第７１１条

第１項により得た金額の合計額又は第７１１条第２

項により得た金額の半額を限度とする。 

第７１４条 新規上場申請に係る新株予約権証券の発

行者は、新規上場料として、次の各号に掲げる場合

の区分に従い、当該各号に定める金額を、上場日の

前日までに支払うものとする。ただし、第７１０条

第１項第２号により得た金額及び第７１１条第１項

により得た金額の合計額又は第７１１条第２項によ

り得た金額の半額を限度とする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 
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（株式会社企業再生支援機構が再生支援をする会社

が発行する株券の取扱い） 

（株式会社企業再生支援機構が再生支援をする会社

が発行する株券の取扱い） 

第７１９条 規程第７０７条第１項の規定の適用を受

ける新規上場申請者については、次の各号のとおり

取り扱うものとする。 

第７１９条 規程第７０７条第１項の規定の適用を受

ける新規上場申請者については、次の各号のとおり

取り扱うものとする。 

（１） 第２０４条の規定については、同条第１項

第１６号、第１８号及び第１９号中「最近２年間

（新規上場申請者が規程第２０５条第６号ａ及

びｃのいずれにも適合していない場合は、最近３

年間）」とあるのは「最近２年間」とし、同項第

４号ｃの規定は適用しない。 

（１） 第２０４条の規定については、同条第１項

第１７号、第１９号及び第２０号中「最近２年間

（新規上場申請者が規程第２０５条第６号ａ及

びｃのいずれにも適合していない場合は、最近３

年間）」とあるのは「最近２年間」とし、同項第

４号ｃの規定は適用しない。 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

（新規上場申請に係る提出書類等の取扱い） （新規上場申請に係る提出書類等の取扱い） 

第８０２条 規程第８０３条第２項に規定する施行規

則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。 

第８０２条 規程第８０３条第２項に規定する施行規

則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（削る） （４） 規程第８０６条の規定に基づき会社情報の

適時開示等を適切に行う旨を確約した書面 

（４） （略） （５） （略） 

（５） （略） （６） （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第２１１条第３項の規定は、規程第８０３条第５

項に規定する施行規則で定めるコーポレート・ガバ

ナンスに関する事項について準用する。 

３ 第２１１条第６項の規定は、規程第８０３条第５

項に規定する施行規則で定めるコーポレート・ガバ

ナンスに関する事項について準用する。 

  

（会社情報の開示の取扱い） （会社情報の開示の取扱い） 

第８０４条 第４０１条及び第４０２条の規定は、規

程第８０６条第４項に規定する当該上場子会社連動

配当株の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして

施行規則で定める基準について、第４０７条の規定

は、規程第８０６条第４項に規定する当該上場子会

社連動配当株の投資判断に及ぼす影響が重要なもの

として施行規則で定める基準について、第４０３条

第８０４条 第４０１条及び第４０２条の規定は、規

程第８０６条第４項に規定する当該上場子会社連動

配当株の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして

施行規則で定める基準について、第４０７条の規定

は、規程第８０６条第４項に規定する当該上場子会

社連動配当株の投資判断に及ぼす影響が重要なもの

として施行規則で定める基準について、第４０３条
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及び第４０４条の規定は、規程第８０６条第７項に

規定する当該上場子会社連動配当株の投資判断に及

ぼす影響が軽微なものとして施行規則で定める基準

について、それぞれ準用する。 

及び第４０４条の規定は、規程第８０６条第７項に

規定する当該上場子会社連動配当株の投資判断に及

ぼす影響が軽微なものとして施行規則で定める基準

について、それぞれ準用する。 

２ （略） ２ （略） 

（削る） ３ 規程第８０６条第５項の規定に基づく対象子会社

の四半期財務・業績の概況の開示は、その開示資料

に、当該四半期における当該対象子会社の経営成績

及び財政状態に係る四半期財務情報を記載すること

を要するものとする。 

３ 第４１２条（第２号及び第３号を除く。）の規定

は、規程第８０６条第６項の規定に基づく対象子会

社の開示について準用する。 

４ 第４１２条（第２号及び第３号を除く。）の規定

は、規程第８０６条第７項の規定に基づく対象子会

社の開示について準用する。 

  

（新規上場申請に係る提出書類等の取扱い） （新規上場申請に係る提出書類等の取扱い） 

第９０２条 規程第９０３条第２項に規定する施行規

則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。 

第９０２条 規程第９０３条第２項に規定する施行規

則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 当取引所所定の「取引所規則の遵守に関す

る確認書」。ただし、上場会社及び上場債券の発

行者については、提出を要しない。 

（５） 当取引所所定の「適時開示に係る宣誓書」

及び新規上場申請銘柄の発行者に関する情報の

適時開示に係る体制の状況を記載した添付書類。

この場合において、「適時開示に係る宣誓書」に

は、新規上場申請銘柄の発行者の代表者又はそれ

に準ずると認められる者による署名を要するも

のとする。ただし、上場会社及び上場債券の発行

者については、提出を要しない。 

（６）～（８） （略） （６）～（８） （略） 

（９） 債券の新規上場を申請しようとする者が外

国社債券の発行者（保証付外国社債券の発行者を

除く。）である場合には、次のａからｅまでに掲

げる書類。ただし、上場会社又は上場外国社債券

の発行者である場合には提出を要しない。 

（９） 債券の新規上場を申請しようとする者が外

国社債券の発行者（保証付外国社債券の発行者を

除く。）である場合には、次のａからｅまでに掲

げる書類。ただし、上場会社又は上場外国社債券

の発行者である場合には提出を要しない。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 第２０４条第１項第１２号及び第２９号、同

条第２項第２号から第５号まで及び同項第７

号から第１１号までに掲げる書類 

ｃ 第２０４条第１項第１３号及び第３０号、同

条第２項第２号から第５号まで及び同項第７

号から第１１号までに掲げる書類 
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ｄ・ｅ （略） ｄ・ｅ （略） 

（１０） （略） （１０） （略） 

２ 規程第９０３条第３項に規定する施行規則で定め

る書類は、前項第７号に掲げる書類とする。 

２ 規程第９０３条第３項に規定する施行規則で定め

る書類は、前項第５号及び第７号に掲げる書類とす

る。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（削る） ６ 第１項第５号に規定する「適時開示に係る宣誓書」

は、内国法人が発行する債券にあっては別記第３―

５号様式に、外国又は外国法人が発行する債券にあ

っては別記第３―６号様式にそれぞれよるものとす

る。 

  

 （適時開示に係る宣誓書の取扱い） 

第９０４条 削除 第９０４条 規程第９０８条に規定する施行規則で定

める者とは、次の各号に掲げる者をいう。 

 （１） 第９０２条第１項第５号に規定する「適時

開示に係る宣誓書」及び添付書類を提出した者

（上場会社を除く。） 

 （２） 規程第２０４条第１１項第１号又は規程第

４１８条に規定する「適時開示に係る宣誓書」を

提出した者のうち、当該者の発行する株券が当取

引所において上場廃止となった者 

 ２ 規程第９０８条に規定する施行規則で定めるとき

とは、次の各号に掲げるときをいう。 

 （１） 規程第９０８条に規定する「適時開示に係

る宣誓書」（第９０２条第１項第５号に規定する

「適時開示に係る宣誓書」を含む。次号において

同じ。）に署名を行った代表者又はそれに準ずる

と認められる者の異動があったとき 

 （２） 過去５年間において、規程第９０８条に規

定する「適時開示に係る宣誓書」を提出していな

いこととなったとき 

 ３ 規程第９０８条に規定する「適時開示に係る宣誓

書」は、内国法人が発行する債券にあっては別記第

３―５号様式に、外国又は外国法人が発行する債券

にあっては別記第３―６号様式にそれぞれよるもの
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とし、かつ、上場債券の発行者の代表者又はそれに

準ずると認められる者による署名を要するものとす

る。 

 ４ 規程第９０８条に規定する添付書類とは、会社情

報等の適時開示に係る体制の状況を記載した書面を

いう。 

 ５ 規程第９０８条に規定する添付書類（第９０２条

第１項第５号に規定する添付書類を含む。）に記載

した事項に変更が生じた場合には、当該書面を新た

に作成し、当取引所に提出することができるものと

する。 

  

（債券の上場廃止基準の取扱い） （債券の上場廃止基準の取扱い） 

第９０８条 （略） 第９０８条 （略） 

２ 規程第９１２条第１項第１号に規定する施行規則

で定める事項とは、第９０２条第１項第４号の規定

により提出した宣誓書において宣誓した事項をい

う。 

２ 規程第９１２条第１項第１号に規定する施行規則

で定める事項とは、第９０２条第１項第４号若しく

は第５号又は規程第９０８条の規定により提出した

宣誓書において宣誓した事項をいう。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

（新規上場申請に係る提出書類等の取扱い） （新規上場申請に係る提出書類等の取扱い） 

第９２２条 規程第９２８条第２項に規定する施行規

則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

ただし、交換社債券の上場を申請しようとする者が

上場会社又は上場交換社債券の発行者である場合

は、第５号及び第６号に掲げる書類については提出

を要しない。 

第９２２条 規程第９２８条第２項に規定する施行規

則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

ただし、交換社債券の上場を申請しようとする者が

上場会社又は上場交換社債券の発行者である場合

は、第５号及び第６号に掲げる書類については提出

を要しない。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 当取引所所定の「取引所規則の遵守に関す

る確認書」 

（５） 当取引所所定の「適時開示に係る宣誓書」

及び交換社債券に関する情報の適時開示に係る

体制の状況を記載した添付書類。この場合におい

て、「適時開示に係る宣誓書」には、新規上場申

請銘柄の発行者の代表者による署名を要するも

のとする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 規程第９２８条第４項に規定する施行規則で定め３ 規程第９２８条第４項に規定する施行規則で定め
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る書類は、前項各号に掲げる書類とする。 る書類は、第１項第５号及び前項各号に掲げる書類

とする。 

４ 規程第９２８条第５項に規定する施行規則で定め

る書類とは、第１項第１号、第２号及び第４号に掲

げる書類をいう。 

４ 規程第９２８条第５項に規定する施行規則で定め

る書類とは、第１項第１号、第２号、第４号及び第

５号に掲げる書類をいう。 

５ （略） ５ （略） 

（削る） ６ 第１項第５号に規定する「適時開示に係る宣誓書」

は、内国会社が発行する交換社債券にあっては別記

第３―１３号様式に、外国会社が発行する交換社債

券にあっては別記第３―１４号様式にそれぞれよる

ものとする。 

  

 （適時開示に係る宣誓書の取扱い） 

第９２４条 削除 第９２４条 規程第９３１条に規定する施行規則で定

める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。 

 （１） 規程第９３１条に規定する「適時開示に係

る宣誓書」（第９２２条第１項第５号に規定する

「適時開示に係る宣誓書」を含む。次号において

同じ。）に署名を行った代表者の異動があった場

合 

 （２） 過去５年間において、規程第９３１条に規

定する「適時開示に係る宣誓書」を提出していな

いこととなった場合 

 ２ 規程第９３１条に規定する「適時開示に係る宣誓

書」は、内国会社が発行する交換社債券にあっては

別記第３―１３号様式に、外国会社が発行する交換

社債券にあっては別記第３―１４号様式にそれぞれ

よるものとし、かつ、上場交換社債券の発行者の代

表者による署名を要するものとする。 

 ３ 規程第９３１条に規定する添付書類とは、会社情

報等の適時開示に係る体制の状況を記載した書面を

いうものとする。 

 ４ 規程第９３１条に規定する添付書類（第９２２条

第１項第５号に規定する添付書類を含む。）に記載

した事項に変更が生じた場合には、当該書面を新た

に作成し、当取引所に提出することができるものと
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する。 

  

（上場廃止基準の取扱い） （上場廃止基準の取扱い） 

第９２７条 （略） 第９２７条 （略） 

２ 規程第９３６条第１項第２号ａに規定する施行規

則で定める事項とは、第９２２条第１項第４号又は

第５号の規定により提出した宣誓書において宣誓し

た事項をいう。 

２ 規程第９３６条第１項第２号ａに規定する施行規

則で定める事項とは、第９２２条第１項第４号若し

くは第５号又は規程第９３１条の規定により提出し

た宣誓書において宣誓した事項をいう。 

３ （略） ３ （略） 

  

（有価証券新規上場申請書の添付書類） （有価証券新規上場申請書の添付書類） 

第１１０３条 規程第１１０３条第２項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とす

る。 

第１１０３条 規程第１１０３条第２項に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とす

る。 

（削る） （１） 当取引所所定の「適時開示に係る宣誓書」

及びＥＴＦに関する情報の適時開示に係る体制

の状況を記載した添付書類。この場合において、

当該「適時開示に係る宣誓書」は、内国ＥＴＦ及

び内国商品現物型ＥＴＦにあっては別記第４─

７号様式に、外国ＥＴＦ及び外国商品現物型ＥＴ

Ｆにあっては別記第４─８号様式に、外国ＥＴＦ

信託受益証券及び外国商品現物型ＥＴＦ信託受

益証券にあっては別記第４─９号様式にそれぞ

れよるものとし、かつ、規程第１１０１条第１項

第１号に規定する管理会社又は同項第２号に規

定する者の代表者による署名を要するものとす

る。 

（１） （略） （１）の２ （略） 

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略） 

  

（新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧） （新規上場申請に係る提出書類の公衆縦覧） 

第１１０５条 規程第１１０３条第５項に規定する施

行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる書類を

いう。） 

第１１０５条 規程第１１０３条第５項に規定する施

行規則で定める書類とは、次の各号に掲げる書類を

いう。 

（１） 第１１０３条第４号に掲げる書類 （１） 第１１０３条第１号及び第４号に掲げる書

類 



 

72 

（２） （略） （２） （略） 

  

（上場ＥＴＦに関する情報の開示の取扱い） （上場ＥＴＦに関する情報の開示の取扱い） 

第１１０９条 （略） 第１１０９条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（削る） ６ 規程第１１０７条第４項に規定する施行規則で定

める当取引所所定の「適時開示に係る宣誓書」は、

内国ＥＴＦ及び内国商品現物型ＥＴＦにあっては別

記第４―７号様式に、外国ＥＴＦ及び外国商品現物

型ＥＴＦにあっては別記第４―８号様式に、外国Ｅ

ＴＦ信託受益証券及び外国商品現物型ＥＴＦ信託受

益証券にあっては別記第４―９号様式にそれぞれよ

るものとし、かつ、規程第１１０７条第１項に規定

する者の代表者による署名を要するものとする。 

（削る） ７ 規程第１１０７条第４項に規定する施行規則で定

める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。 

 （１） 規程第１１０７条第４項に規定する「適時

開示に係る宣誓書」（第１１０３条第１号に規定

する「適時開示に係る宣誓書」を含む。次号にお

いて同じ。）に署名を行った代表者の異動があっ

た場合 

 （２） 過去５年間において、当該上場ＥＴＦに係

る規程第１１０７条第４項に規定する「適時開示

に係る宣誓書」を提出していないこととなった場

合 

（削る） ８ 規程第１１０７条第４項に規定する添付書類と

は、上場ＥＴＦに関する情報の適時開示に係る体制

の状況を記載した書面をいう。 

（削る） ９ 前項に規定する添付書類（第１１０３条第１号に

規定する添付書類を含む。）に記載した事項に変更

が生じた場合には、当該書面を新たに作成し、当取

引所に提出することができるものとする。 

  

（書類の提出等の取扱い） （書類の提出等の取扱い） 

第１１１０条 （略） 第１１１０条 （略） 

２ 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する外国ＥＴＦ２ 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する外国ＥＴＦ
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及び当該外国ＥＴＦを受託有価証券とする外国ＥＴ

Ｆ信託受益証券を除く。）に係る管理会社は、次の

各号に掲げる事項のいずれかについて決定を行った

場合には、当該各号に定めるところに従い、当取引

所に書類の提出を行うものとする。この場合におい

て、上場ＥＴＦに係る管理会社は、第１号ｂに規定

する書類（法第１３条第１項前段及び第３項の規定

により作成されたものを除く。）及び第２号に規定

する書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同

意するものとする。 

及び当該外国ＥＴＦを受託有価証券とする外国ＥＴ

Ｆ信託受益証券を除く。）に係る管理会社は、次の

各号に掲げる事項のいずれかについて決定を行った

場合には、当該各号に定めるところに従い、当取引

所に書類の提出を行うものとする。この場合におい

て、上場ＥＴＦに係る管理会社は、第１号ｂに規定

する書類（法第１３条第１項前段及び第３項の規定

により作成されたものを除く。）及び第２号に規定

する書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同

意するものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

 （３） 当取引所所定の「取引所規則の遵守に関す

る確認書」を提出した代表者の異動その他の上場

ＥＴＦに関する権利等に係る重要な事項 

（３） 規程第１１０３条第２項又は規程第１１０

７条第４項に規定する「適時開示に係る宣誓書」

に署名を行った代表者の異動その他の上場ＥＴ

Ｆに関する権利等に係る重要な事項 

決定に係る通知書について、決定を行った後直

ちに（「取引所規則の遵守に関する確認書」を提

出した代表者の異動について決定を行った場合

にあっては、「取引所規則の遵守に関する確認書」

について、異動後直ちに） 

決定に係る通知書について、決定を行った後直

ちに 

３ 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する外国ＥＴＦ

及び当該外国ＥＴＦを受託有価証券とする外国ＥＴ

Ｆ信託受益証券に限る。）に係る外国投資法人及び

管理会社は、次の各号に掲げる事項のいずれかにつ

いて決定を行った場合には、当該各号に定めるとこ

ろに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。

この場合において、当該上場ＥＴＦに係る外国投資

法人及び管理会社は、第２号ｃに規定する書類（法

第１３条第１項前段及び第３項の規定により作成さ

れたものを除く。）並びに第３号ａ及び第４号ｂに

規定する書類を当取引所が公衆の縦覧に供すること

に同意するものとする。 

３ 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する外国ＥＴＦ

及び当該外国ＥＴＦを受託有価証券とする外国ＥＴ

Ｆ信託受益証券に限る。）に係る外国投資法人及び

管理会社は、次の各号に掲げる事項のいずれかにつ

いて決定を行った場合には、当該各号に定めるとこ

ろに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。

この場合において、当該上場ＥＴＦに係る外国投資

法人及び管理会社は、第２号ｃに規定する書類（法

第１３条第１項前段及び第３項の規定により作成さ

れたものを除く。）並びに第３号ａ及び第４号ｂに

規定する書類を当取引所が公衆の縦覧に供すること

に同意するものとする。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（６） 当取引所所定の「取引所規則の遵守に関す

る確認書」を提出した代表者の異動、投資主総会

の招集その他の上場ＥＴＦに関する権利等に係る

（６） 規程第１１０３条第２項又は規程第１１０

７条第４項に規定する「適時開示に係る宣誓書」

に署名を行った代表者の異動、投資主総会の招集
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重要な事項その他の上場ＥＴＦに関する権利等に

係る重要な事項 

その他の上場ＥＴＦに関する権利等に係る重要

な事項 

決定に係る通知書について、決定を行った後直

ちに（「取引所規則の遵守に関する確認書」を提

出した代表者の異動について決定を行った場合

にあっては、「取引所規則の遵守に関する確認書」

について、異動後直ちに） 

決定に係る通知書について、決定を行った後直

ちに 

４～６ （略） ４～６ （略） 

  

 （適時開示に係る宣誓書の取扱い） 

第１２０５条 削除 第１２０５条 規程第１２０４条第７項に規定する施

行規則で定める当取引所所定の「適時開示に係る宣

誓書」は、別記第４―１２号様式によるものとし、

かつ、同項に規定する者の代表者による署名を要す

るものとする。 

 ２ 規程第１２０４条第７項に規定する添付書類と

は、不動産投資信託証券に関する情報の適時開示に

係る体制の状況を記載した書面をいう。 

  

（上場不動産投資信託証券に関する情報の開示の取

扱い） 

（上場不動産投資信託証券に関する情報の開示の取

扱い） 

第１２２９条 （略） 第１２２９条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略）  

（削る） ５ 第１２０５条第１項及び第２項の規定は、規程第

１２１３条第５項に規定する施行規則で定める当取

引所所定の「適時開示に係る宣誓書」及びその添付

書類について準用する。 

（削る） ６ 規程第１２１３条第５項に規定する施行規則で定

める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。 

 （１） 規程第１２１３条第５項に規定する「適時

開示に係る宣誓書」（規程第１２０４条第７項に

規定する「適時開示に係る宣誓書」を含む。次号

において同じ。）に署名を行った代表者の異動が

あった場合 

 （２） 過去５年間において、当該上場不動産投資

信託証券に係る規程第１２１３条第５項に規定
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する「適時開示に係る宣誓書」を提出していない

こととなった場合 

（削る） ７ 規程第１２１３条第５項に規定する添付書類（第

１２０５条第２項に規定する書面を含む。）に記載

した事項に変更が生じた場合には、当該書面を新た

に作成し、当取引所に提出することができるものと

する。 

  

（書類の提出等の取扱い） （書類の提出等の取扱い） 

第１２３０条 （略） 第１２３０条 （略） 

２ 上場投資法人は、次の各号に掲げる事項のいずれ

かについて決定を行った場合には、当該各号に定め

るところに従い、当取引所に書類の提出を行うもの

とする。この場合において、上場投資法人は、第２

号ｃに規定する書類（法第１３条第１項前段及び第

３項の規定により作成されたものを除く。）並びに

第３号ａ、ｂ及びｄ並びに第４号ｂに規定する書類

を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するも

のとする。 

２ 上場投資法人は、次の各号に掲げる事項のいずれ

かについて決定を行った場合には、当該各号に定め

るところに従い、当取引所に書類の提出を行うもの

とする。この場合において、上場投資法人は、第２

号ｃに規定する書類（法第１３条第１項前段及び第

３項の規定により作成されたものを除く。）並びに

第３号ａ、ｂ及びｄ並びに第４号ｂに規定する書類

を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するも

のとする。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（６） 当取引所所定の「取引所規則の遵守に関す

る確認書」を提出した代表者の異動、投資主総会

の招集、投資主名簿等管理人の変更その他の上場

不動産投資信託証券に関する権利等に係る重要

な事項 

（６） 規程第１２０４条第７項又は第１２１３条

第５項に規定する「適時開示に係る宣誓書」に署

名を行った代表者の異動、投資主総会の招集、投

資主名簿等管理人の変更その他の上場不動産投

資信託証券に関する権利等に係る重要な事項 

決定に係る通知書について、決定を行った後、

直ちに（「取引所規則の遵守に関する確認書」を

提出した代表者の異動について決定を行った場

合にあっては、「取引所規則の遵守に関する確認

書」について、異動後直ちに） 

決定に係る通知書について、決定を行った後、

直ちに 

３ 上場不動産投資信託証券の発行者のうち、委託者

指図型投資信託又は委託者非指図型投資信託の受益

証券の発行者であるものは、次の各号に該当する場

合には、当該各号に定めるところに従い、当取引所

に書類の提出を行うものとする。この場合において、

上場不動産投資信託証券の発行者は、第２号ｃに規

３ 上場不動産投資信託証券の発行者のうち、委託者

指図型投資信託又は委託者非指図型投資信託の受益

証券の発行者であるものは、次の各号に該当する場

合には、当該各号に定めるところに従い、当取引所

に書類の提出を行うものとする。この場合において、

上場不動産投資信託証券の発行者は、第２号ｃに規
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定する書類（法第１３条第１項前段及び第３項の規

定により作成されたものを除く。）及び第３号に規

定する書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに

同意するものとする。 

定する書類（法第１３条第１項前段及び第３項の規

定により作成されたものを除く。）及び第３号に規

定する書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに

同意するものとする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 委託者指図型投資信託の受益証券である上

場不動産投資信託証券に係る投資信託の委託者で

ある投資信託委託会社若しくは委託者非指図型投

資信託の受益証券である上場不動産投資信託証券

に係る投資信託の受託者である信託会社等が、当

取引所所定の「取引所規則の遵守に関する確認書」

を提出した代表者の異動その他の上場不動産投資

信託証券に関する権利等に係る重要な事項につい

て決定を行った場合又は委託者指図型投資信託の

受益証券である上場不動産投資信託証券に係る投

資信託の受託者である信託会社等が、上場不動産

投資信託証券に関する権利等に係る重要な事項に

ついて決定を行った場合 

（４） 委託者指図型投資信託の受益証券である上

場不動産投資信託証券に係る投資信託の委託者

である投資信託委託会社若しくは委託者非指図

型投資信託の受益証券である上場不動産投資信

託証券に係る投資信託の受託者である信託会社

等が、規程第１２０４条第７項又は第１２１３条

第５項に規定する「適時開示に係る宣誓書」に署

名を行った代表者の異動その他の上場不動産投

資信託証券に関する権利等に係る重要な事項に

ついて決定を行った場合又は委託者指図型投資

信託の受益証券である上場不動産投資信託証券

に係る投資信託の受託者である信託会社等が、上

場不動産投資信託証券に関する権利等に係る重

要な事項について決定を行った場合 

決定に係る通知書について、決定を行った後直

ちに（「取引所規則の遵守に関する確認書」を提

出した代表者の異動について決定を行った場合

にあっては、「取引所規則の遵守に関する確認書」

について、異動後直ちに） 

決定に係る通知書について、決定を行った後直

ちに 

４・５ （略） ４・５ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、平成２２年６月３０日から施行

する。 

 

２ 改正後の第２１２条の規定は、この改正規定施行

の日以後に新規上場申請を行う者から適用する。 

 

３ 前項の規定にかかわらず、新規上場申請者が、連

結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令（平成２１年内閣府令

第７３号）附則第２条の規定により連結財務諸表を
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同府令第１条の規定による改正前の連結財務諸表規

則第９３条の規定により作成する場合は、規程第２

０５条第５号に規定する純資産の額については、改

正前の第２１２条第５項第１号を、規程第２０５条

第６号に規定する利益の額については、改正前の第

２１２条第６項第１号の規定を適用する。 

４ 自己株式の処分（金融商品取引法等の一部を改正

する法律（平成２１年法律第５８号）による改正前

の金融商品取引法第２条第４項に規定する有価証券

の売出しに該当するものを除く。）については、改

正後の第７１０条第１項第１号の規定は、平成２３

年４月１日以後に募集事項が決定されるものから適

用する。 

 

  

別添３ 結合財務情報に関する書類に対する意見表明

に係る基準 

別添３ 結合財務情報に関する書類に対する意見表明

に係る基準 

新規上場申請者が第２０４条第１項第１４号の規定

により提出する結合財務情報に関する書類に一定の信

頼性を付与することを目的として、公認会計士又は監

査法人が当該書類について実施する、一般に公正妥当

と認められる監査の基準に準拠した監査による意見表

明の場合に比して限定的な意見表明に係る基準を次の

とおり定める。 

新規上場申請者が第２０４条第１項第１５号の規定

により提出する結合財務情報に関する書類に一定の信

頼性を付与することを目的として、公認会計士又は監

査法人が当該書類について実施する、一般に公正妥当

と認められる監査の基準に準拠した監査による意見表

明の場合に比して限定的な意見表明に係る基準を次の

とおり定める。 

１．～５．（略） １．～５．（略） 

  

別添４ 会社分割により承継される事業に係る財務計

算に関する書類に対する意見表明に係る基準 

別添４ 会社分割により承継される事業に係る財務計

算に関する書類に対する意見表明に係る基準 

新規上場申請者が第２０４条第１項第１５号（第２

１９条第１項第１号による場合を含む。）、第２０５

条第１号ａの（ｆ）（同号ｂの（ｃ）による場合を含

む。）及び第２２０条第１号ａの（ｆ）（同号ｂの（ｄ）

による場合を含む。）の規定により提出する他の会社

から承継する事業に関する財務計算に関する書類並び

に第２０４条第１項第２０号ｂの（ａ）の規定により

提出する会社分割により承継される事業に係る財務計

算に関する書類に一定の信頼性を付与することを目的

新規上場申請者が第２０４条第１項第１６号（第２

１９条第１項第１号による場合を含む。）、第２０５

条第１号ａの（ｆ）（同号ｂの（ｃ）による場合を含

む。）及び第２２０条第１号ａの（ｆ）（同号ｂの（ｄ）

による場合を含む。）の規定により提出する他の会社

から承継する事業に関する財務計算に関する書類並び

に第２０４条第１項第２１号ｂの（ａ）の規定により

提出する会社分割により承継される事業に係る財務計

算に関する書類に一定の信頼性を付与することを目的
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として、公認会計士又は監査法人が当該書類について

一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠した監

査による意見表明の場合に比して限定的な保証を与え

るための意見表明に係る基準を次のとおり定める。 

として、公認会計士又は監査法人が当該書類について

一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠した監

査による意見表明の場合に比して限定的な保証を与え

るための意見表明に係る基準を次のとおり定める。 

１．～５．（略） １．～５．（略） 

  

別添５ 譲受け又は譲渡の対象となる部門に係る財務

計算に関する書類に対する意見表明に係る基準 

別添５ 譲受け又は譲渡の対象となる部門に係る財務

計算に関する書類に対する意見表明に係る基準 

新規上場申請者が第２０４条第１項第１７号及び第

２０号ｄの（ａ）の規定により提出する譲受け又は譲

渡の対象となる部門に係る財務計算に関する書類に一

定の信頼性を付与することを目的として、公認会計士

又は監査法人が当該書類について一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠した監査による意見表明の

場合に比して限定的な保証を与えるための意見表明に

係る基準を次のとおり定める。 

新規上場申請者が第２０４条第１項第１８号及び第

２１号ｄの（ａ）の規定により提出する譲受け又は譲

渡の対象となる部門に係る財務計算に関する書類に一

定の信頼性を付与することを目的として、公認会計士

又は監査法人が当該書類について一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠した監査による意見表明の

場合に比して限定的な保証を与えるための意見表明に

係る基準を次のとおり定める。 

１．～５．（略） １．～５．（略） 

  

別記様式 別記様式 

第１―８号様式及び第１―９号様式 削除 第１―８号様式 適時開示に係る宣誓書（内国会社） 

 

適 時 開 示 に 係 る 宣 誓 書              
 

平成  年  月  日 

 
 
 株式会社東京証券取引所 
  代表取締役社長     殿 
 
 

本店所在地                 
会 社 名              印  
代 表 者 の                 
役    職           
氏名（署名）        印  

 

 
 
                 は、投資者へ
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の適時適切な会社情報の開示が健全な金融商品市場

の根幹をなすものであることを十分に認識するとと

もに、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平

な会社情報の開示を適切に行えるよう添付書類に記

載した社内体制の充実に努めるなど、投資者への会社

情報の適時適切な提供について真摯な姿勢で臨むこ

とを、ここに宣誓します。 
 

（削る） 第１―９号様式 適時開示に係る宣誓書（外国会社） 

 

適 時 開 示 に 係 る 宣 誓 書              
 

平成  年  月  日 

 
 
 株式会社東京証券取引所 
  代表取締役社長     殿 
 
 

本店所在地                 
会 社 名                 
代 表 者 の                 
役    職           
氏名（署名）           

         

          

 
 
                 は、投資者へ

の適時適切な会社情報の開示が健全な金融商品市場

の根幹をなすものであることを十分に認識するとと

もに、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平

な会社情報の開示を適切に行えるよう添付書類に記

載した社内体制の充実に努めるなど、投資者への会社

情報の適時適切な提供について真摯な姿勢で臨むこ

とを、ここに宣誓します。 
 

第３―５号様式及び第３―６号様式 削除 第３―５号様式 適時開示に係る宣誓書（内国債券） 
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適時開示に係る宣誓書（債券） 
 
平成  年  月  日 

 
 

 株式会社東京証券取引所 
  代表取締役社長     殿 
 
 

主たる事務所の所在地           
発  行  者  名        印  
代表者又はそれに準ず           
ると認められる者の                     
役 職 氏 名 （ 署 名 ）                  印  

 

 
 

                は、投資者への

適時適切な会社情報等の開示が健全な金融商品市場

の根幹をなすものであることを十分に認識するとと

もに、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平

な情報開示を適切に行えるよう添付書類に記載した

体制の充実に努めるなど、投資者への適時適切な情報

提供について真摯な姿勢で臨むことを、ここに宣誓し

ます。 
 

（削る） 第３―６号様式 適時開示に係る宣誓書（外国債券） 

 

適時開示に係る宣誓書（債券） 
 
平成  年  月  日 

 
 

 株式会社東京証券取引所 
  代表取締役社長     殿 
 
 

主たる事務所の所在地           
発  行  者  名           
代表者又はそれに準ず           
ると認められる者の                     
役 職 氏 名 （ 署 名 ）                     
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                は、投資者への

適時適切な会社情報等の開示が健全な金融商品市場

の根幹をなすものであることを十分に認識するとと

もに、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平

な情報開示を適切に行えるよう添付書類に記載した

体制の充実に努めるなど、投資者への適時適切な情報

提供について真摯な姿勢で臨むことを、ここに宣誓し

ます。 
 

（削る） 第３―１３号様式 適時開示に係る宣誓書（内国交換

社債券） 

 

適時開示に係る宣誓書（交換社債券） 
 

平成  年  月  日 

 
 株式会社東京証券取引所 
  代表取締役社長     殿 
 

本店所在地                 
会 社 名              印  
代 表 者 の                 
役    職           
氏名（署名）        印  

 

 
                は、投資者への

適時適切な交換社債券に関する情報の開示が健全な

金融商品市場の根幹をなすものであることを十分に

認識するとともに、常に投資者の視点に立った迅速、

正確かつ公平な情報開示を適切に行えるよう添付書

類に記載した体制の充実に努めるなど、投資者への適

時適切な情報提供について真摯な姿勢で臨むことを、

ここに宣誓します。 
 

（削る） 第３―１４号様式 適時開示に係る宣誓書（外国交換

社債券） 
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適時開示に係る宣誓書（交換社債券） 
 
平成  年  月  日 

 
 

 株式会社東京証券取引所 
  代表取締役社長     殿 
 
 

本店所在地           
会 社 名           
代 表 者 の                
役   職           
氏名（署名）          

 
 

                は、投資者への

適時適切な交換社債券に関する情報の開示が健全な

金融商品市場の根幹をなすものであることを十分に

認識するとともに、常に投資者の視点に立った迅速、

正確かつ公平な情報開示を適切に行えるよう添付書

類に記載した体制の充実に努めるなど、投資者への適

時適切な情報提供について真摯な姿勢で臨むことを、

ここに宣誓します。 
 

第４―７号様式から第４―９号様式まで 削除 第４―７号様式 適時開示に係る宣誓書（内国ＥＴＦ

及び内国商品現物型ＥＴＦ） 

 

適時開示に係る宣誓書（ＥＴＦ） 
 

平成  年  月  日 

 
 株式会社東京証券取引所 
  代表取締役社長     殿 
 

本店所在地           

会 社 名        印  

代 表 者 の                

役   職           
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氏名（署名）        印  

 

 
 
 
                は 、    

に関する情報の開示にあたって、投資者への適時適切

なＥＴＦに関する情報の開示が健全な金融商品市場

の根幹をなすものであることを十分に認識するとと

もに、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平

な情報開示を適切に行えるよう添付書類に記載した

体制の充実に努めるなど、投資者への適時適切な情報

提供について真摯な姿勢で臨むことを、ここに宣誓し

ます。 
 

 

（削る） 第４―８号様式 適時開示に係る宣誓書（外国ＥＴＦ

及び外国商品現物型ＥＴＦ） 

 

適時開示に係る宣誓書（ＥＴＦ） 
 

平成  年  月  日 

 
 株式会社東京証券取引所 
  代表取締役社長     殿 
 

本店所在地           

会 社 名           

代 表 者 の                

役   職           

氏名（署名）          
 
 
 
                は 、               

に関する情報の開示にあたって、投資者への適時適切

なＥＴＦに関する情報の開示が健全な金融商品市場

の根幹をなすものであることを十分に認識するとと

もに、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平

な情報開示を適切に行えるよう添付書類に記載した

体制の充実に努めるなど、投資者への適時適切な情報

提供について真摯な姿勢で臨むことを、ここに宣誓し
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ます。 
 
 

（削る） 第４―９号様式 適時開示に係る宣誓書（外国ＥＴＦ

信託受益証券及び外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証

券） 

 

適時開示に係る宣誓書（外国ＥＴＦ信託受益           

証券及び外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券） 
 

平成  年  月  日 

 
 株式会社東京証券取引所 
  代表取締役社長     殿 
 

 
本店所在地           
会 社 名           
代 表 者 の                
役   職           
氏名（署名）          

 
          

          

                は 、               

に関する情報の開示にあたって、投資者への適時適切

な外国ＥＴＦ信託受益証券に関する情報の開示が健

全な金融商品市場の根幹をなすものであることを十

分に認識するとともに、常に投資者の視点に立った迅

速、正確かつ公平な情報開示を適切に行えるよう添付

書類に記載した体制の充実に努めるなど、投資者への

適時適切な情報提供について真摯な姿勢で臨むこと

を、ここに宣誓します。 
 

 （注）外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券にあって

は、本契約書において、「外国ＥＴＦ信託受益証

券」とあるのは、「外国商品現物型ＥＴＦ信託受

益証券」と読み替える。 

  

（削る） 第４―１２号様式 適時開示に係る宣誓書（不動産投
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資信託証券） 

平成  年  月  日 

 

株式会社東京証券取引所 

代表取締役社長  殿 

 

本店所在地          

投資法人名        印 

代 表 者 の 

役      職 

氏名（署名）       印 

 

本店所在地          

資産運用会社名       印 

代 表 者 の 

役      職 

氏名（署名）          印

 

 

             （投資法人名）及び 

            （資産運用会社名）は、  

               に関する情報の開示

にあたって、投資者への適時適切な不動産投資信託証

券に関する情報の開示が健全な金融商品市場の根幹を

なすものであることを十分に認識するとともに、常に

投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な情報開示

を適切に行えるよう添付書類に記載した体制の充実に

努めるなど、投資者への適時適切な情報提供について

真摯な姿勢で臨むことを、ここに宣誓します。 

 

（注） 委託者指図型投資信託の受益証券及び委託 

者非指図型投資信託の受益証券にあっては、本契約

書において、必要に応じて、「投資法人名」とある

のは「会社名」と読み替えるものとするほか、適宜

必要な修正を行うものとする。 
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上場審査等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表 
 
 

新 旧 

Ⅷ 不動産投資信託証券の新規上場審査 

（収益又は金銭の分配の継続性） 

Ⅷ 不動産投資信託証券の新規上場審査 

（収益又は金銭の分配の継続性） 

４．規程第１２０６条第１項第３号に定める事項

についての上場審査は、運用資産等（施行規則

第１２０６条第２項に規定する書類を提出した

場合には、上場後３か月以内に取得する見込み

である不動産等を含む。）のうち賃貸事業収入

が生じている又は生じる見込みがある不動産等

を継続して所有することにより、当該銘柄に係

るファンドの金銭の分配が継続して行われる見

込みのあることその他の観点から検討すること

により行う。 

４．規程第１２０６条第１項第３号に定める事項

についての上場審査は、運用資産等（施行規則

第１２０５条第２項に規定する書類を提出した

場合には、上場後３か月以内に取得する見込み

である不動産等を含む。）のうち賃貸事業収入

が生じている又は生じる見込みがある不動産等

を継続して所有することにより、当該銘柄に係

るファンドの金銭の分配が継続して行われる見

込みのあることその他の観点から検討すること

により行う。 

 

 

 

付  則  

この改正規定は、平成２２年６月３０日から施

行する。 

 

  

 
 




